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規 則

�愛媛県規則第３５号
愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則

愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲げる局

及び当該右欄に掲げる課を置く。

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲げる局

及び当該右欄に掲げる課を置く。

省略 省略

企画振興部 管理局 総合政策課、秘書課、広報広聴課、統計

課、情報政策課

企画振興部 管理局 総合政策課、秘書課、広報広聴課、統計

課

地域振

興局

地域政策課、交通対策課 、

文化・スポーツ振興課

地域振

興局

地域政策課、交通対策課、情報政策課、

文化・スポーツ振興課

国体局 国体総務企画課、国体運営調整課、国体

競技準備課

国体準

備局

国体準備課

県民環境部 管理局 県民生活課、男女参画・県民協働課

、人権対策課

県民環境部 管理局 県民生活課、男女参画課、県民活動推進

課、人権対策課

省略 省略

省略 省略

経済労働部 管理局 産業政策課、企業立地課、観光物産課、

国際交流課、労政雇用課

経済労働部 管理局 産業政策課、立地推進課、観光物産課、

国際交流課、労政雇用課

省略 省略

省略 省略

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

省略 省略

保健福祉課 医療保険室 長寿介護課 国民健康保険室

省略 省略

（総務部各課の所掌事務）

第７条 省略

２ 人事課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合において、

第７号、第８号、第１０号及び第１１号の事務は、職員厚生室が所掌

する。

�～� 省略

� 職員の児童手当 に関すること。

�～� 省略

３～７ 省略

（企画振興部各課の所掌事務）

第８条 省略

２～４ 省略

５ 情報政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 高度情報化対策の総合企画、総合調整及び推進に関するこ

（総務部各課の所掌事務）

第７条 省略

２ 人事課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合において、

第７号、第８号、第１０号及び第１１号の事務は、職員厚生室が所掌

する。

�～� 省略

� 職員の児童手当及び子ども手当に関すること。

�～� 省略

３～７ 省略

（企画振興部各課の所掌事務）

第８条 省略

２～４ 省略
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と。

� テレトピア構想等地域情報化施策の推進に関すること。

� 行政情報ネットワークシステムに関すること（他の主管に属

するものを除く。）。

� 情報スーパーハイウェイに関すること（他の主管に属するも

のを除く。）。

� 総合行政ネットワークに関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

� 電子申請システムに関すること。

� 文書管理・電子決裁システムに関すること。

� 電子署名に係る認証業務に関すること。

� 汎用コンピュータシステムの運用、管理及び利用の促進に関

すること（他の主管に属するものを除く。）。

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 国体総務企画課の所掌事務は、次のとおりとする。

	 第７２回国民体育大会愛媛県準備委員会に関すること（他の主

管に属するものを除く。）。

� 第７２回国民体育大会の開催準備の企画及び総合調整に関する

こと。

� 省略

� その他第７２回国民体育大会の開催準備に関すること（他の主

管に属するものを除く。）。

１０ 国体運営調整課の所掌事務は、次のとおりとする。

	 第７２回国民体育大会愛媛県準備委員会の施設専門委員会及び

警備・消防専門委員会に関すること。

� 第７２回国民体育大会の競技施設に関すること。

� 第１７回全国障害者スポーツ大会の開催準備に関すること。

１１ 国体競技準備課の所掌事務は、次のとおりとする。

	 第７２回国民体育大会愛媛県準備委員会の競技専門委員会及び

式典専門委員会に関すること。

� 第７２回国民体育大会の競技運営に関すること。

� 第７２回国民体育大会の式典に関すること。

（県民環境部各課の所掌事務）

第９条 省略

２ 男女参画・県民協働課の所掌事務は、次のとおりとする。

	～� 省略

５ 省略

６ 省略

７ 情報政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

	 高度情報化対策の総合企画、総合調整及び推進に関するこ

と。

� テレトピア構想等地域情報化施策の推進に関すること。

� 行政情報ネットワークシステムに関すること（他の主管に属

するものを除く。）。

� 情報スーパーハイウェイに関すること（他の主管に属するも

のを除く。）。

� 総合行政ネットワークに関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

� 電子申請システムに関すること。

� 文書管理・電子決裁システムに関すること。

� 電子署名に係る認証業務に関すること。

� 汎用コンピュータシステムの運用、管理及び利用の促進に関

すること（他の主管に属するものを除く。）。

８ 省略

９ 国体準備課 の所掌事務は、次のとおりとする。

	 第７２回国民体育大会愛媛県準備委員会に関すること

。

� 第７２回国民体育大会の競技施設に関すること。

� 省略

� その他第７２回国民体育大会の開催準備に関すること

。

（県民環境部各課の所掌事務）

第９条 省略

２ 男女参画課 の所掌事務は、次のとおりとする。

	～� 省略
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� 特定非営利活動法人事務の統轄に関すること。

� ボランティアに関する施策の総合企画、総合調整及び推進に

関すること（他の主管に属するものを除く。）。

� 県民による地域社会づくりに関すること。

� コミュニティ対策の推進に関すること。

� 青少年の健全育成及び非行防止に関すること（他の主管に属

するものを除く。）。

� 青少年の社会参加に関すること。

� 青少年関係団体に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

（保健福祉部各課の所掌事務）

第１０条 保健福祉課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。この場合において、第１１号から第１３号までの

事務は、医療保険室が所掌する。

�～� 省略

	 国民健康保険に関すること。


 後期高齢者の医療に関すること。

� 医療費適正化計画に関すること。

２～６ 省略

７ 長寿介護課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

（経済労働部各課の所掌事務）

第１２条 省略

２ 企業立地課の所掌事務は、次のとおりとする。

�・� 省略

３～７ 省略

（農林水産部各課の所掌事務）

第１３条 省略

２ 省略

３ ブランド戦略課の所掌事務は、次のとおりとする。

３ 県民活動推進課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 特定非営利活動法人事務の統轄に関すること。

� ボランティアに関する施策の総合企画、総合調整及び推進に

関すること（他の主管に属するものを除く。）。

 県民による地域社会づくりに関すること。

� コミュニティ対策の推進に関すること。

� 青少年の健全育成及び非行防止に関すること（他の主管に属

するものを除く。）。

� 青少年の社会参加に関すること。

� 青少年関係団体に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

（保健福祉部各課の所掌事務）

第１０条 保健福祉課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。

�～� 省略

２～６ 省略

７ 長寿介護課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第１１号から第１３号までの事務は、国民健康保険室が所掌す

る。

�～� 省略

	 国民健康保険に関すること。


 後期高齢者の医療に関すること。

� 医療費適正化計画に関すること。

（経済労働部各課の所掌事務）

第１２条 省略

２ 立地推進課の所掌事務は、次のとおりとする。

�・� 省略

３～７ 省略

（農林水産部各課の所掌事務）

第１３条 省略

２ 省略

３ ブランド戦略課の所掌事務は、次のとおりとする。
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�～� 省略

４ 省略

５ 農産園芸課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第４号及び第１６号から第１９号までの事務は、担い手・農地保

全対策室が所掌する。

�～� 省略

� 農林水産物の安全・安心対策に関すること。

６～１１ 省略

（知事に直属して置く職員）

第１５条の２ 知事に直属して営業本部長、営業本部マネージャー及

び営業主幹を置く。

（特別の課に置く職員）

第１９条 省略

２～４ 省略

５ 財政課に主計係長を置く。

（身体障害者更生相談所）

第３７条 愛媛県身体障害者更生相談所（以下「身体障害者更生相談

所」という。）の業務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 身体障害者手帳に関すること。

２・３ 省略

（衛生環境研究所）

第５１条 愛媛県立衛生環境研究所（以下「衛生環境研究所」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

� 省略

� 微生物試験、理化学試験その他地域保健対策に必要な試験検

査に関すること。

�～	 省略


 公衆衛生及び環境保全に係る情報の収集、解析及び提供に関

すること。

� 省略

２ 衛生環境研究所に、次の表の左欄に掲げる課及びセンター並び

にそれぞれ当該中欄に掲げる室並びに当該右欄に掲げる係及び科

を置く。

�～� 省略

� 農林水産物の安全・安心対策に関すること。

４ 省略

５ 農産園芸課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第４号及び第１６号から第１９号までの事務は、担い手・農地保

全対策室が所掌する。

�～� 省略

６～１１ 省略

（知事に直属して置く職員）

第１５条の２ 知事に直属して営業戦略監

を置く。

（特別の課に置く職員）

第１９条 省略

２～４ 省略

（身体障害者更生相談所）

第３７条 愛媛県身体障害者更生相談所（以下「身体障害者更生相談

所」という。）の業務は、次のとおりとする。

�～� 省略

２・３ 省略

（衛生環境研究所）

第５１条 愛媛県立衛生環境研究所（以下「衛生環境研究所」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

� 省略

� 病原微生物、理化学試験及び環境保健試験検査

に関すること。

�～	 省略


 公衆衛生及び環境保全に係る情報の収集、管理及び提供に関

すること。

� 省略

２ 衛生環境研究所に、次の表の左欄に掲げる課及びセンター並び

にそれぞれ当該中欄に掲げる室並びに当該右欄に掲げる係及び科

を置く。

省略 省略

衛生研究課 微生物試験室 細菌科、ウイルス科、疫学情報科 衛生研究課 微生物試験室 細菌科、ウイルス科

疫学情報室 臨床検査科、疫学情報科

省略 省略

省略 省略

３ 衛生環境研究所に次の職員を置く。

�～� 省略

	 検査保証専門員


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

４ 衛生環境研究所に、必要に応じ次の職員を置く。

� 省略

３ 衛生環境研究所に次の職員を置く。

�～� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

４ 衛生環境研究所に、必要に応じ次の職員を置く。

� 省略
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� 参事

� 省略

� 省略

� 省略

（心と体の健康センター）

第５２条 省略

２・３ 省略

４ 心と体の健康センターに、必要に応じ次の職員を置く。

� 省略

� 技幹

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（東京事務所）

第７５条 省略

２・３ 省略

４ 東京事務所に次の職員を置く。

� 省略

� 副所長

�～� 省略

５ 省略

別表第１（第５条関係）

� 省略

� 省略

� 省略

（心と体の健康センター）

第５２条 省略

２・３ 省略

４ 心と体の健康センターに、必要に応じ次の職員を置く。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（東京事務所）

第７５条 省略

２・３ 省略

４ 東京事務所に次の職員を置く。

� 省略

� 次長

�～� 省略

５ 省略

別表第１（第５条関係）

課 係 課 係

省略 省略

税務課 直税係、自動車税係 税務課 直税係、自動車税係、税務調査係

省略 省略

県民生活課 調整管理係、表彰係 県民生活課 調整管理係、表彰係、消費生活係、生活

対策係

男女参画・県民協

働課

ＮＰＯ・ボランティア係、青少年係 男女参画課 計画係、事業係

県民活動推進課 ＮＰＯ・ボランティア係、青少年係

省略 省略

環境政策課 環境計画係、大気・環境評価係、水道整

備係 、

水・土壌環境係

環境政策課 環境計画係、大気・環境評価係、水道整

備係、温暖化企画係、温暖化対策係、

水・土壌環境係

省略 省略

保健福祉課 調整管理係、企画係、生活保護係 保健福祉課 調整管理係、企画係、生活保護係

医療保険室 国保係、医療係

医療対策課 医療機関係、医療安全係、

地域看護係

医療対策課 医療政策係、医療機関係、医療安全係、

地域看護係

省略 省略

長寿介護課 長寿政策係、介護予防係、介護研修係、

介護事業者係、援護恩給係

長寿介護課 長寿政策係、介護予防係、介護研修係、

介護事業者係、援護恩給係

国民健康保険室 国保係、医療係

省略 省略

都市計画課 土地利用調整係

、まちづくり推進係、宅地開発審査係

都市計画課 土地利用調整係、都市計画係、施設計画

係、まちづくり推進係、宅地開発審査係

省略 省略

別表第３（第２３条の２関係） 別表第３（第２３条の２関係）
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、それ

ぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられたものとする。

企画振興部地域振興局情報政策課情報企画グループ担当係長 企画振興部管理局情報政策課情報企画グループ担当係長

企画振興部地域振興局情報政策課行政情報グループ担当係長 企画振興部管理局情報政策課行政情報グループ担当係長

企画振興部地域振興局情報政策課システム運用グループ担当係長 企画振興部管理局情報政策課システム運用グループ担当係長

企画振興部地域振興局情報政策課 企画振興部管理局情報政策課

衛生環境研究所衛生研究課疫学情報室疫学情報科長 衛生環境研究所衛生研究課微生物試験室疫学情報科長

経済労働部管理局立地推進課立地推進グループ担当係長 経済労働部管理局企業立地課立地推進グループ担当係長

経済労働部管理局立地推進課 経済労働部管理局企業立地課

�愛媛県規則第３６号
愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則

愛媛県職員の職の設置規則（昭和４８年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

地方局の部 課 係 地方局の部 課 係

省略 省略

南予

地方

局

省略 南予

地方

局

省略

産業経済部 産業振興課 省略 産業経済部 産業振興課 省略

商工観光室 商工労政係、観光振興係 商工観光室 商工観光係、労政雇用係

省略 省略

省略 省略

省略 省略

省略 省略

別表第５（第２３条の３関係） 別表第５（第２３条の３関係）

土木事務所 課 係 土木事務所 課 係

省略 省略

東予地方局今治

土木事務所

省略 東予地方局今治

土木事務所

省略

用地課 今治小松自動車道係 用地課

建設企画課 企画調査係、上島架橋係 建設企画課 企画調査係

省略 省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

区分 職 区分 職

知事

の事

務部

本庁 部長、営業本部長、局長、部付、技術監、参事、

課長、室長、営業本部マネージャー、副参事、技

幹、医監、危機管理監、環境技術専門監、原子力

知事

の事

務部

本庁 部長、営業戦略監、局長、部付、技術監、参事、

課長、室長 、副参事、技

幹、医監、危機管理監、環境技術専門監、原子力
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第３７号
特定非営利活動促進法施行条例施行規則及び愛媛県男女共同参画推進条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

特定非営利活動促進法施行条例施行規則及び愛媛県男女共同参画推進条例施行規則の一部を改正する規則

（特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部改正）

第１条 特定非営利活動促進法施行条例施行規則（平成１０年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県男女共同参画推進条例施行規則の一部改正）

第２条 愛媛県男女共同参画推進条例施行規則（平成１４年愛媛県規則第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

局 安全対策推進監、高速道路推進監、主席工事検査

専門員、課長補佐、所長、秘書、医幹、主幹、営

業主幹、廃棄物監視指導官、検査班長、工事検査

専門員、換地指導専門員、用地補償審査専門員、

課付、室付、専門員、隊長、船長、機関長、係

長、担当係長、主計係長、副隊長、隊員、主任、

主任主事、主事、技師、技術主任、技能主任、主

任守衛、主任業務員、主任技術員、主任技能員、

技術員、技能員、守衛、業務員

局 安全対策推進監、高速道路推進監、主席工事検査

専門員、課長補佐、所長、秘書、医幹、主幹

、廃棄物監視指導官、検査班長、工事検査

専門員、換地指導専門員、用地補償審査専門員、

課付、室付、専門員、隊長、船長、機関長、係

長、担当係長 、副隊長、隊員、主任、

主任主事、主事、技師、技術主任、技能主任、主

任守衛、主任業務員、主任技術員、主任技能員、

技術員、技能員、守衛、業務員

地方

機関

局長、支局長、所長、部長、センター長、次長、

保健統括監、建設技術監、部付、所付、事務局

長、副所長、医監、参事、課長、室長、校長、教

頭、園長、副園長、副校長、副参事、技幹、課長

補佐、業務課長、主幹、支所長、寮長、地域政策

班長、納税班長、滞納処分専門員、児童指導専門

員、検査保証専門員、工事検査専門員、研究員、

課付、医幹、事務局次長、教授、企画工事検査専

門員、専門員、用地補償審査専門員、主任教官、

船長、機関長、分校長、主任研究員、看護部長、

係長、科長、准教授、助教授、担当係長、主任、

主任判定員、特別研究員、教務主任、医長、副医

長、看護長、教官、主任主事、主任技師、主事、

技師、技術主任、技能主任、主任守衛、主任業務

員、主任技術員、主任技能員、技術員、技能員、

守衛、業務員

地方

機関

局長、支局長、所長、部長、センター長、次長、

保健統括監、建設技術監、部付、所付、事務局

長、副所長、医監、参事、課長、室長、校長、教

頭、園長、副園長、副校長、副参事、技幹、課長

補佐、業務課長、主幹、支所長、寮長、地域政策

班長、納税班長、滞納処分専門員、児童指導専門

員 、工事検査専門員、研究員、

課付、医幹、事務局次長、教授、企画工事検査専

門員、専門員、用地補償審査専門員、主任教官、

船長、機関長、分校長、主任研究員、看護部長、

係長、科長、准教授、助教授、担当係長、主任、

主任判定員、特別研究員、教務主任、医長、副医

長、看護長、教官、主任主事、主任技師、主事、

技師、技術主任、技能主任、主任守衛、主任業務

員、主任技術員、主任技能員、技術員、技能員、

守衛、業務員

省略 省略

改 正 後 改 正 前

（認証の申請があった場合の書類の縦覧場所）

第４条 条例第３条に規定する縦覧の場所は、愛媛県県民環境部管

理局男女参画・県民協働課とする。

（認証の申請があった場合の書類の縦覧場所）

第４条 条例第３条に規定する縦覧の場所は、愛媛県県民環境部管

理局県民活動推進課 とする。

改 正 後 改 正 前

（推進委員の庶務）

第１０条 推進委員の庶務は、県民環境部管理局男女参画・県民協働

（推進委員の庶務）

第１０条 推進委員の庶務は、県民環境部管理局男女参画課
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第３８号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

第１条 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

課において処理する。

（参画会議の庶務）

第１６条 参画会議の庶務は、県民環境部管理局男女参画・県民協働

課において処理する。

において処理する。

（参画会議の庶務）

第１６条 参画会議の庶務は、県民環境部管理局男女参画課

において処理する。

改 正 後 改 正 前

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１０

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１１号から第１８号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職

員（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつて

は、これらの号に掲げる職にある間に限り、職員に任命されてい

るものとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

�・� 省略

� 総務部行財政改革局税務課税務調査グループ担当係長（税務

課長が指定した者に限る。）

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 東京事務所副所長及び大阪事務所次長


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 人事委員会事務局の採用給与課総務審査係長

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（出納員以外の会計職員）

第５条 出納員以外の会計職員は、次の各号に掲げる職員とし、そ

の職務は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

�・� 省略

� 会計員 出納局及び地方局出納室の会計員にあつては会計管

理者及び出納員の事務を、出納局及び地方局出納室の会計員以

外の会計員にあつては出納員、現金取扱員及び物品取扱員の事

務をそれぞれ補助すること。

２ 前項に規定する現金取扱員及び物品取扱員は当該事務を取り扱

う必要のある本庁各課及び地方機関（予算令達を受けない機関を

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１１

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１２号から第１９号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職

員（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつて

は、これらの号に掲げる職にある間に限り、職員に任命されてい

るものとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

�・� 省略

� 総務部行財政改革局税務課税務調査係長

� 省略

� 保健福祉部管理局保健福祉課企画係長

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 東京事務所次長 及び大阪事務所次長

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 人事委員会事務局の採用給与課担当係長

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（出納員以外の会計職員）

第５条 出納員以外の会計職員は、次の各号に掲げる職員とし、そ

の職務は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

�・� 省略

� 会計員 会計管

理者及び出納員の事務を

補助すること。

２ 前項に規定する現金取扱員及び物品取扱員は当該事務を取り扱

う必要のある本庁各課及び地方機関（予算令達を受けない機関を
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含む。以下この項において同じ。）に置き、会計員は出納局及び

地方局の出納室並びに出納員、現金取扱員又は物品取扱員が置か

れた本庁各課及び地方機関に置く。

３ 別に辞令を用いるもののほか、次表の左欄に掲げる職員は、こ

れらの者が職員に任命されていない場合にあつては、その職にあ

る間に限り、職員に任命されているものとして、その職にある間

同表右欄の職に充てる。

含む。 ）に置き、会計員は出納局及び

地方局の出納室

に置く。

３ 別に辞令を用いるもののほか、次表の左欄に掲げる職員は、こ

れらの者が職員に任命されていない場合にあつては、その職にあ

る間に限り、職員に任命されているものとして、その職にある間

同表右欄の職に充てる。

省略 省略

一 出納局及び地方局出納室の職員（出納員を除

く。）

二 出納員、現金取扱員又は物品取扱員が置かれ

た本庁各課及び地方機関（予算令達を受けない

機関を含む。）の職員（出納局及び地方局出納

室の職員を除く。）のうち本庁各課、地方局各

課又は地方機関（予算令達を受けない機関を含

み、地方局を除く。）の長が指定した者

省略 出納局及び地方局出納室の職員（出納員を除

く。）

省略

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�～� 省略

� 総務部行財政改革局税務課税務調査グループ担当係長（税務

課長が指定した者に限る。）に委任させる事務は、本庁各課又

は地方機関に属する会計事務のうち、税務課がインターネット

を利用して行う公売に係る公売保証金及び買受代金の収納及び

保管に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 警察本部の会計課長に委任させる事務は、警察本部に属する

会計事務のうち、次に掲げるもの（次号、第１２号及び第１４号に

掲げる会計事務を除く。）とする。

ア・イ 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 次の表の左欄に掲げる出納員に委任させる事務は、それぞれ

同表の右欄に掲げる会計事務のうち、公文書の写しの交付に要

する費用を負担させるために徴収する現金（土木部管理局用地

課収用係長にあつては、収用委員会の公文書の写しの交付に係

るものに限る。）の収納及び保管に関すること。

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�～� 省略

� 総務部行財政改革局税務課税務調査係長

に委任させる事務は、本庁各課又

は地方機関に属する会計事務のうち、税務課がインターネット

を利用して行う公売に係る公売保証金及び買受代金の収納及び

保管に関すること。

� 省略

� 保健福祉部管理局保健福祉課企画係長に委任させる事務は、

本庁各課又は地方機関に属する会計事務のうち、保健福祉課が

受け入れる東日本大震災被災者等支援寄附金の収納及び保管に

関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

	 警察本部の会計課長に委任させる事務は、警察本部に属する

会計事務のうち、次に掲げるもの（次号、第１３号及び第１５号に

掲げる会計事務を除く。）とする。

ア・イ 省略


 省略

� 省略

� 省略

 次の表の左欄に掲げる出納員に委任させる事務は、それぞれ

同表の右欄に掲げる会計事務のうち、公文書の写しの交付に要

する費用を負担させるために徴収する現金（土木部管理局用地

課収用係長にあつては、収用委員会の公文書の写しの交付に係

るものに限る。）の収納及び保管に関すること。

出 納 員 会計事務 出 納 員 会計事務

省略 省略

省略

人事委員会事務局の採用給与課総務審査係長

省略

省略 省略

人事委員会事務局の採用給与課担当係長

省略

省略

２ 省略 ２ 省略
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（会計管理者等の現金収納）

第２２条 省略

２ 省略

３ 会計管理者等は、前２項に規定する方法以外で現金の納付を受

けたときは、これを収納し、現金領収書（様式第１０号の２）を納

入義務者に交付しなければならない。ただし、別に定める入園券

等を交付することによつて納入される収入金及び収入受託者が収

納する収入金

につい

ては、この限りでない。

４・５ 省略

（支出決議書の作成）

第４３条 支出命令者は、支出決議書又は支出負担行為書兼決議書

を、債権者から提出された請求書（官公署の発行する納入告知書

その他これに準ずるものを含む。以下同じ。）により、支出科目

別及び債権者別並びに直接払、隔地払及び口座振替ごとに作成し

なければならない。ただし、次に掲げる経費については、請求書

によらないで支出決議書又は支出負担行為書兼決議書を作成する

ことができる。

� 省略

� 児童手当

�～� 省略

� 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）

に基づ

く負担金

�～� 省略

２ 省略

（資金前渡のできる経費）

第４９条 資金前渡をすることができる経費は、令第１６１条第１項第

１号から第１４号まで及び第１６号に規定するもののほか、次に掲げ

るものとする。

� 児童手当

�～� 省略

（給与等の支払の方法）

第７５条 報酬、法第２０４条の規定による給料及び手当（退職手当を

除く。）、賃金（日日雇用する者の賃金を除く。）並びに児童手

当 （以下「給与等」という。）は、口座振替の方

法により職員に支払う場合を除き、給与等の資金前渡担任者（以

下「給与資金前渡担任者」という。）に資金を前渡して支払をさ

せるものとする。ただし、資金前渡の方法により難いときは、こ

の限りでない。

附 則

（会計管理者等の現金収納）

第２２条 省略

２ 省略

３ 会計管理者等は、前２項に規定する方法以外で現金の納付を受

けたときは、これを収納し、現金領収書（様式第１０号の２）を納

入義務者に交付しなければならない。ただし、別に定める入園券

等を交付することによつて納入される収入金、収入受託者 が収

納する収入金及び東日本大震災被災者等支援寄附金を募集するた

めに開設された預金又は貯金の口座に振り込まれる収入金につい

ては、この限りでない。

４・５ 省略

（支出決議書の作成）

第４３条 支出命令者は、支出決議書又は支出負担行為書兼決議書

を、債権者から提出された請求書（官公署の発行する納入告知書

その他これに準ずるものを含む。以下同じ。）により、支出科目

別及び債権者別並びに直接払、隔地払及び口座振替ごとに作成し

なければならない。ただし、次に掲げる経費については、請求書

によらないで支出決議書又は支出負担行為書兼決議書を作成する

ことができる。

� 省略

� 児童手当及び子ども手当

�～� 省略

� 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）及び平成２２年度における

子ども手当の支給に関する法律（平成２２年法律第１９号）に基づ

く負担金

�～� 省略

２ 省略

（資金前渡のできる経費）

第４９条 資金前渡をすることができる経費は、令第１６１条第１項第

１号から第１４号まで及び第１６号に規定するもののほか、次に掲げ

るものとする。

� 児童手当及び子ども手当

�～� 省略

（給与等の支払の方法）

第７５条 報酬、法第２０４条の規定による給料及び手当（退職手当を

除く。）、賃金（日日雇用する者の賃金を除く。）並びに児童手

当及び子ども手当（以下「給与等」という。）は、口座振替の方

法により職員に支払う場合を除き、給与等の資金前渡担任者（以

下「給与資金前渡担任者」という。）に資金を前渡して支払をさ

せるものとする。ただし、資金前渡の方法により難いときは、こ

の限りでない。

附 則

（行革関連特例法第１１条第１項の規定による給付の支出手続）

１７ 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の

補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律（昭和５６年

法律第９３号）第１１条第１項の規定による給付については、同条の

規定を児童手当法の規定と、当該給付を同法に基づく児童手当と

みなして、第４３条第１項第２号、第４９条第１号及び第７５条の規定

を適用する。この場合において、第４３条第１項第２号中「児童手

当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一

環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する

法律（昭和５６年法律第９３号。以下「行革関連特例法」という。）

第１１条第１項の規定による給付」と、第４９条第１号及び第７５条中
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別表第４（第７８条、第２２６条関係）

「児童手当」とあるのは「行革関連特例法第１１条第１項の規定に

よる給付」とする。

別表第４（第７８条、第２２６条関係）

帳簿の種

類及び様

式

記帳の原因、時期等 記帳者

帳簿の種

類及び様

式

記帳の原因、時期等 記帳者

現金出納

簿（様式

第１０２号）

省略 現金出納

簿（様式

第１０２号）

省略

現金の収納、払込み等をしたと

き。

会計管理者等

会計員

現金の収納、払込み等をしたと

き。

会計管理者等

省略 省略

備品出納

簿（様式

第１３６号）

物品（動物、図書、標本及び模

型類を除く。）の受入れ、払出

し等をしたとき及び分類変更、

管理換え等の通知を受けたと

き。

物品出納者

会計員

備品出納

簿（様式

第１３６号）

物品（動物、図書、標本及び模

型類を除く。）の受入れ、払出

し等をしたとき及び分類変更、

管理換え等の通知を受けたと

き。

物品出納者

動物出納

簿（様式

第１３７号）

備品のうち、動物の受入れ、払

出し等をしたとき及び分類変

更、管理換え等の通知を受けた

とき。

物品出納者

会計員

動物出納

簿（様式

第１３７号）

備品のうち、動物の受入れ、払

出し等をしたとき及び分類変

更、管理換え等の通知を受けた

とき。

物品出納者

図書出納

簿（様式

第１３８号）

備品のうち、図書の受入れ、払

出し等をしたとき及び分類変

更、管理換え等の通知を受けた

とき。

物品出納者

会計員

図書出納

簿（様式

第１３８号）

備品のうち、図書の受入れ、払

出し等をしたとき及び分類変

更、管理換え等の通知を受けた

とき。

物品出納者

標本・模

型類出納

簿（様式

第１３９号）

備品のうち、標本及び模型類の

受入れ、払出し等をしたとき及

び分類変更、管理換え等の通知

を受けたとき。

物品出納者

会計員

標本・模

型類出納

簿（様式

第１３９号）

備品のうち、標本及び模型類の

受入れ、払出し等をしたとき及

び分類変更、管理換え等の通知

を受けたとき。

物品出納者

消耗品・

生産品出

納簿（様

式 第１４０

号）

消耗品及び生産品の受入れ、払

出し、管理換え等をしたとき。

物品出納者

会計員

消耗品・

生産品出

納簿（様

式 第１４０

号）

消耗品及び生産品の受入れ、払

出し、管理換え等をしたとき。

物品出納者

省略 省略

様式第１２８号（第１６８条、第１７２条、第１７３条、第１７９条、別表第４関

係） 備品管理簿

様式第１２８号（第１６８条、第１７２条、第１７３条、第１７９条、別表第４関

係） 備品管理簿

省略 省略

注 １ 摘要欄は、受入れ又は 払出しの理由及び 相手方を

記入すること。

２ 物品出納者印欄は、帳簿により物品の受入れ又は払出

しの通知を受けた物品出納者又は会計員が押印するこ

と。

３ 省略

様式第１２９号（第１６８条、第１７２条、第１７３条、第１７９条、別表第４関

係） 動物管理簿

注 １ 摘要欄は、受入れまたは払出しの理由および相手方を

記入すること。

２ 物品出納者印欄は、帳簿により物品の受入れ又は払出

しの通知を受けた物品出納者 が押印するこ

と。

３ 省略

様式第１２９号（第１６８条、第１７２条、第１７３条、第１７９条、別表第４関

係） 動物管理簿

省略 省略

注 １ 省略

２ 物品出納者印欄は、帳簿により物品の受入れ又は 払

出しの通知を受けた物品出納者又は会計員が押印するこ

と。

３ 省略

注 １ 省略

２ 物品出納者印欄は、帳簿により物品の受入れまたは払

出しの通知を受けた物品出納者 が押印するこ

と。

３ 省略
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４ 鶏、豚等で、たびたび受入れ又は 払出しをするもの

については、備品管理簿を動物管理簿として使用するこ

とができる。

様式第１３０号（第１６８条、第１７２条、第１７３条、第１７９条、別表第４関

係） 図書管理簿

４ 鶏、豚等で、たびたび受入れまたは払出しをするもの

については、備品管理簿を動物管理簿として使用するこ

とができる。

様式第１３０号（第１６８条、第１７２条、第１７３条、第１７９条、別表第４関

係） 図書管理簿

省略 省略

注 １・２ 省略

３ 物品出納者印欄は、帳簿により物品の受入れ又は 払

出しの通知を受けた物品出納者又は会計員が押印するこ

と。

４ 省略

様式第１３１号（第１６８条、第１７２条、第１７３条、第１７９条、別表第４関

係） 標本・模型類管理簿

注 １・２ 省略

３ 物品出納者印欄は、帳簿により物品の受入れまたは払

出しの通知を受けた物品出納者 が押印するこ

と。

４ 省略

様式第１３１号（第１６８条、第１７２条、第１７３条、第１７９条、別表第４関

係） 標本・模型類管理簿

省略 省略

注 １ 省略

２ 物品出納者印欄は、帳簿により物品の受入れ又は 払

出しの通知を受けた物品出納者又は会計員が押印するこ

と。

３ 省略

様式第１３２号（第１６８条、第１７２条、第１７３条、第１７９条、別表第４関

係） 消耗品受払簿

注 １ 省略

２ 物品出納者印欄は、帳簿により物品の受入れまたは払

出しの通知を受けた物品出納者 が押印するこ

と。

３ 省略

様式第１３２号（第１６８条、第１７２条、第１７３条、第１７９条、別表第４関

係） 消耗品受払簿

省略 省略

注 １ 物品出納者印欄は、帳簿により物品の受入れ又は 払

出しの通知を受けた物品出納者又は会計員が押印するこ

と。

２ 摘要欄は、受入れ又は 払出しの理由及び 相手方を

記入すること。

３ 省略

様式第１３３号（第１６８条、第１７２条、第１７３条、第１７９条、別表第４関

係） 郵便切手・郵便はがき・収入印紙受払簿

注 １ 物品出納者印欄は、帳簿により物品の受入れまたは払

出しの通知を受けた物品出納者 が押印するこ

と。

２ 摘要欄は、受入れまたは払出しの理由および相手方を

記入すること。

３ 省略

様式第１３３号（第１６８条、第１７２条、第１７３条、第１７９条、別表第４関

係） 郵便切手・郵便はがき・収入印紙受払簿

省略 省略

注 １ 省略

２ 物品出納者印欄は、帳簿により物品の受入れ又は 払

出しの通知を受けた物品出納者又は会計員が押印するこ

と。

３ 摘要欄は、受入れ又は 払出しの理由及び 相手方を

記入すること。

４ 省略

様式第１３４号（第１６８条、第１７２条、第１７３条、第１７９条、別表第４関

係） 原材料受払簿

注 １ 省略

２ 物品出納者印欄は、帳簿により物品の受入れまたは払

出しの通知を受けた物品出納者 が押印するこ

と。

３ 摘要欄は、受入れまたは払出しの理由および相手方を

記入すること。

４ 省略

様式第１３４号（第１６８条、第１７２条、第１７３条、第１７９条、別表第４関

係） 原材料受払簿

省略 省略

注 １ 物品出納者印欄は、帳簿により物品の受入れ又は 払

出しの通知を受けた物品出納者又は会計員が押印するこ

と。

２・３ 省略

様式第１３５号（第１６８条、第１７２条、第１７３条、第１７９条、別表第４関

係） 生産品受払簿

注 １ 物品出納者印欄は、帳簿により物品の受入れまたは払

出しの通知を受けた物品出納者 が押印するこ

と。

２・３ 省略

様式第１３５号（第１６８条、第１７２条、第１７３条、第１７９条、別表第４関

係） 生産品受払簿

省略 省略

注 １ 物品出納者印欄は、帳簿により物品の受入れ又は 払

出しの通知を受けた物品出納者又は会計員が押印するこ

注 １ 物品出納者印欄は、帳簿により物品の受入れまたは払

出しの通知を受けた物品出納者 が押印するこ

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１
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様式第１３６号から様式第１４０号までを次のように改める。

と。

２ 摘要欄は、払出しの理由及び 相手方を記入するこ

と。

３ 省略

と。

２ 摘要欄は、払出しの理由および相手方を記入するこ

と。

３ 省略

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１
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様式第１３６号（第１７９条、別表第４関係） 備品出納簿

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１
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様式第１３７号（第１７９条、別表第４関係） 動物出納簿

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１
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様式第１３８号（第１７９条、別表第４関係） 図書出納簿

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１
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様式第１３９号（第１７９条、別表第４関係） 標本・模型類出納簿

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１
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様式第１４０号（第１７９条、別表第４関係） 消耗品・生産品出納簿

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

１９



第２条 愛媛県会計規則の一部を次のように改正する。

様式第４４号（その１）中「児童子ども」を「児童手当」に改める。

様式第４６号（その２）中「児童・子」を「児童手当」に改める。

様式第４７号（その１）中「児童子ども」を「児童手当」に改める。

様式第１０２号を次のように改める。

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１
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様式第１０２号（第５３条、第５４条、別表第４関係） 現金出納簿

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

２１



告 示

訓 令

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第３４０号
愛媛県青少年保護審議会規程（昭和４２年１２月愛媛県告示第１０５０号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２５年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県訓令第３号
庁 中 一 般

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令

愛媛県処務細則（昭和２９年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（庶務）

第７条 審議会の庶務は、県民環境部管理局男女参画・県民協働課

において処理する。

（庶務）

第７条 審議会の庶務は、県民環境部管理局県民活動推進課

において処理する。

改 正 後 改 正 前

（部長）

第３条 部長（国体局長を含む。）は、知事の命を受け、部（国体

局を含む。）の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

（営業本部長）

第３条の２ 営業本部長は、知事の命を受け

、県産品の流通・販売対策等の営業に関する業務を行う。

（局長）

第４条 省略

２ 行財政改革局長、地域振興局長 、防災局長、環

境局長、健康衛生局長、生きがい推進局長、産業支援局長、農業

振興局長、森林局長、水産局長、河川港湾局長及び道路都市局長

は、上司の命を受け、それぞれ行財政改革局、地域振興局

、防災局、環境局、健康衛生局、生きがい推進局、産業支

援局、農業振興局、森林局、水産局、河川港湾局及び道路都市局

の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

（営業本部マネージャー）

第１２条 営業本部マネージャーは、営業本部長の命を受け、県産品

の流通・販売対策等の営業に関する業務を行う。

（営業主幹）

第１８条 営業主幹は、上司の命を受け、県産品の流通・販売対策等

の営業に関する業務を調整し、整理するとともに、当該業務を担

当する職員を指揮監督する。

第３０条 省略

（主計係長）

（部長）

第３条 部長 は、知事の命を受け、部

の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

（営業戦略監）

第３条の２ 営業戦略監は、知事の命を受け、企業誘致、観光振

興、県産品の流通・販売対策等の営業に関する業務を行う。

（局長）

第４条 省略

２ 行財政改革局長、地域振興局長、国体準備局長、防災局長、環

境局長、健康衛生局長、生きがい推進局長、産業支援局長、農業

振興局長、森林局長、水産局長、河川港湾局長及び道路都市局長

は、上司の命を受け、それぞれ行財政改革局、地域振興局、国体

準備局、防災局、環境局、健康衛生局、生きがい推進局、産業支

援局、農業振興局、森林局、水産局、河川港湾局及び道路都市局

の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

第１２条 削除

第１８条 削除

第３０条 省略

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第４号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第３０条の２ 主計係長は、上司の命を受け、予算の編成に係る事務

を調整し、整理するとともに、担当事務を管理する。

（庁中一般取締り）

第５３条 職員は、別に定めるところにより、庁舎管理に関する事務

を担当する職員が行う庁中一般の取締りに従わなければならな

い。

（庁中一般取締）

第５３条 職員は、別に定めるところにより、守衛

が行う庁中一般の取締 に従わなければならな

い。

改 正 後 改 正 前

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 専決 部長（国体局長を含む。第５条 第１項 に お い て 同

じ。）、営業本部長、局長、出納局長、課長、室長、営業本部

マネージャー、原子力安全対策推進監、高速道路推進監、出納

員（出納局会計課長及び審査課長に限る。以下同じ。）又は主

幹（担任事務に限る。）、課長補佐若しくは検査班長（担任事

務に限る。）（以下「主幹等」という。）が、常時、知事（出

納員にあつては、会計管理者）に代わつて特に定められた範囲

の事務の処理について意思の決定を行うことをいう。

� 省略

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 専決 部長

、局長、出納局長、課長、室長

、原子力安全対策推進監、高速道路推進監、出納

員（出納局会計課長及び審査課長に限る。以下同じ。）又は主

幹（担任事務に限る。）、課長補佐若しくは検査班長（担任事

務に限る。）（以下「主幹等」という。）が、常時、知事（出

納員にあつては、会計管理者）に代わつて特に定められた範囲

の事務の処理について意思の決定を行うことをいう。

� 省略

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

区分 決裁者
代決者

区分 決裁者
代決者

第１次代決者 第２次代決者 第１次代決者 第２次代決者

知事の

権限に

属する

事務

省略 知事の

権限に

属する

事務

省略

部長 局長（国体局にあ

つては、国体総務

企画課長）

課長（国体総務企

画課にあつては、

主幹）

部長 局長 課長

営業本部長 営業本部マネージ

ャー

省略 省略

室長 省略 室長 省略

営業本部マ

ネージャー

営業主幹

省略 省略

省略 省略

２ 省略

別表第１（第４条関係）

２ 省略

別表第１（第４条関係）

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１
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知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項 知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

１～５

省略

１～５

省略

６ 組織

及び人

事管理

に関す

る事務

１～７ 省略 ６ 組織

及び人

事管理

に関す

る事務

１～７ 省略

８ 部長及びこれに相当する職に

ある者以外の者の営利企業等の

従事許可等に関すること（地方

公務員法第３８条第１項、教育公

務員特例法第１７条第１項、第３０

条）

○

９ 省略 ８ 省略

１０ 省略 ９ 省略

１１ 省略 １０ 省略

１２ 省略 １１ 省略

１３ 省略 １２ 省略

１４ 省略 １３ 省略

１５ 省略 １４ 省略

１６ 児童手当 の認

定に関すること。

○ １５ 児童手当及び子ども手当の認

定に関すること。

○

１７ 省略 １６ 省略

１８ 省略 １７ 省略

７～２６

省略

７～２６

省略

備考 １ 国体局に属する事務に係る次に掲げるこの表の規定

の適用については、同表決裁区分の欄中「部長」とあ

るのは、「国体局長」とする。

� ２の部４の項、６の項、８の項及び１１の項

� ３の部５の項�及び�

� ４の部２の項�並びに３の項�及び�

� ５の部２の項、７の項及び８の項�

� ６の部６の項

� ９の部２の項

� １０の部１の項、７の項�、８の項�及び９の項�

� １１の部１の項�、�、	から
まで、�及び�、２

の項�、�、から	まで、�、�から�まで及び�

並びに３の項

 １２の部２の項から９の項まで、１２の項から２４の項

まで及び３３の項

� １３の部

	 ２３の部

� ２４の部１の項�


 ２６の部１の項�

２ 省略

３ 営業本部マネージャー又は営業主幹の職にある者の

服務に関する事務に係るこの表６の部５の項�及び６

備考 １ 省略
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の項の規定の適用については、同表決裁区分の欄中

「部長」とあるのは、「営業本部長」とする。

４ 営業主幹の職にある者の服務に関する事務に係るこ

の表６の部７の項の規定の適用については、同表決裁

区分の欄中「課長」とあるのは、「営業本部マネージ

ャー」とする。

５ 営業本部マネージャー又は営業主幹の職にある者の

営利企業等の従事許可等に関する事務に係るこの表６

の部８の項の規定の適用については、同表決裁区分の

欄中「部長」とあるのは、「経済労働部長」とする。

６ 営業本部長、営業本部マネージャー又は営業主幹の

職にある者の通勤手当等の決定に関する事務に係るこ

の表６の部１７の項の規定の適用については、同表決裁

区分の欄中「課長」とあるのは、「産業政策課長」と

する。

７ 省略

８ この表６の部１５の項、１６の項及び１８の項の適用につ

いては、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、

「幹事課の長」とする。

９ ８の規定にかかわらず、営業本部長、営業本部マネ

ージャー又は営業主幹の職にある者の手当の認定等に

関する事務に係るこの表６の部１５の項、１６の項及び１８

の項の規定の適用については、同表決裁区分の欄中

「課長」とあるのは、「産業政策課長」とする。

１０ 省略

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

２ 省略

３ この表６の部１４の項、１５の項及び１７の項の適用につ

いては、同表決裁区分の欄中「課長」とあるのは、

「幹事課の長」とする。

４ 省略

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

人

事

課

１～３

省略

人

事

課

１～３

省略

４ 服務

に関す

る事務

１ 部長及びこれに相当する職

にある者の営利企業等の従事

許可等に関すること（地公法

第３８条第１項

）。

○ ４ 服務

に関す

る事務

１

営利企業等の従事

許可等に関すること（地公法

第３８条、教特法第１７条第１

項、第３０条）。

� 部長及びこれに相当する

職にある者

○

� �以外のもの ○

２～６ 省略 ２～６ 省略

５～８

省略

５～８

省略

９ 行政

の合理

化に関

する事

務

１ 都道府県及び中四国ブロッ

クの管理改善研究会に関する

こと。

○

９ 省略 １０ 省略
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

主

幹

部

長

局

長

室

長

職

員

厚

生

室

１ 省略 １ 省略 職

員

厚

生

室

１ 省略 １ 省略

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

市

町

振

興

課

１ 省略 １ 省略 市

町

振

興

課

１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 １１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

ウ 省略 ○ ウ 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 ○ １２ 省略 １ 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 ○ １３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 ○ １４ 省略 １ 省略 ○

１５ 省略 １ 省略 ○ １５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１６ 省略 １ 省略 ○ １６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１７ 省略 １ 省略 ○ １７ 省略 １ 省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

私

学

文

書

課

１ 省略 １ 省略 私

学

文

書

課

１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ３ 省略 １ 省略

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

５ 文書

管理に

関する

５ 文書

管理に

関する

１ 文書の浄書（文書管理規程

第３２条）

○

１ 省略 ○ ２ 省略 ○
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事務 ２ 省略 ○ 事務 ３ 省略 ○

３ 省略 ○ ４ 省略 ○

４ 省略 ○ ５ 省略 ○

５ 省略 ○ ６ 省略 ○

６ 省略 ○ ７ 省略 ○

７ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 浄書経費の分担割合の決定 ○

８ 省略 ○ １０ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ８ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

総

合

政

策

課

１～７

省略

総

合

政

策

課

１～７

省略

８ 社会

資本整

備事業

調整費

に関す

る事務

１ 社会資本整備事業調整費に

関すること。

○
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

広

報

広

聴

課

１ 省略 １ 省略 ○ 広

報

広

聴

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

統

計

課

１ 省略 １ 省略 ○ 統

計

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

３２



組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

情

報

政

策

課

１ 高度

情報化

対策の

総合企

画、総

合調整

及び推

進に関

する事

務

１ 高度情報化対策の総合企

画、総合調整及び推進

○

２ テレ

トピア

構想等

地域情

報化の

推進に

関する

事務

１ 推進計画の策定 ○

２ 推進体制の整備に関するこ

と。

○

３ 行政

情報ネ

ットワ

ークシ

ステム

に関す

る事務

１ 行政情報ネットワークシス

テムの開発

○

２ 行政情報ネットワークシス

テムの管理及び運用

○

３ 行政情報ネットワークシス

テムの安全対策

○

４ 情報

スーパ

ーハイ

ウェイ

に関す

る事務

１ 情報スーパーハイウェイネ

ットワークシステムの開発

○

２ 情報スーパーハイウェイネ

ットワークシステムの管理及

び運用

○

３ 情報スーパーハイウェイネ

ットワークシステムの利用促

進

○

４ 情報スーパーハイウェイネ

ットワークシステムの安全対

策

○

５ 地方

自治情

報セン

ターに

関する

事務

１ 地方自治情報センターとの

連絡協調

○

６ 総合

行政ネ

ットワ

ークに

１ 総合行政ネットワークへの

接続に関すること。

○

２ 総合行政ネットワークの管

理及び運用に関すること。

○
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関する

事務

７ 電子

申請シ

ステム

に関す

る事務

１ 電子申請システムの構築に

関すること。

○

２ 電子申請システムの管理及

び運用に関すること。

○

８ 文書

管理・

電子決

裁シス

テムに

関する

事務

１ 文書管理・電子決裁システ

ムの構築に関すること。

○

２ 文書管理・電子決裁システ

ムの管理及び運用に関するこ

と。

○

９ 電子

署名に

係る地

方公共

団体の

認証業

務に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 署名検証者に関すること。

� 失効情報等の提供に係る

取決めの締結（第１７条第４

項）

○

� 報告の徴収（第５６条第２

項）

○

２ 認証業務情報に関するこ

と。

� 安全確保措置（第２０条第

１項）

○

� 自己の認証業務情報の開

示等（第２９条第２項、第３０

条第２項）

○

� 自己の認証業務情報の訂

正等の請求の処理（第３１

条）

○

３ 指定認証機関に関するこ

と。

� 認証事務の委任及び委任

の解除（第３４条第１項、第

５０条）

○

� 電子証明書の発行手数料

及び失効情報の情報提供手

数料を収受させることの決

定並びにそれらの額の承認

（第３４条第４項から第６項

まで）

○

� 指示（第４６条第２項） ○

� 報告の徴収及び立入検査

（第４７条第２項）

○

４ 運用規程の作成等（第５７

条）

○

１０ 汎用

コンピ

ュータ

１ 汎用コンピュータの機種決

定

○

２ 汎用コンピュータシステム ○
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システ

ムに関

する事

務

の管理及び運用

３ 汎用コンピュータシステム

の利用の推進

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

地

域

政

策

課

１～６

省略

地

域

政

策

課

１～６

省略

７ 離島

振興法

の施行

に関す

る事務

１ 離島振興計画の作成及び変

更（第４条第１項、第５項、

第８項、第１２項）

○ ７ 離島

振興法

の施行

に関す

る事務

１ 離島振興計画の作成及び変

更（第４条第１項、第６項、

第１０項 ）

○

２ 離島振興計画案の提出の要

求（第４条第３項、第１２項）

○ ２ 離島振興計画案の提出の要

求（第４条第４項、第１０項）

○

３ 離島活性化交付金等事業計

画の作成、変更等（第７条の

２第１項、第６項、第７条の

３第１項）

○

４ 離島活性化交付金等事業計

画の作成に係る意見聴取等

（第７条の２第４項から第６

項まで）

○

８～１１

省略

８～１１

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

情

報

政

策

課

１ 高度

情報化

対策の

総合企

画、総

合調整

及び推

進に関

する事

務

１ 高度情報化対策の総合企

画、総合調整及び推進

○

２ テレ

トピア

構想等

地域情

報化の

推進に

関する

事務

１ 推進計画の策定 ○

２ 推進体制の整備に関するこ

と。

○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

３５



３ 行政

情報ネ

ットワ

ークシ

ステム

に関す

る事務

１ 行政情報ネットワークシス

テムの開発

○

２ 行政情報ネットワークシス

テムの管理及び運用

○

３ 行政情報ネットワークシス

テムの安全対策

○

４ 情報

スーパ

ーハイ

ウェイ

に関す

る事務

１ 情報スーパーハイウェイネ

ットワークシステムの開発

○

２ 情報スーパーハイウェイネ

ットワークシステムの管理及

び運用

○

３ 情報スーパーハイウェイネ

ットワークシステムの利用促

進

○

４ 情報スーパーハイウェイネ

ットワークシステムの安全対

策

○

５ 地方

自治情

報セン

ターに

関する

事務

１ 地方自治情報センターとの

連絡協調

○

６ 総合

行政ネ

ットワ

ークに

関する

事務

１ 総合行政ネットワークへの

接続に関すること。

○

２ 総合行政ネットワークの管

理及び運用に関すること。

○

７ 電子

申請シ

ステム

に関す

る事務

１ 電子申請システムの構築に

関すること。

○

２ 電子申請システムの管理及

び運用に関すること。

○

８ 文書

管理・

電子決

裁シス

テムに

関する

事務

１ 文書管理・電子決裁システ

ムの構築に関すること。

○

２ 文書管理・電子決裁システ

ムの管理及び運用に関するこ

と。

○

９ 電子

署名に

係る地

方公共

団体の

認証業

務に関

する法

１ 署名検証者に関すること。

� 失効情報等の提供に係る

取決めの締結（第１７条第４

項）

○

� 報告の徴収（第５６条第２

項）

○

２ 認証業務情報に関するこ

と。
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律の施

行に関

する事

務

� 安全確保措置（第２０条第

１項）

○

� 自己の認証業務情報の開

示等（第２９条第２項、第３０

条第２項）

○

� 自己の認証業務情報の訂

正等の請求の処理（第３１

条）

○

３ 指定認証機関に関するこ

と。

� 認証事務の委任及び委任

の解除（第３４条第１項、第

５０条）

○

� 電子証明書の発行手数料

及び失効情報の情報提供手

数料を収受させることの決

定並びにそれらの額の承認

（第３４条第４項から第６項

まで）

○

� 指示（第４６条第２項） ○

� 報告の徴収及び立入検査

（第４７条第２項）

○

４ 運用規程の作成等（第５７

条）

○

１０ 汎用

コンピ

ュータ

システ

ムに関

する事

務

１ 汎用コンピュータの機種決

定

○

２ 汎用コンピュータシステム

の管理及び運用

○

３ 汎用コンピュータシステム

の利用の推進

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

国

体

総

務

企

画

課

１ 第７２

回国民

体育大

会の開

催準備

に関す

る事務

（他の

主管に

属する

ものを

除く。）

１ 第７２回国民体育大会愛媛県

準備委員会に関すること。

国

体

準

備

課

１ 第７２

回国民

体育大

会の開

催準備

に関す

る事務

１ 第７２回国民体育大会愛媛県

準備委員会に関すること。

� 省略 � 省略

� 重要なもの ○ � 重要なもの ○

� 省略 � 省略

２ 第７２回国民体育大会の開催

準備の企画及び総合調整に関

すること。

○ ２ 第７２回国民体育大会の競技

施設の調整 に関

すること。

○

３ 第７２回国民体育大会の関係

機関等との連絡調整に関する

こと。

○ ３ 第７２回国民体育大会の関係

機関等との連絡調整に関する

こと。

○

４ 省略 ４ 省略
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

国

体

運

営

調

整

課

１ 第７２

回国民

体育大

会の開

催準備

に関す

る事務

（他の

主管に

属する

ものを

除く。）

１ 第７２回国民体育大会愛媛県

準備委員会の施設専門委員会

及び警備・消防専門委員会に

関すること。

� 特に重要なもの ○

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

２ 第７２回国民体育大会の競技

施設に関すること。

○

２ 第１７

回全国

障害者

スポー

ツ大会

の開催

準備に

関する

事務

１ 第１７回全国障害者スポーツ

大会の開催準備に関するこ

と。

� 特に重要なもの ○

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

国

体

競

技

準

備

課

１ 第７２

回国民

体育大

会の開

催準備

に関す

る事務

（他の

主管に

属する

ものを

除く。）

１ 第７２回国民体育大会愛媛県

準備委員会の競技専門委員会

及び式典専門委員会に関する

こと。

� 特に重要なもの ○

� 重要なもの ○

� 軽易なもの ○

２ 第７２回国民体育大会の競技

運営に関すること。

○

３ 第７２回国民体育大会の式典

に関すること。

○

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

県 １ 省略 １ 省略 県 １ 省略 １ 省略
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民

生

活

課

� 省略 ○ 民

生

活

課

� 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

６ 特定

商取引

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 必要な措置 の 指 示（第７

条、第１４条、第２２条、第３８

条、第４６条、第５６条、第５８条

の１２、第６８条、特定商取引に

関する法律施行令（以下この

部 に お い て「政 令」と い

う。）第１９条第１項から第３

○ ６ 特定

商取引

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 必要な措置 の 指 示（第７

条、第１４条、第２２条、第３８

条、第４６条、第５６条

、第６８条、特定商取引に

関する法律施行令（以下この

部 に お い て「政 令」と い

う。）第１９条第１項から第３

○
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項まで） 項まで）

２ 業務又は取引の停止命令

（第８条第１項、第１５条第１

項、第２項、第２３条第１項、

第３９条 第１項 か ら 第４項 ま

で、第４７条第１項、第５７条第

１項、第２項、第５８条の１３第

１項、第６８条、政令第１９条第

１項から第３項まで）

○ ２ 業務又は取引の停止命令

（第８条第１項、第１５条第１

項、第２項、第２３条第１項、

第３９条 第１項 か ら 第４項 ま

で、第４７条第１項、第５７条第

１項、第２項

、第６８条、政令第１９条第

１項から第３項まで）

○

３ 停止命令の公表（第８条第

２項、第１５条第３項、第４

項、第２３条第２項、第３９条第

５項、第６項、第４７条第２

項、第５７条第３項、第４項、

第５８条の１３第２項、第６８条、

政令第１９条第１項から第３項

まで）

○ ３ 停止命令の公表（第８条第

２項、第１５条第３項、第４

項、第２３条第２項、第３９条第

５項、第６項、第４７条第２

項、第５７条第３項、第４項

、第６８条、

政令第１９条第１項から第３項

まで）

○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

１８ 省略 ○ １８ 省略 ○

１９ 省略 ○ １９ 省略 ○
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２０ 省略 ○ ２０ 省略 ○

２１ 省略 ○ ２１ 省略 ○

２２ 省略 ○ ２２ 省略 ○

２３ 省略 ○ ２３ 省略 ○

２４ 省略 ○ ２４ 省略 ○

２５ 省略 ○ ２５ 省略 ○

２６ 省略 ○ ２６ 省略 ○

２７ 省略 ○ ２７ 省略 ○

２８ 省略 ○ ２８ 省略 ○

２９ 省略 ○ ２９ 省略 ○

３０ 省略 ○ ３０ 省略 ○

３１ 省略 ○ ３１ 省略 ○

３２ 省略 ○ ３２ 省略 ○

３３ 省略 ○ ３３ 省略 ○

３４ 省略 ○ ３４ 省略 ○

３５ 省略 ○ ３５ 省略 ○

３６ 省略 ○ ３６ 省略 ○

３７ 省略 ○ ３７ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 １２ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

１３ 消費

者安全

法の施

行に関

する事

務

１ 省略 ○ １３ 消費

者安全

法の施

行に関

する事

務

１ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 内閣総理大臣に対する措置

要請（第４４条第１項）

○ ４ 内閣総理大臣に対する措置

要請（第２１条第１項）

○

５ 措置要請に対する通知の受

理（第４４条第４項）

○ ５ 措置要請に対する通知の受

理（第２１条第４項）

○

６ 報告の徴収及び立入調査等

（第４５条第１項

）

○ ６ 報告の徴収及び立入調査等

（第２２条第１項、第２３条、消

費者安全法施行令（以下この

部 に お い て「政 令」と い

う。）第９条第１項）

○

７ 権限の委任に係る同意及び

変更等の同意（消費者安全法

施行令（次項に お い て「政

令」という。）第９条第２

項、第３項、第７項）

○ ７ 権限の委任に係る同意及び

変更等の同意（政令

第９条第２

項、第３項、第７項）

○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 ○ １４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

男

女

参

画

・

県

民

協

働

課

１ 省略 １ 省略 ○ 男

女

参

画

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

３ 特定

非営利

活動促

進法の

施行に

関する

事務

１ 設 立 の 認 証（第１０条 第１

項）

○

２ 認証の申請の公告及び縦覧

（第１０条第２項、第２５条第５

項、第３４条第５項）

○

３ 県警察本部長等の意見の聴

取（第１２条の２、第４３条の

２、第４８条、第６２条、第６３条

第５項、第６５条第７項、第６７

条第４項）

○

４ 県警察本部長等からの意見

の受理（第１２条の２、第４３条

の３、第６８条第２項）

○

５ 登記の届出等の受理（第１３

条第２項、第２５条第７項、第

３９条第２項、第５２条第１項、

第６２条）

○

６ 登記をしないときの設立の

認 証 の 取 消 し（第１３条 第３

項、第３９条第２項）

○

７ 仮理事及び特別代理人の選

任（第１７条 の３、第１７条 の

４）

○

８ 監事からの報告の受理（第

１８条第３号）

○

９ 役員の変更等の届出の受理

（第２３条第１項、第５２条第１

項、第６２条）

○

１０ 定款の変更の認証（第２５条

第３項、第２６条第３項、第５３

条第３項）

○

１１ 定款の変更の届出の受理

（第２５条第６項、第５２条第１

項、第５３条第３項、第６２条）

○
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１２ 事業報告書等の提出の受理

（第２９条、第４９条第４項、第

５１条第５項、第５２条第１項、

第２項、第５３条第４項、第５５

条、第６２条、第６３条第５項）

○

１３ 事業報告書等の閲覧及び謄

写（第３０条、第５６条、第６２

条）

○

１４ 事業の成功の不能による解

散の認定（第３１条第２項）

○

１５ 解散の届出の受理（第３１条

第４項）

○

１６ 清算人の届出の受理（第３１

条の８）

○

１７ 残余財産の譲渡の認証（第

３２条第２項）

○

１８ 清算結了の届出の受理（第

３２条の３）

○

１９ 合 併 の 認 証（第３４条 第３

項）

○

２０ 報告の徴収及び検査（第４１

条第１項、第６４条第１項、第

２項）

○

２１ 改善命令（第４２条） ○

２２ 改善命令違反等に係る設立

の認証の取消し（第４３条第１

項、第２項）

○

２３ 認定（第４４条第１項、第４９

条第１項から第３項まで）

○

２４ 認定の有効期間の更新（第

４９条第１項、第２項、第５１条

第２項、第５項）

○

２５ 仮認定（第４９条第１項から

第３項まで、第５８条第１項、

第６２条）

○

２６ 合併の認定（第４９条第１項

から第３項まで、第６３条第１

項、第２項、第５項）

○

２７ 認定等の取消し（第４９条第

１項 か ら 第３項 ま で、第６７

条）

○

２８ 代表者の氏名の変更の届出

の処理（第５３条第１項、第２

項、第６２条）

○

２９ 認定の失効の公示等（第５７

条第２項、第３項、第６２条）

○

３０ 勧告、命令等（第６５条第１

項から第４項まで、第６項）

○
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３１ その他の事業の停止命令

（第６５条第６項、第６６条）

○

３２ 他の都道府県知事等に対す

る意見の具申及び要請（第６８

条第１項、第３項）

○

４ ボラ

ンティ

アに関

する施

策の総

合企画

、総合

調整及

び推進

に関す

る事務

１ ボランティアに関する施策

の総合企画、総合調整及び推

進に関すること。

○

５ 県民

による

地域社

会づく

りに関

する事

務

１ 県民による地域社会づくり

の推進に関すること。

○

６ コミ

ュニテ

ィ対策

の推進

に関す

る事務

１ コミュニティ情報の収集及

び提供並びにコミュニティ活

動の促進に関すること。

○

７ 青少

年対策

に関す

る事務

１ 青少年問題に係る施策の実

施計画の策定

○

２ 青少年問題に係る施策の実

施

○

８ 青少

年対策

に係る

連絡調

整に関

する事

務

１ 青少年対策に係る関係機関

との連絡調整

○

９ 愛媛

県青少

年保護

条例の

施行に

関する

事務

１ 青少年の健全な育成を阻害

するおそれのある行為の規制

に関すること。

� 不健全な興行並びに有害

な図書類等及びがん具類等

の指定（第４条第２項、第

５条第２項、第５条の２第

２項）

○

� 不健全な興行の指定の取

消し（第４条第５項）

○
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� 有害図書類等の陳列に係

る 措 置 命 令（第５条 第９

項）

○

� 有害図書類等又は有害が

ん具類等の自動販売機等へ

の収納に係る措置命令（第

５条の７第４項）

○

� 不健全な広告物に係る措

置命令（第７条第２項）

○

� ツーショットダイヤル等

利用カードの自動販売機へ

の収納に係る措置命令（第

１３条の５第３項）

○

� 公表（第１３条の８） ○

２ 審議会への諮問（第１６条第

１項）

○

３ 審議会専門委員への諮問

（第１６条第１項）

○

４ 報告の徴収、資料の提出の

要求及び立入調査（第１７条第

１項）

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

県

民

活

動

推

進

課

１ 特定

非営利

活動促

進法の

施行に

関する

事務

１ 設 立 の 認 証（第１０条 第１

項）

○

２ 認証の申請の公告及び縦覧

（第１０条第２項、第２５条第５

項、第３４条第５項）

○

３ 県警察本部長等の意見の聴

取（第１２条 の２、第４３条 の

２、第４８条、第６２条、第６３条

第５項、第６５条第７項、第６７

条第４項）

○

４ 県警察本部長等からの意見

の受理（第１２条の２、第４３条

の３、第６８条第２項）

○

５ 登記の届出等の受理（第１３

条第２項、第２５条第７項、第

３９条第２項、第５２条第１項、

第６２条）

○

６ 登記をしないときの設立の

認 証 の 取 消 し（第１３条 第３

項、第３９条第２項）

○

７ 仮理事及び特別代理人の選

任（第１７条 の３、第１７条 の

４）

○
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８ 監事からの報告の受理（第

１８条第３号）

○

９ 役員の変更等の届出の受理

（第２３条第１項、第５２条第１

項、第６２条）

○

１０ 定款の変更の認証（第２５条

第３項、第２６条第３項、第５３

条第３項）

○

１１ 定款の変更の届出の受理

（第２５条第６項、第５２条第１

項、第５３条第３項、第６２条）

○

１２ 事業報告書等の提出の受理

（第２９条、第４９条第４項、第

５１条第５項、第５２条第１項、

第２項、第５３条第４項、第５５

条、第６２条、第６３条第５項）

○

１３ 事業報告書等の閲覧及び謄

写（第３０条、第５６条、第６２

条）

○

１４ 事業の成功の不能による解

散の認定（第３１条第２項）

○

１５ 解散の届出の受理（第３１条

第４項）

○

１６ 清算人の届出の受理（第３１

条の８）

○

１７ 残余財産の譲渡の認証（第

３２条第２項）

○

１８ 清算結了の届出の受理（第

３２条の３）

○

１９ 合 併 の 認 証（第３４条 第３

項）

○

２０ 報告の徴収及び検査（第４１

条第１項、第６４条第１項、第

２項）

○

２１ 改善命令（第４２条） ○

２２ 改善命令違反等に係る設立

の認証の取消し（第４３条第１

項、第２項）

○

２３ 認定（第４４条第１項、第４９

条第１項から第３項まで）

○

２４ 認定の有効期間の更新（第

４９条第１項、第２項、第５１条

第２項、第５項）

○

２５ 仮認定（第４９条第１項から

第３項まで、第５８条第１項、

第６２条）

○

２６ 合併の認定（第４９条第１項

から第３項まで、第６３条第１

項、第２項、第５項）

○
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２７ 認定等の取消し（第４９条第

１項 か ら 第３項 ま で、第６７

条）

○

２８ 代表者の氏名の変更の届出

の処理（第５３条第１項、第２

項、第６２条）

○

２９ 認定の失効の公示等（第５７

条第２項、第３項、第６２条）

○

３０ 勧告、命令等（第６５条第１

項から第４項まで、第６項）

○

３１ その他の事業の停止命令

（第６５条第６項、第６６条）

○

３２ 他の都道府県知事等に対す

る意見の具申及び要請（第６８

条第１項、第３項）

○

２ ボラ

ンティ

アに関

する施

策の総

合企画

、総合

調整及

び推進

に関す

る事務

１ ボランティアに関する施策

の総合企画、総合調整及び推

進に関すること。

○

３ 県民

による

地域社

会づく

りに関

する事

務

１ 県民による地域社会づくり

の推進に関すること。

○

４ コミ

ュニテ

ィ対策

の推進

に関す

る事務

１ コミュニティ情報の収集及

び提供並びにコミュニティ活

動の促進に関すること。

○

５ 青少

年対策

に関す

る事務

１ 青少年問題に係る施策の実

施計画の策定

○

２ 青少年問題に係る施策の実

施

○

６ 青少

年対策

に係る

連絡調

整に関

する事

務

１ 青少年対策に係る関係機関

との連絡調整

○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

４７



７ 愛媛

県青少

年保護

条例の

施行に

関する

事務

１ 青少年の健全な育成を阻害

するおそれのある行為の規制

に関すること。

� 不健全な興行並びに有害

な図書類等及びがん具類等

の指定（第４条第２項、第

５条第２項、第５条の２第

２項）

○

� 不健全な興行の指定の取

消し（第４条第５項）

○

� 有害図書類等の陳列に係

る 措 置 命 令（第５条 第９

項）

○

� 有害図書類等又は有害が

ん具類等の自動販売機等へ

の収納に係る措置命令（第

５条の７第４項）

○

� 不健全な広告物に係る措

置命令（第７条第２項）

○

� ツーショットダイヤル等

利用カードの自動販売機へ

の収納に係る措置命令（第

１３条の５第３項）

○

� 公表（第１３条の８） ○

２ 審議会への諮問（第１６条第

１項）

○

３ 審議会専門委員への諮問

（第１６条第１項）

○

４ 報告の徴収、資料の提出の

要求及び立入調査（第１７条第

１項）

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

消

防

防

災

安

全

課

１ 省略 １ 省略 ○ 消

防

防

災

安

全

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 １２ 省略
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ３ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ６ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

５１



� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ７ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

９ 電気

工事士

法の施

行に関

する事

務

１ 電気工事士免状に関するこ

と。

９ 電気

工事士

法の施

行に関

する事

務

１ 電気工事士免状に関するこ

と。

� 交付（第４条第２項、第

３項第２号、第４項第３

号）

� 交付（第４条第２項、第

３項第２号、第４項第３

号）

○

ア 第一種電気工事士免状

に係るもの

○

イ 第二種電気工事士免状

に係るもの

○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 １０ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

	 省略 	 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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１１ 省略 １ 省略 １１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 １２ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 ○ １３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○
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７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 ○ １４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

危

機

管

理

課

１ 災害

対策基

本法の

施行に

関する

事務（

他の主

管に属

するも

のを除

く。）

１～１４ 省略 危

機

管

理

課

１ 災害

対策基

本法の

施行に

関する

事務（

他の主

管に属

するも

のを除

く。）

１～１４ 省略

１５ 市町地域防災計画等の作成

及び修正に係る報告の受理

（第４２条第４項、第４４条第３

項）

○ １５ 市町地域防災計画等の作成

及び修正に係る報告の受理

（第４２条第３項、第４４条第３

項）

○

１６ 市町地域防災計画等の作成

及び修正に係る愛媛県防災会

議の意見の聴取（第４２条第５

項、第４４条第３項）

○ １６ 市町地域防災計画等の作成

及び修正に係る愛媛県防災会

議の意見の聴取（第４２条第４

項、第４４条第３項）

○

１７ 市町地域防災計画等の作成

及び修正に係る助言及び勧告

（第４２条第５項、第４４条第３

項）

○ １７ 市町地域防災計画等の作成

及び修正に係る助言及び勧告

（第４２条第４項、第４４条第３

項）

○

１８・１９ 省略 １８・１９ 省略

２０ 災害情報の収集及び伝達

（第５１条第１項）

○ ２０ 災害情報の収集及び伝達

（第５１条 ）

○

２１ 省略 ２１ 省略

２２ 被害状況等の報告（第５３条

第２項）

○ ２２ 被害状況 の報告（第５３条

第２項）

○

２３～２６ 省略 ２３～２６ 省略

２７ 市町長等の要請による応援

等の決定（第６８条 、第

８０条第２項）

○ ２７ 市町長等の要請による応援

等の決定（第６８条第１項、第

８０条第２項）

○

２８～３１ 省略 ２８～３１ 省略

３２ 市町長に対する応急措置等

の指示等（第７２条第１項、第

２項、第９３条第２項）

○ ３２ 市町長に対する応急措置等

の指示 （第７２条第１項

、第９３条第２項）

○

３３・３４ 省略 ３３・３４ 省略

３５ 内閣総理大臣による応援の

要求の要求（第７４条の２第１

項）

○

３６ 市町長に対する災害発生市

町村長の応援の要求（第７４条

の２第４項）

○

３７ 省略 ３５ 省略

３８ 省略 ３６ 省略
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３９ 広域一時滞在の協議等に係

る報告の受理（第８６条の２第

２項、第６項、第７項）

○

４０ 都道府県外広域一時滞在の

協議（第８６条の３第２項、第

８６条の５）

○

４１ 内閣総理大臣への報告（第

８６条の３第３項）

○

４２ 関係市町長との協議（第８６

条の３第４項）

○

４３ 都道府県外協議先市町村長

からの報告の処理（第８６条の

３第７項、第８項）

○

４４ 都道府県外協議元市町村長

に対する通知等（第８６条の３

第９項）

○

４５ 都道府県外協議元市町村長

からの報告の処理（第８６条の

３第１１項、第１２項）

○

４６ 都道府県外協議先市町村長

に対する通知（第８６条の３第

１３項）

○

４７ 市町長が実施すべき広域一

時滞在の協議の代行等（第８６

条の４第１項、第２項、政令

第３６条の２）

○

４８ 市町長に対する広域一時滞

在 の 助 言（第８６条 の６第１

項）

○

４９ 内閣総理大臣に対する広域

一時滞在の助言の要求（第８６

条の６第２項）

○

５０ 指定行政機関の長等に対す

る物資又は資材の供給の要請

等（第８６条の７第１項）

○

５１ 必要な物資又は資材の供給

の措置の実施（第８６条の７第

２項）

○

５２ 指定公共機関等に対する災

害応急対策必要物資の運送の

要請（第８６条の９第１項）

○

５３ 災害応急対策必要物資の運

送 の 指 示（第８６条 の９第２

項）

○

５４ 省略 ３７ 省略

５５ 省略 ３８ 省略

５６ 省略 ３９ 省略

５７ 省略 ４０ 省略

２～４ ２～４
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省略 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

環

境

政

策

課

１ 省略 １ 省略 ○ 環

境

政

策

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１２ 環境

影響評

１ 省略 １２ 環境

影響評

１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○
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価法の

施行に

関する

事務

２ 環境影響評価方法書に関す

ること。

価法の

施行に

関する

事務

２ 環境影響評価方法書に関す

ること。

� 説明会の日時及び場所に

ついての事業者への意見の

陳述（第７条の２第３項、

第４０条）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 知事の意見の提出期間の

延長及びその通知（環境影

響評価法施行令第１０条第１

項ただし書、第２項）

○ � 知事の意見の提出期間の

延長及びその通知（環境影

響評価法施行令第７条

）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 環境影響評価準備書に関す

ること。

３ 環境影響評価準備書に関す

ること。

� 説明会の日時及び場所に

ついての事業者への意見の

陳述（第７条の２第３項、

第１７条第２項、第４０条、第

４８条第２項）

○ � 説明会の日時及び場所に

ついての事業者への意見の

陳述（第１７条第３項

、第

４８条第２項）

○

� 事業者への書面による意

見の陳述（第２０条第１項、

第４０条、第４８条第２項）

○ � 事業者への書面による意

見の陳述（第２０条第１項

、第４８条第２項）

○

� 知事の意見の提出期間の

延長及びその通知（環境影

響評価法施行令第１０条第２

項、第１２条第１項ただし

書、第２項）

○ � 知事の意見の提出期間の

延長及びその通知（環境影

響評価法施行令第７条第２

項、第８条

）

○

� 市町長の意見の聴取（第

１０条第２項、第２０条第２

項、第４０条、第４８条第２

項）

○ � 市町長の意見の聴取（第

１０条第２項、第２０条第２

項 、第４８条第２

項）

○

１３ 愛媛

県環境

影響評

価条例

の施行

に関す

る事務

１ 省略 １３ 愛媛

県環境

影響評

価条例

の施行

に関す

る事務

１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 環境影響評価方法書に関す

ること。

２ 環境影響評価方法書に関す

ること。

� 説明会の日時及び場所に

ついての事業者への意見の

陳述（第７条の２第３項、

第４１条、愛媛県環境影響評

価条例施行規則（以下この

部 に お い て「規 則」と い

う。）第５２条）

○

� 事業者への書面による意

見の陳述（第１０条第１項、

第４１条、規則

第５２条）

○ � 事業者への書面による意

見の陳述（第１０条第１項、

第４１条、愛媛県環境影響評

価条例施行規則（以下この

部 に お い て「規 則」と い

う。）第５２条）

○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 環境影響評価準備書に関す

ること。

４ 環境影響評価準備書に関す

ること。

� 説明会の日時及び場所に

ついての事業者への意見の

陳述（第７条の２第３項、

第１６条第２項、第４１条、規

則第５２条）

○ � 説明会の日時及び場所に

ついての事業者への意見の

陳述（第１６条第３項

、第４１条、規

則第５２条）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 環境影響評価法に規定する

知事の意見に係る手続に関す

ること。

８ 環境影響評価法に規定する

知事の意見に係る手続に関す

ること。

� 配慮書の案又は配慮書に

ついての事業者への書面に

よる意見の陳述（第４４条第

１項）

○

� 配慮書の案又は配慮書に

ついての市町長及び審査会

の意見の聴取（第４４条第２

項）

○

� 第二種事業に係る環境影

響評価その他の手続が行わ

れる必要があるかどうかに

ついての市町長及び審査会

の意見及びその理由の聴取

（第４４条第３項）

○ � 第二種事業に係る環境影

響評価その他の手続が行わ

れる必要があるかどうかに

ついての市町長及び審査会

の意見及びその理由の聴取

（第４４条第１項）

○

� 環境影響評価法の対象事

業に係る環境影響評価方法

○ � 環境影響評価法の対象事

業に係る環境影響評価方法

○
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書及び環境影響評価準備書

についての審査会の意見の

聴取（第４４条第４項）

書及び環境影響評価準備書

についての審査会の意見の

聴取（第４４条第２項）

９ 省略 ９ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 ○ １４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１５ 省略 １ 省略 ○ １５ 省略 １ 省略 ○

１６ 省略 １ 省略 １６ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１７ 省略 １ 省略 ○ １７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

１８ 省略 １ 省略 ○ １８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１９ 省略 １ 省略 ○ １９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○
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３ 省略 ○ ３ 省略 ○

２０ 省略 １ 省略 ○ ２０ 省略 １ 省略 ○

２１ 省略 １ 省略 ２１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２２ 省略 １ 省略 ２２ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

２３ 省略 １ 省略 ２３ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２４ 省略 １ 省略 ２４ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２５ 省略 １ 省略 ２５ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２６ 省略 １ 省略 ○ ２６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

２７ 省略 １ 省略 ２７ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２８ 省略 １ 省略 ２８ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

２９ 省略 １ 省略 ○ ２９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３０ 省略 １ 省略 ○ ３０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

３１ 省略 １ 省略 ○ ３１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

循

環

型

社

会

推

進

課

１ 省略 １ 省略 ○ 循

環

型

社

会

推

進

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

３ 廃棄

物の処

理及び

清掃に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 省略 ○ ３ 廃棄

物の処

理及び

清掃に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 産業廃棄物処理業及び特別

管理産業廃棄物処理業に関す

ること。

� 許可の取消し又は事業の

停止命令（第１４条の３、第

１４条の３の２、第１４条の

６）

○

５ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ８ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 監督に関すること。 ９ 監督に関すること。

� 改善命令（第１９条の３第

２号）

○

� 措置命令（第１９条の４第

２項、第１９条の５、第１９条

の６、第１９条の１０）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

９ 省略 １０ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１０ 省略 ○ １１ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ４ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

自

然

保

護

課

１ 省略 １ 省略 ○ 自

然

保

護

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 １０ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 １０ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○
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９ 省略 ○ ９ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 ８ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

９ 省略 ９ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１０ 省略 １０ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○
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１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

保

健

福

祉

１ 省略 １ 省略 ○ 保

健

福

祉

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○
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課 ４ 省略 ○ 課 ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

１８ 省略 ○ １８ 省略 ○

１９ 省略 ○ １９ 省略 ○

２０ 省略 ○ ２０ 省略 ○

２１ 省略 ○ ２１ 省略 ○

２２ 省略 ○ ２２ 省略 ○

２３ 省略 ○ ２３ 省略 ○

２４ 省略 ○ ２４ 省略 ○

２５ 省略 ○ ２５ 省略 ○

２６ 省略 ○ ２６ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ５ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○
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３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 ○ １２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１３ 障害

者の日

常生活

及び社

会生活

を総合

的に支

援する

ための

法律の

施行に

関する

事務

１ 省略 １３ 障害

者自立

支援法

の

施行に

関する

事務

１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 １４ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１５ 省略 １ 省略 １５ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１６ 省略 １ 省略 １６ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

医

療

保

険

室

１ 国民

健康保

険法の

施行に

関する

事務

１ 国民健康保険組合等の管理

に関すること。

� 国民健康保険組合（以下

この部において「組合」と

いう。）及び国民健康保険

団体連合会（以下この部に

お い て「連 合 会」と い

う。）の設立及び解散の認

可（第１７条、第３２条、第８４

条、第８６条）

○

� 組合及び連合会の仮理事

及び特別代理人の選任（第

２４条の４、第２４条の５、第

８６条）

○

� 組合及び連合会の議決事

項の認可及び届出の受理

（第２７条、第８６条）

○

� 組合及び連合会の清算人

及び解散の届出の受理（第

３２条の７、第８６条）

○

� 組合及び連合会の清算結

了の届出の受理（第３２条の

１２、第８６条）

○

� 組合等に関する監督（第

１０８条）

○

２ 保険者等の指導監督等に関

すること。

� 保険者又は連合会に対す

る 指 導 監 督（第４条、第

１０６条）

○

� 国の負担金等の進達及び

通知（第６９条から第７４条ま

で）

○

３ 保険医療機関等に関するこ

と。

� 保険者と保険医療機関又

は保険薬局との割引契約に

対 す る 認 可（第４５条 第３

項）

○
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� 指導（第４１条、第５４条の

２の２）

○

� 報告等（第４５条の２、第

５４条の２の３）

○

４ 広域化等支援方針に関する

こと。

� 方針の策定及び変更（第

６８条の２第１項）

○

� 市町の意見聴取（第６８条

の２第４項）

○

� 方針の公表（第６８条の２

第５項）

○

� 連合会等に対する協力の

要請（第６８条の２第７項）

○

５ 国民健康保険診療報酬審査

委員会及び国民健康保険審査

会の委員に関すること。

� 国民健康保険診療報酬審

査委員会委員の委嘱（第８８

条）

○

� 診療担当者の出頭等の承

認（第８９条）

○

� 国民健康保険審査会委員

の任免（第９２条）

○

６ 診療録の提示命令等（第

１１４条）

○

２ 高齢

者の医

療の確

保に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 県医療費適正化計画に関す

ること。

� 計画の策定（第９条第１

項）

○

� 市町との協議（第９条第

５項）

○

� 計画の厚生労働大臣への

提出及び公表（第９条第６

項）

○

� 保険者等に対する協力の

要請（第９条第７項）

○

� 計画の進捗状況に関する

評価（第１１条第１項）

○

� 計画の実績に関する評

価、厚生労働大臣への報告

及び公表（第１２条第１項、

第２項）

○

� 診療報酬に係る意見の提

出（第１３条第１項）

○

� 診療報酬に係る厚生労働

大臣との協議（第１４条第２

項）

○
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� 保険者等に対する資料の

提出に関する協力の要請

（第１５条第１項）

○

� 保険者等に対する助言等

（第１５条第２項）

○

２ 保険医療機関等に関するこ

と。

� 診療録等の提示命令等

（第６１条第１項）

○

� 診療等の内容に関する報

告命令等（第６１条第２項）

○

� 当該職員の証明書の交付

（第６１条第３項、第７２条第

２項、第８１条第２項）

○

� 指導（第６６条第１項、第

８０条）

○

� 後期高齢者医療広域連合

（以下この部において「広

域連合」という。）と保険

医療機関等の契約の認可

（第７０条第２項）

○

� 報告の徴収及び検査等

（第７２条第１項、第８１条第

１項）

○

３ 後期高齢者医療診療報酬審

査委員会及び後期高齢者医療

審査会に関すること。

� 後期高齢者医療診療報酬

審査委員会委員の委嘱（第

１２７条、国民健康保険法第

８８条第２項）

○

� 開設者等の出頭等の要請

の承認（第１２７条、国民健

康保険法第８９条第１項）

○

� 後期高齢者医療審査会委

員の任免（第１３０条、国民

健康保険法第９３条第１項）

○

４ 広域連合等に関すること。

� 指定法人に対する助言、

情報の提供等（第１３２条）

○

� 広域連合又は市町に対す

る助言等（第１３３条第１

項）

○

� 政令で定める場合の広域

連合との協議（第１３３条第

２項）

○

� 報告の徴収及び実地検査

（第１３４条第１項、第２

項、第１５２条第１項）

○
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� 当該職員の証明書の交付

（第１３４条第３項、第１５２条

第２項）

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

医

療

対

策

課

１ 省略 １ 省略 ○ 医

療

対

策

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

１８ 省略 ○ １８ 省略 ○

１９ 省略 ○ １９ 省略 ○

２０ 省略 ○ ２０ 省略 ○

２１ 省略 ○ ２１ 省略 ○

２２ 省略 ○ ２２ 省略 ○

２３ 省略 ○ ２３ 省略 ○

２４ 省略 ○ ２４ 省略 ○

２５ 省略 ○ ２５ 省略 ○

２６ 省略 ○ ２６ 省略 ○

２７ 省略 ○ ２７ 省略 ○

２８ 省略 ○ ２８ 省略 ○

２９ 省略 ○ ２９ 省略 ○

３０ 省略 ○ ３０ 省略 ○

３１ 省略 ○ ３１ 省略 ○

３２ 省略 ○ ３２ 省略 ○
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３３ 省略 ○ ３３ 省略 ○

３４ 省略 ○ ３４ 省略 ○

３５ 省略 ○ ３５ 省略 ○

３６ 省略 ○ ３６ 省略 ○

３７ 省略 ○ ３７ 省略 ○

３８ 省略 ○ ３８ 省略 ○

３９ 省略 ○ ３９ 省略 ○

４０ 省略 ○ ４０ 省略 ○

４１ 省略 ○ ４１ 省略 ○

４２ 省略 ○ ４２ 省略 ○

４３ 省略 ○ ４３ 省略 ○

４４ 省略 ○ ４４ 省略 ○

４５ 省略 ○ ４５ 省略 ○

４６ 省略 ○ ４６ 省略 ○

４７ 省略 ○ ４７ 省略 ○

４８ 省略 ○ ４８ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○
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５ 省略 ○ ５ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

９ 診療

放射線

技師法

の施行

に関す

る事務

１ 診療エックス線技師の免許

証の再交付 （行政事

務の簡素合理化及び整理に関

する法律附則第５条第６項の

規定によりなおその効力を有

するものとされている改正前

の診療放射線技師及び診療エ

ツクス線技師法（以下この部

において「旧法」という。）

第８条第２項）

○ ９ 診療

放射線

技師法

の施行

に関す

る事務

１ 診療エックス線技師の免許

の再交付及び再免許（行政事

務の簡素合理化及び整理に関

する法律附則第５条第６項の

規定によりなおその効力を有

するものとされている改正前

の診療放射線技師及び診療エ

ツクス線技師法（次項

において「旧法」という。第

８条、第９条）

○

２ 診療エックス線技師の再免

許（旧法第９条第４項）

○

３ 省略 ○ ２ 省略 ○

４ 省略 ○ ３ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 ○ １２ 省略 １ 省略 ○

１３ 保健

師助産

師看護

師法の

施行に

関する

事務

１ 省略 ○ １３ 保健

師助産

師看護

師法の

施行に

関する

事務

１ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 准看護師籍の訂正

並びに免許証の書換え交

付及び再交付（政令第３条第

３項、第６条第２項、第７条

第２項）

○ １５ 准看護師籍の訂正、登録の

抹消並びに免許証の書換え交

付及び再交付（政令第３条か

ら第７条まで

）

○

１６ 准看護師籍の登録の抹消

（政令第４条第２項、第５条

第１項）

○

１７ 准看護師の免許証の返納の

受理（政令第７条第５項、第

８条第２項、第４項）

○ １６ 准看護師の免許証の返納の

受理（政令 第

８条第２項、第４項）

○
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１８ 旧保健婦規則、旧助産婦規

則及び旧看護婦規則による籍

及び名簿の訂正

並びに免状の書換え交付及び

再交付（政令第３条第３項、

第６条第２項、第７条第２

項、附則第２項）

○ １７ 旧保健婦規則、旧助産婦規

則及び旧看護婦規則による籍

及び名簿の訂正、登録の抹消

並びに免状の書換え交付及び

再交付（政令

附則第２項）

○

１９ 旧保健婦規則、旧助産婦規

則及び旧看護婦規則による籍

及び名簿の登録の抹消（政令

第４条第２項、第５条第１

項、附則第２項）

○

２０ 省略 １８ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 １４ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１５ 省略 １ 省略 ○ １５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

１６ 省略 １ 省略 ○ １６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

１７ 省略 １ 省略 ○ １７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

健

康

増

進

課

１ 省略 １ 省略 ○ 健

康

増

進

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ３ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ８ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ９ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 ○ １２ 省略 １ 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 ○ １３ 省略 １ 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 ○ １４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１５ 省略 １ 省略 ○ １５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○
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３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１６ 障害

者の日

常生活

及び社

会生活

を総合

的に支

援する

ための

法律の

施行に

関する

事務

１ 省略 １６ 障害

者自立

支援法

の

施行に

関する

事務

１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 指定自立支援医療機関（育

成医療及び精神通院医療に係

るものに限る。）に関するこ

と。

２ 指定自立支援医療機関（育

成医療及び精神通院医療に係

るものに限る。）に関するこ

と。

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 変更並びに休止、廃止及

び再開等の届出の受理（第

６４条、第６９条第２号、障害

者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための

法律施行規則第６３条）

○ � 変更並びに休止、廃止及

び再開等の届出の受理（第

６４条、第６９条第２号、障害

者自立支援法施行規則

第６３条）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

薬

務

衛

生

課

１ 省略 １ 省略 ○ 薬

務

衛

生

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

８６



� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

! 省略 ○ ! 省略 ○

" 省略 ○ " 省略 ○

# 省略 ○ # 省略 ○

$ 省略 ○ $ 省略 ○

% 省略 ○ % 省略 ○

& 省略 ○ & 省略 ○

' 省略 ○ ' 省略 ○

( 省略 ○ ( 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 ８ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

３ 毒物

及び劇

物取締

法の施

行に関

する事

務

１ 省略 ３ 毒物

及び劇

物取締

法の施

行に関

する事

務

１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 特定毒物研究者に関するこ

と。

２ 特定毒物研究者に関するこ

と。

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 特定毒物研究者の氏名等

の変更及びその研究の廃止

の届出の処理（第１０条第２

項）

○ � 特定毒物研究者の氏名等

の変更及びその研究の廃止

の届出の処理（第１０条

）

○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○
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６ 省略 ○ ６ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

５ 麻薬

及び向

精神薬

取締法

の施行

に関す

る事務

１ 麻薬取扱者に関すること。 ５ 麻薬

及び向

精神薬

取締法

の施行

に関す

る事務

１ 麻薬取扱者に関すること。

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 麻薬取扱者の免許証の返

納の処理（第８条、第１０条

第２項）

○ � 麻薬取扱者の免許証の返

納の処理（第８条、第１０条

）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 麻薬取扱者の免許証の再

交付（第１０条第１項）

○ � 麻薬取扱者の免許証の再

交付（第１０条 ）

○

２ 麻薬の取扱いに関するこ

と。

２ 麻薬の取扱いに関するこ

と。

� 廃棄の届出の受理（第２９

条）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 ８ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ６ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○
�

７ 覚せ
�

い剤取

締法の

施行に

関する

事務

１ 省略
�

７ 覚せ
�

い剤取

締法の

施行に

関する

事務

１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

２ 覚せい剤原料取扱者及び覚

せい剤原料研究者（以下この

項において「取扱者等」とい

う。）に関すること。

２ 覚せい剤原料取扱者及び覚

せい剤原料研究者（以下この

項において「取扱者等」とい

う。）に関すること。

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 覚せい剤原料の廃棄の届

出の処理（第３０条の１３）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ８ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○
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７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

１８ 省略 ○ １８ 省略 ○

１９ 省略 ○ １９ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 ○ １２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 ○ １３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 ○ １４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１５ 省略 １ 省略 ○ １５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

１６ 省略 １ 省略 ○ １６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

１７ 省略 １ 省略 ○ １７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１８ 省略 １ 省略 ○ １８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

１９ 省略 １ 省略 ○ １９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○
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７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 １０ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２０ 省略 １ 省略 ○ ２０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

２１ 省略 １ 省略 ２１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

２２ 省略 １ 省略 ○ ２２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

２３ 省略 １ 省略 ２３ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

子

育

て

支

援

課

１ 省略 １ 省略 子

育

て

支

援

課

１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ３ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

９ 平成

２２年度

におけ

る子ど

も手当

の支給

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 子ども手当事務の指導監督 ○

２ 子ども手当負担金の決定

（第２０条）

○

３ 子ども手当の支給状況の報

告（第３０条第１項）

○

４ 厚生労働大臣への意見の申

出（第３０条第２項）

○

９ 児童

福祉法

の施行

１ 省略 １０ 児童

福祉法

の施行

１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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に関す

る事務

� 省略 ○ に関す

る事務

� 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 
 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 保育士等に関すること。 ５ 保育士等に関すること。

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 指定保育士養成施設卒業

証明書の交付（省令第６条

の６）

○ � 指定保育士養成施設卒業

証明書の交付（省令第６条

の５）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 １１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 ○ １３ 省略 １ 省略 ○
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１３ 省略 １ 省略 １４ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

障

害

福

祉

課

１ 省略 １ 省略 障

害

福

祉

課

１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

２ 障害

者の日

常生活

及び社

会生活

を総合

的に支

援する

ための

法律の

施行に

関する

事務

１ 省略 ○ ２ 障害

者自立

支援法

の

施行に

関する

事務

１ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 指定自立支援医療機関（更

生 医 療 に 関 す る も の に 限

る。）に関すること。

４ 指定自立支援医療機関（更

生 医 療 に 関 す る も の に 限

る。）に関すること。

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 変更並びに休止、廃止及

び再開等の届出の受理（第

６４条、第６９条第２号、障害

者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための

法律施行規則第６３条）

○ � 変更並びに休止、廃止及

び再開等の届出の受理（第

６４条、第６９条第２号、障害

者自立支援法施行規則

第６３条）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ６ 省略


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ７ 省略


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 障害者介護給付費等に係る

不服審査に関すること。

８ 障害者介護給付費等に係る

不服審査に関すること。


 省略 ○ 
 省略 ○

� 障害者介護給付費等不服

審査会への諮問（障害者の

日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律

施行条例第４条）

○ � 障害者介護給付費等不服

審査会への諮問（障害者自

立支援法施行条例

第４条）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

３ 身体

障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ○ ３ 身体

障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ○

２ 身体障害者手帳に関するこ

と。

２ 身体障害者手帳に関するこ

と。


 交付申請書に添付する診

断書を作成する医師の指定

（第１５条第１項）

○

� 交付（第１５条第４項） ○

� 申請の却下（第１５条第５

項）

○

� 返還の受理（第１６条第１

項、第２項）

○


 省略 ○ � 省略 ○
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� 指定を受けた医師の指定

の辞退の申出の受理（身体

障害者福祉法施行令（以下

この部において「政令」と

いう。）第３条第２項）

○

� 指定を受けた医師の指定

の取消し（身体障害者福祉

法施行令第３条第３項、愛

媛県身体障害者福祉法施行

細則第３条）

○ � 指定を受けた医師の指定

の取消し（政令

第３条第３項

）

○

� 氏名又は居住地の変更の

届出の受理（政令第９条第

２項、第４項）

○

� 再交付（政令第１０条第１

項、第３項）

○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ４ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ５ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○
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４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

長

寿

１ 省略 １ 省略 ○ 長

寿

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ２ 省略 １ 省略

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

９９



介

護

課

� 省略 ○ 介

護

課

� 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

３ 介護

保険法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ○ ３ 介護

保険法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 介護支援専門員に関するこ

と。

４ 介護支援専門員に関するこ

と。

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 登 録 の 消 除（第６９条 の

３９、旧法第６９条の３９）

○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

１００



� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 ８ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

９ 省略 ９ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

１０ 省略 １０ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１１ 省略 １１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１２ 省略 １２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１３ 省略 １３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１４ 省略 １４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１５ 省略 １５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

１６ 省略 １６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

１７ 介護サービス事業者（社会

福祉法人である介護サービス

事業者を除く。）に係る業務

管理体制の整備に関するこ

と。

１７ 介護サービス事業者（社会

福祉法人である介護サービス

事業者を除く。）に係る業務

管理体制の整備に関するこ

と。

� 報告の徴収及び立入検査

（第１１５条 の３３第１項、旧

法第１１５条の３３第１項）

○
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� 報告の徴収及び立入検査

の 要 請（第１１５条 の３３第３

項、旧 法 第１１５条 の３３第３

項）

○

� 報告の徴収及び立入検査

の結果に係る市町長への通

知及び厚生労働大臣からの

通知の受理（第１１５条の３３

第４項、旧法 第１１５条 の３３

第４項）

○

� 勧 告（第１１５条 の３４第１

項、旧 法 第１１５条 の３４第１

項）

○

� 勧告に従わない旨の公表

（第１１５条 の３４第２項、旧

法第１１５条の３４第２項）

○

� 措置命令（第１１５条の３４

第３項、第４項、旧 法 第

１１５条 の３４第３項、第４

項）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 措置命令に違反した内容

に係る市町長への通知及び

厚生労働大臣からの通知の

受 理（第１１５条 の３４第５

項、旧 法 第１１５条 の３４第５

項）

○

１８ 省略 １８ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１９ 省略 １９ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

２０ 省略 ２０ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２１ 省略 ２１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２２ 省略 ○ ２２ 省略 ○

２３ 省略 ○ ２３ 省略 ○

２４ 省略 ○ ２４ 省略 ○

２５ 省略 ○ ２５ 省略 ○

２６ 省略 ２６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２７ 介護員養成研修事業者に関

すること（介護職員基礎研修

課程に係るものに限る。）。

� 介護員養成研修事業者及

び介護員養成研修の指定

（政 令 第３条 第１項 第２

号）

○

� 養成研修修了者の名簿の

届出の受理（政令第３条第

２項第２号イ）

○

� 変更並びに事業の廃止、

休止及び再開の届出の受理

（政令第３条第２項第２号

ロ）

○

� 指示（政令第３条第２項

第２号ハ）

○

２８ 介護員養成研修事業者の指

定の取消し（政令第３条第３

項）

○

２７ 福祉用具専門相談員指定講

習事業者に関すること。

２９ 福祉用具専門相談員指定講

習 に関すること。

� 指定（政令第４条第１項

第１０号 ）

○ � 指定（政令第３条の２第

１項第１０号）

○

� 証明書の交付を受けた者

の名簿の届出の受理（政令

第４条 第２項 第２号 イ

）

○ � 証明書の交付を受けた者

の名簿の届出の受理（政令

第３条 の２第２項 第２号

イ）

○

� 変更並びに事業の廃止、

休止及び再開の届出の受理

（政令第４条第２項第２号

ロ ）

○ � 変更並びに事業の廃止、

休止及び再開の届出の受理

（政令第３条の２第２項第

２号ロ）

○
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� 指示（政令第４条第２項

第２号ハ ）

○ � 指示（政令第３条の２第

２項第２号ハ）

○

� 指定の取消し（政令第４

条第３項 ）

○ � 指定の取消し（政令第３

条の２第３項）

○

２８ 省略 ３０ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ４ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○
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８ 戦傷

病者戦

没者遺

族等援

護法の

施行に

関する

事務

１ 障害年金、障害一時金、遺

族年金、遺族給与金及び弔慰

金 に関する請求

書等の受理（戦傷病者戦没者

遺族等援護法施行令（次項に

おいて「政令」という。）第

１２条第１号）

○ ８ 戦傷

病者戦

没者遺

族等援

護法の

施行に

関する

事務

１ 障害年金、障害一時金、遺

族年金、遺族給与金、弔慰金

及び遺族一時金に関する請求

書等の受理

○

２ 障害年金、障害一時金、遺

族年金、遺族給与金及び弔慰

金の受給権調査（政令第１２条

第２号）

○ ２ 障害年金 、遺

族年金及び遺族給与金

の受給権調査

○

３ 遺族年金、遺族給与金、弔

慰金及び遺族一時金に関する

証書等の記入及び交付

○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 ○ １２ 省略 １ 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 ○ １３ 省略 １ 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 ○ １４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１５ 省略 １ 省略 ○ １５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１６ 省略 １ 省略 ○ １６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１７ 省略 １ 省略 ○ １７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１８ 省略 １ 省略 ○ １８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

１９ 省略 １ 省略 ○ １９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

２０ 省略 １ 省略 ○ ２０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

２１ 省略 １ 省略 ○ ２１ 省略 １ 省略 ○

２２ 省略 １ 省略 ○ ２２ 省略 １ 省略 ○

２３ 省略 １ 省略 ○ ２３ 省略 １ 省略 ○

２４ 省略 １ 省略 ○ ２４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○
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５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

２５ 省略 １ 省略 ○ ２５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

２６ 省略 １ 省略 ○ ２６ 省略 １ 省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

国

民

健

康

保

険

室

１ 国民

健康保

険法の

施行に

関する

事務

１ 国民健康保険組合等の管理

に関すること。

� 国民健康保険組合（以下

この部において「組合」と

いう。）及び国民健康保険

団体連合会（以下この部に

お い て「連 合 会」と い

う。）の設立及び解散の認

可（第１７条、第３２条、第８４

条、第８６条）

○

� 組合及び連合会の仮理事

及び特別代理人の選任（第

２４条の４、第２４条の５、第

８６条）

○

� 組合及び連合会の議決事

項の認可及び届出の受理

（第２７条、第８６条）

○

� 組合及び連合会の清算人

及び解散の届出の受理（第

３２条の７、第８６条）

○

� 組合及び連合会の清算結

了の届出の受理（第３２条の

１２、第８６条）

○

� 組合等に関する監督（第

１０８条）

○

２ 保険者等の指導監督等に関

すること。

� 保険者又は連合会に対す

る 指 導 監 督（第４条、第

１０６条）

○

� 国の負担金等の進達及び

通知（第６９条から第７４条ま

で）

○

３ 保険医療機関等に関するこ

と。
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� 保険者と保険医療機関又

は保険薬局との割引契約に

対 す る 認 可（第４５条 第３

項）

○

� 指導（第４１条、第５４条の

２の２）

○

� 報告等（第４５条の２、第

５４条の２の３）

○

４ 広域化等支援方針に関する

こと。

� 方針の策定及び変更（第

６８条の２第１項）

○

� 市町の意見聴取（第６８条

の２第４項）

○

� 方針の公表（第６８条の２

第５項）

○

� 連合会等に対する協力の

要請（第６８条の２第７項）

○

５ 国民健康保険診療報酬審査

委員会及び国民健康保険審査

会の委員に関すること。

� 国民健康保険診療報酬審

査委員会委員の委嘱（第８８

条）

○

� 診療担当者の出頭等の承

認（第８９条）

○

� 国民健康保険審査会委員

の任免（第９２条）

○

６ 診療録の提示命令等（第

１１４条）

○

２ 高齢

者の医

療の確

保に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 県医療費適正化計画に関す

ること。

� 計画の策定（第９条第１

項）

○

� 市町との協議（第９条第

５項）

○

� 計画の厚生労働大臣への

提出及び公表（第９条第６

項）

○

� 保険者等に対する協力の

要請（第９条第７項）

○

� 計画の進捗状況に関する

評価（第１１条第１項）

○

� 計画の実績に関する評

価、厚生労働大臣への報告

及び公表（第１２条第１項、

第２項）

○

� 診療報酬に係る意見の提

出（第１３条第１項）

○
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� 診療報酬に係る厚生労働

大臣との協議（第１４条第２

項）

○

� 保険者等に対する資料の

提出に関する協力の要請

（第１５条第１項）

○

� 保険者等に対する助言等

（第１５条第２項）

○

２ 保険医療機関等に関するこ

と。

� 診療録等の提示命令等

（第６１条第１項）

○

� 診療等の内容に関する報

告命令等（第６１条第２項）

○

� 当該職員の証明書の交付

（第６１条第３項、第７２条第

２項、第８１条第２項）

○

� 指導（第６６条第１項、第

８０条）

○

� 後期高齢者医療広域連合

（以下この部において広域

連合という。）と保険医療

機関等の契約の認可（第７０

条第２項）

○

	 報告の徴収及び検査等

（第７２条第１項、第８１条第

１項）

○

３ 後期高齢者医療診療報酬審

査委員会及び後期高齢者医療

審査会に関すること。

� 後期高齢者医療診療報酬

審査委員会委員の委嘱（第

１２７条、国民健康保険法第

８８条第２項）

○

� 開設者等の出頭等の要請

の承認（第１２７条、国民健

康保険法第８９条第１項）

○

� 後期高齢者審査会委員の

任免（第１３０条、国民健康

保険法第９３条第１項）

○

４ 広域連合等に関すること。

� 指定法人に対する助言、

情報の提供等（第１３２条）

○

� 広域連合又は市町に対す

る 助 言 等（第１３３条 第１

項）

○

� 政令で定める場合の広域

連合との協議（第１３３条第

２項）

○
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� 報告の徴収及び実地検査

（第１３４条 第１項、第２

項、第１５２条第１項）

○

� 当該職員の証明書の交付

（第１３４条第３項、第１５２条

第２項）

○

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

室

長

企

業

立

地

課

１～５

省略

立

地

推

進

課

１～５

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

労

政

雇

用

課

１ 省略 １ 省略 ○ 労

政

雇

用

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 １１ 省略 １ 省略
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 １２ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 ○ １３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

室

長

部

長

局

長

室

長

雇

用

対

策

室

１ 省略 雇

用

対

策

室

１ 省略

２ 障害

者の雇

用の促

進等に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 省略 ２ 障害

者の雇

用の促

進等に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 省略

２ 障害者就業・生活支援セン

ターに関すること。

２ 障害者就業・生活支援セン

ターに関すること。

� 指定（第２７条第１項、第

２項 ）

○ � 指定（第２７条第２項、第

３３条、第３５条）

○

� 名称等の変更の届出の受

理（第２７条第３項、第４

項 ）

○ � 名称等の変更の届出の受

理（第２７条第３項、第４

項、第３５条）

○

	 事業計画書、収支予算

書、事業報告書及び収支決

算書の受理（第３０条

）

○ 	 事業計画書、収支予算

書、事業報告書及び収支決

算書の受理（第３０条、第３５

条）

○

� 監督命令（第３１条

）

○ � 監督命令（第３１条、第３５

条）

○

� 指定の取消し（第３２条

）

○ � 指定の取消し（第３２条、

第３５条）

○

３～５

省略

３～５

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

経

営

１ 省略 １ 省略 ○ 経

営

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○
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支

援

課

３ 省略 ○ 支

援

課

３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ４ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ６ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ７ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 １２ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 １３ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 １４ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１５ 省略 １ 省略 １５ 省略 １ 省略

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１６ 省略 １ 省略 ○ １６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１７ 省略 １ 省略 ○ １７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

１８ 省略 １ 省略 ○ １８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

１９ 省略 １ 省略 ○ １９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

２０ 省略 １ 省略 ○ ２０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

２１ 省略 １ 省略 ○ ２１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

２２ 省略 １ 省略 ○ ２２ 省略 １ 省略 ○

２３ 省略 １ 省略 ○ ２３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

農

業

経

済

課

１ 農業

協同組

合法の

施行に

関する

事務

１ 指定組合の指定及び取消し

（第１０条第１８項、農業協同組

合及び農業協同組合連合会の

信用事業に関する命令第６条

の２第３項）

○ 農

業

経

済

課

１ 農業

協同組

合法の

施行に

関する

事務

１ 指定組合の指定及び取消し

（第１０条第２０項、農業協同組

合及び農業協同組合連合会の

信用事業に関する命令第６条

の２第３項）

○

２～３２ 省略 ２～３２ 省略
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３３ 農協等の不祥事件に関する

届出の受理（第９７条の２第１２

号、農業協同組合法施行規則

（以下この部において「省

令」という。）第２３１条第１

項第２２号）

○ ３３ 農協等の不祥事件に関する

届出の受理（第９７条の２第１２

号、農業協同組合法施行規則

（以下この部において「省

令」という。）第２３１条第１

項第２０号）

○

３４～３８ 省略 ３４～３８ 省略

２～１４

省略

２～１４

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

ブ

ラ

ン

ド

戦

略

課

ブ

ラ

ン

ド

戦

略

課

１ 農林

物資の

規格化

及び品

質表示

の適正

化に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 品質表示基準に関する指示

（第１９条の１４第１項、第２

項、第１９条の１４の２、第２３条

第２項、農林物資の規格化及

び品質表示の適正化に関する

法律施行令（以下この部にお

いて「政令」という。）第１２

条第１項第１号）

○

２ 品質表示基準に関する措置

命令（第１９条の１４第４項、第

１９条 の１４の２、第２３条 第２

項、政令第１２条第１項第２

号）

○

３ 製造業者等に対する報告の

徴収及び立入検査（第２０条第

３項、第２３条第２項、政令第

１２条第１項第３号、第４号）

○

４ 申出の受付及び調査（第２１

条の２、第２３条第２項、政令

第１２条第１項第５号）

○

５ 食品の表示に関する事務 ○

２ 米穀

等の取

引等に

係る情

報の記

録及び

産地情

報の伝

達に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 必要な措置の勧告（第９条

第１項、第１１条第１１項、米穀

等の取引等に係る情報の記録

及び産地情報の伝達に関する

法律施行令（以下この部にお

いて「政令」という。）第７

条第１項第１号）

○

２ 勧告に係る措置命令（第９

条第２項、第１１条第１１項、政

令第７条第１項第２号）

○

３ 報告の徴収及び立入検査

（第１０条第１項、第１１条第１１

項、政令第７条第１項第３号、

第４号）

○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

１１６



４ 消費者庁長官及び農林水産

大臣への報告（政令第７条第

３項、第４項）

○

５ 情報の記録及び産地情報の

伝達に関する事務

○

１ 省略 ３ 省略

２ 省略 ４ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

農

産

園

芸

課

１～１５

省略

農

産

園

芸

課

１～１５

省略

１６ 農林

物資の

規格化

及び品

質表示

の適正

化に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 品質表示基準に関する指示

（第１９条の１４第１項、第２項、

第１９条の１４の２）

○

２ 品質表示基準に関する措置

命令（第１９条の１４第４項、第

１９条の１４の２）

○

３ 製造業者等に対する報告の

徴収及び立入検査（第２０条第

３項）

○

４ 申出の受付及び調査（第２１

条の２）

○

５ 食品の表示に関する事務 ○

１７ 米穀

等の取

引等に

係る情

報の記

録及び

産地情

報の伝

達に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 必要な措置の勧告（第９条

第１項）

○

２ 勧告に係る措置命令（第９

条第２項）

○

３ 報告の徴収及び立入検査

（第１０条第１項）

○

４ 消費者庁長官及び農林水産

大臣への報告（米穀等の取引

等に係る情報の記録及び産地

情報の伝達に関する法律施行

令第７条第３項、第４項）

○

５ 情報の記録及び産地情報の

伝達に関する事務

○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

畜 １ 省略 １ 省略 ○ 畜 １ 省略 １ 省略 ○
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産

課

２ 省略 ○ 産

課

２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

１１８



� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 ○ １２ 省略 １ 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 ○ １３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 ○ １４ 省略 １ 省略 ○

１５ 省略 １ 省略 ○ １５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１６ 省略 １ 省略 ○ １６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

１７ 省略 １ 省略 ○ １７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１８ 省略 １ 省略 ○ １８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

１９ 省略 １ 省略 ○ １９ 省略 １ 省略 ○

２０ 省略 １ 省略 ○ ２０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

２１ 省略 １ 省略 ○ ２１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

１１９



� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２２ 省略 １ 省略 ○ ２２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

２３ 省略 １ 省略 ○ ２３ 省略 １ 省略 ○

２４ 省略 １ 省略 ○ ２４ 省略 １ 省略 ○

２５ 省略 １ 省略 ○ ２５ 省略 １ 省略 ○

２６ 省略 １ 省略 ２６ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

１２０



� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

１２１



� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 ８ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

９ 省略 ９ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１０ 省略 １０ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１１ 省略 １１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

１２２



１８ 省略 ○ １８ 省略 ○

１９ 省略 ○ １９ 省略 ○

２０ 省略 ○ ２０ 省略 ○

２１ 省略 ○ ２１ 省略 ○

２２ 省略 ○ ２２ 省略 ○

２７ 省略 １ 省略 ○ ２７ 省略 １ 省略 ○

２８ 省略 １ 省略 ○ ２８ 省略 １ 省略 ○

２９ 省略 １ 省略 ○ ２９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３０ 省略 １ 省略 ３０ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

林

業

政

策

課

１ 省略 １ 省略 林

業

政

策

課

１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

１２３



� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ７ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ８ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 ○ １２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 ○ １３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 ○ １４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

１２４



１５ 省略 １ 省略 ○ １５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

水

産

課

１ 省略 １ 省略 ○ 水

産

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 ○ １２ 省略 １ 省略 ○
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２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 ○ １３ 省略 １ 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 ○ １４ 省略 １ 省略 ○

１５ 省略 １ 省略 ○ １５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１６ 省略 １ 省略 ○ １６ 省略 １ 省略 ○

１７ 省略 １ 省略 ○ １７ 省略 １ 省略 ○

１８ 省略 １ 省略 ○ １８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

１９ 省略 １ 省略 ○ １９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

２０ 省略 １ 省略 ○ ２０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

２１ 省略 １ 省略 ２１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２２ 省略 １ 省略 ○ ２２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

２３ 省略 １ 省略 ２３ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

２４ 省略 １ 省略 ○ ２４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

２５ 省略 １ 省略 ２５ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２６ 省略 １ 省略 ○ ２６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

２７ 省略 １ 省略 ○ ２７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

漁

港

課

１ 漁港

漁場整

備法の

施行に

関する

事務

１ 省略 ○ 漁

港

課

１ 漁港

漁場整

備法の

施行に

関する

事務

１ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 兼用工作物の工事の費用

の負担に係る協議（第２０条

の３）

○ � 兼用工作物の工事の費用

の負担に係る協議（第２０条

の２）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

５ 省略 ５ 省略
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ３ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ４ 省略 １ 省略

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

ウ 省略 ○ ウ 省略 ○

エ 省略 ○ エ 省略 ○

オ 省略 ○ オ 省略 ○

カ 省略 ○ カ 省略 ○

キ 省略 ○ キ 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○
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イ 省略 ○ イ 省略 ○

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

河

川

課

１ 省略 １ 省略 ○ 河

川

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

１８ 省略 ○ １８ 省略 ○

１９ 省略 ○ １９ 省略 ○

２０ 省略 ○ ２０ 省略 ○

２１ 省略 ○ ２１ 省略 ○

２２ 省略 ○ ２２ 省略 ○

２３ 省略 ○ ２３ 省略 ○

２４ 省略 ○ ２４ 省略 ○

２５ 省略 ○ ２５ 省略 ○

２６ 省略 ○ ２６ 省略 ○

２７ 省略 ○ ２７ 省略 ○

２８ 省略 ○ ２８ 省略 ○

２９ 省略 ○ ２９ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○
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８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 １１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

１８ 省略 ○ １８ 省略 ○

１９ 省略 ○ １９ 省略 ○

２０ 省略 ○ ２０ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ３ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ５ 省略 １ 省略

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

ウ 省略 ○ ウ 省略 ○

エ 省略 ○ エ 省略 ○

オ 省略 ○ オ 省略 ○

カ 省略 ○ カ 省略 ○

キ 省略 ○ キ 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第５号
庁 中 一 般

地 方 局

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令

愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（総務企画部各課の所掌事務）

第２条 総務県民課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～�の１９ 省略

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�・� 省略

２ 地域政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 長期計画の地域別計画 に関すること。

�～� 省略

３ 省略

４ 第１項の規定にかかわらず、東予地方局総務県民課において

は、同項第４号から第９号の２まで、第１３号、第１４号、第１８号、

第２０号から第２１号の１２まで及び第２１号の２１から第２３号までに掲げ

る事務を所掌する。

５ 東予地方局消防防災安全室においては、第１項第２１号の１３から

第２１号の２０までに掲げる事務を所掌する。

６・７ 省略

８ 総務県民室においては、第１項第８号、第９号、第１３号、第１４

号、第１８号、第２１号の４から第２１号の２１まで並びに第２項第２

号、第４号、第８号から第８号の３まで及び第１４号に掲げる事務

並びに次の事務を所掌する。

�～	 省略

９ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 地方局長に委任する事務のうち、総務企画部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～
の１０ 省略

�～�の２ 省略

�の３ 液化石油ガス法第８２条第１項の規定に基づく液化石油ガ

（総務企画部各課の所掌事務）

第２条 総務県民課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～�の１９ 省略

�の２０ 電気用品の取締りに関すること。

�の２１ 省略

�の２２ 省略

�・� 省略

２ 地域政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 地域振興重点化プログラムに関すること。

�～� 省略

３ 省略

４ 第１項の規定にかかわらず、東予地方局総務県民課において

は、同項第４号から第９号の２まで、第１３号、第１４号、第１８号、

第２０号から第２１号の１２まで及び第２１号の２２から第２３号までに掲げ

る事務を所掌する。

５ 東予地方局消防防災安全室においては、第１項第２１号の１３から

第２１号の２１までに掲げる事務を所掌する。

６・７ 省略

８ 総務県民室においては、第１項第８号、第９号、第１３号、第１４

号、第１８号、第２１号の４から第２１号の２２まで並びに第２項第２

号、第４号、第８号から第８号の３まで及び第１４号に掲げる事務

並びに次の事務を所掌する。

�～	 省略

９ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 地方局長に委任する事務のうち、総務企画部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～
の１０ 省略


の１１ 消費者安全法第２２条第１項の規定に基づく報告の徴収及

び立入調査等に関すること（県外に主たる事業所を有する事業

者に係るものを除く。）。

�～�の２ 省略

�の３ 液化石油ガス法第８２条第１項の規定に基づく液化石油ガ

イ 省略 ○ イ 省略 ○

改 正 後 改 正 前
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ス設備士及び特定液化石油ガス設備工事事業者

の報告の徴収に関すること（液化

石油ガス器具等の販売の事業を行う者の報告の徴収にあつては、

その業務を行う場所が一の町の区域内のみに存する者に係るも

のに限る。） 。

�の４ 省略

�の５ 省略

�の６ 省略

�の７ 省略

�の８ 省略

�～�１１７ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の１９ 省略

�の２０ 社会福祉法第６２条第１項の規定に基づく市町及び社会福

祉法人の施設を設置する第一種社会福祉事業の設置の届出の受

理に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわた

る社会福祉法人に係るもの（老人福祉法第１５条第５項の規定に

より設置される軽費老人ホーム、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」

という。）第８３条第４項の規定により設置される障害者支援施

設その他社会福祉法以外の法律の規定により設置される施設に

係るものを除く。）を除く。）。

�の２１ 社会福祉法第６２条第２項の規定に基づく国、県、市町及

び社会福祉法人以外の者の施設を設置する第一種社会福祉事業

の設置の許可に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管

区域にわたる者に係るもの（老人福祉法第１５条第５項の規定に

より設置される軽費老人ホーム、障害者総合支援法第８３条第４

項の規定により設置される障害者支援施設その他社会福祉法以

外の法律の規定により設置される施設に係るものを除く。）を

除く。）。

�の２２ 社会福祉法第６３条第１項の規定に基づく施設を設置する

第一種社会福祉事業の変更の届出の受理に関すること（行う事

業が２以上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るも

の（老人福祉法第１５条第５項の規定により設置される軽費老人

ホーム、障害者総合支援法第８３条第４項の規定により設置され

ス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者及び液化石油ガス

器具等の販売の事業を行う者の報告の徴収に関すること（液化

石油ガス器具等の販売の事業を行う者の報告の徴収にあつて

は、その業務を行う場所が一の町の区域内のみに存する者に係

るものに限る。）。

�の４ 省略

�の５ 液化石油ガス法第８３条第１項の規定に基づく液化石油ガ

ス器具等の販売の事業を行う者の立入検査に関すること（業務

を行う場所が一の町の区域内のみに存する液化石油ガス器具等

の販売の事業を行う者に係るものに限る。）。

�の６ 省略

�の７ 省略

�の８ 液化石油ガス法第８３条の２第１項の規定に基づく液化石

油ガス器具等の提出命令に関すること（業務を行う場所が一の

町の区域内のみに存する液化石油ガス器具等の販売の事業を行

う者に係るものに限る。）。

�の９ 省略

�の１０ 省略

�の１１ ガス事業法第４６条第１項の規定に基づく報告の徴収に関

すること（事業場の所在地が町の区域内のみに存するガス用品

の販売の事業を行う者に係るものに限る。）。

�の１２ ガス事業法第４７条第１項の規定に基づく立入検査に関す

ること（事業場の所在地が町の区域内のみに存するガス用品の

販売の事業を行う者に係るものに限る。）。

�の１３ ガス事業法第４７条の２第１項の規定に基づくガス用品の

提出命令に関すること（事業場の所在地が町の区域内のみに存

するガス用品の販売の事業を行う者に係るものに限る。）。

�～�１１７ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の１９ 省略

�の２０ 社会福祉法第６２条第１項の規定に基づく市町及び社会福

祉法人の施設を設置する第一種社会福祉事業の設置の届出の受

理に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわた

る社会福祉法人に係るもの（老人福祉法第１５条第５項の規定に

より設置される軽費老人ホーム、障害者自立支援法

第８３条第４項の規定により設置される障害者支援施

設その他社会福祉法以外の法律の規定により設置される施設に

係るものを除く。）を除く。）。

�の２１ 社会福祉法第６２条第２項の規定に基づく国、県、市町及

び社会福祉法人以外の者の施設を設置する第一種社会福祉事業

の設置の許可に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管

区域にわたる者に係るもの（老人福祉法第１５条第５項の規定に

より設置される軽費老人ホーム、障害者自立支援法第８３条第４

項の規定により設置される障害者支援施設その他社会福祉法以

外の法律の規定により設置される施設に係るものを除く。）を

除く。）。

�の２２ 社会福祉法第６３条第１項の規定に基づく施設を設置する

第一種社会福祉事業の変更の届出の受理に関すること（行う事

業が２以上の地方局の所管区域にわたる社会福祉法人に係るも

の（老人福祉法第１５条第５項の規定により設置される軽費老人

ホーム、障害者自立支援法第８３条第４項の規定により設置され
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る障害者支援施設その他社会福祉法以外の法律の規定により設

置される施設並びに社会福祉法第６２条第１項の規定による届出

がなされた障害者自立支援法附則第４１条第１項の規定によりな

お従前の例により運営をすることができることとされた同項に

規定する身体障害者更生援護施設及び同法附則第５８条第１項の

規定によりなお従前の例により運営をすることができることと

された同項に規定する知的障害者援護施設に係るものを除

く。）を除く。）。

�の２３ 社会福祉法第６３条第２項の規定に基づく施設を設置する

第一種社会福祉事業の変更の許可に関すること（行う事業が２

以上の地方局の所管区域にわたる者に係るもの（老人福祉法第

１５条第５項の規定により設置される軽費老人ホーム、障害者総

合支援法第８３条第４項の規定により設置される障害者支援施設

その他社会福祉法以外の法律の規定により設置される施設並び

に同法第６２条第１項の規定による届出がなされた障害者自立支

援法附則第４１条第１項の規定によりなお従前の例により運営を

することができることとされた同項に規定する身体障害者更生

援護施設及び同法附則第５８条第１項の規定によりなお従前の例

により運営をすることができることとされた同項に規定する知

的障害者援護施設に係るものを除く。）を除く。）。

�の２４ 社会福祉法第６４条の規定に基づく施設を設置する第一種

社会福祉事業の廃止の届出の受理に関すること（行う事業が２

以上の地方局の所管区域にわたる者に係るもの（老人福祉法第

１５条第５項の規定により設置される軽費老人ホーム、障害者総

合支援法第８３条第４項の規定により設置される障害者支援施設

その他社会福祉法以外の法律の規定により設置される施設並び

に同法第６２条第１項の規定による届出がなされた障害者自立支

援法附則第４１条第１項の規定によりなお従前の例により運営を

することができることとされた同項に規定する身体障害者更生

援護施設及び同法附則第５８条第１項の規定によりなお従前の例

により運営をすることができることとされた同項に規定する知

的障害者援護施設に係るものを除く。）を除く。）。

�の２５～�の２ 省略

�の３ 社会福祉法第７２条の規定に基づく社会福祉事業の経営の

停止等の命令並びに許可及び認可の取消しに関すること（行う

事業が２以上の地方局の所管区域にわたる者に係るもの（児童

福祉法第３４条の７の規定により行うことができる放課後児童健

全育成事業、同法第３４条の１０の規定により行うことができる地

域子育て支援拠点事業、身体障害者福祉法第２７条の規定により

行うことができる手話通訳事業、同法第２８条第３項の規定によ

り設置される身体障害者社会参加支援施設、老人福祉法第１５条

第５項の規定により設置される軽費老人ホーム及び老人福祉セ

ンター、障害者総合支援法第８３条第４項の規定により設置され

る障害者支援施設その他社会福祉法以外の法律の規定により行

うことができる事業又は設置される施設並びに同法第６２条第１

項の規定による届出がなされた障害者自立支援法附則第４１条第

１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができる

こととされた同項に規定する身体障害者更生援護施設及び同法

附則第５８条第１項の規定によりなお従前の例により運営をする

ことができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設

に係るものを除く。）を除く。）。

�の４～� 省略

�の２ 障害者総合支援法第１１条第１項及び第２項の規定に基づ

る障害者支援施設その他社会福祉法以外の法律の規定により設

置される施設並びに社会福祉法第６２条第１項の規定による届出

がなされた障害者自立支援法附則第４１条第１項の規定によりな

お従前の例により運営をすることができることとされた同項に

規定する身体障害者更生援護施設及び同法附則第５８条第１項の

規定によりなお従前の例により運営をすることができることと

された同項に規定する知的障害者援護施設に係るものを除

く。）を除く。）。

�の２３ 社会福祉法第６３条第２項の規定に基づく施設を設置する

第一種社会福祉事業の変更の許可に関すること（行う事業が２

以上の地方局の所管区域にわたる者に係るもの（老人福祉法第

１５条第５項の規定により設置される軽費老人ホーム、障害者自

立支援法第８３条第４項の規定により設置される障害者支援施設

その他社会福祉法以外の法律の規定により設置される施設並び

に同法第６２条第１項の規定による届出がなされた障害者自立支

援法附則第４１条第１項の規定によりなお従前の例により運営を

することができることとされた同項に規定する身体障害者更生

援護施設及び同法附則第５８条第１項の規定によりなお従前の例

により運営をすることができることとされた同項に規定する知

的障害者援護施設に係るものを除く。）を除く。）。

�の２４ 社会福祉法第６４条の規定に基づく施設を設置する第一種

社会福祉事業の廃止の届出の受理に関すること（行う事業が２

以上の地方局の所管区域にわたる者に係るもの（老人福祉法第

１５条第５項の規定により設置される軽費老人ホーム、障害者自

立支援法第８３条第４項の規定により設置される障害者支援施設

その他社会福祉法以外の法律の規定により設置される施設並び

に同法第６２条第１項の規定による届出がなされた障害者自立支

援法附則第４１条第１項の規定によりなお従前の例により運営を

することができることとされた同項に規定する身体障害者更生

援護施設及び同法附則第５８条第１項の規定によりなお従前の例

により運営をすることができることとされた同項に規定する知

的障害者援護施設に係るものを除く。）を除く。）。

�の２５～�の２ 省略

�の３ 社会福祉法第７２条の規定に基づく社会福祉事業の経営の

停止等の命令並びに許可及び認可の取消しに関すること（行う

事業が２以上の地方局の所管区域にわたる者に係るもの（児童

福祉法第３４条の７の規定により行うことができる放課後児童健

全育成事業、同法第３４条の１０の規定により行うことができる地

域子育て支援拠点事業、身体障害者福祉法第２７条の規定により

行うことができる手話通訳事業、同法第２８条第３項の規定によ

り設置される身体障害者社会参加支援施設、老人福祉法第１５条

第５項の規定により設置される軽費老人ホーム及び老人福祉セ

ンター、障害者自立支援法第８３条第４項の規定により設置され

る障害者支援施設その他社会福祉法以外の法律の規定により行

うことができる事業又は設置される施設並びに同法第６２条第１

項の規定による届出がなされた障害者自立支援法附則第４１条第

１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができる

こととされた同項に規定する身体障害者更生援護施設及び同法

附則第５８条第１項の規定によりなお従前の例により運営をする

ことができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設

に係るものを除く。）を除く。）。

�の４～� 省略

�の２ 障害者自立支援法第１１条第１項及び第２項の規定に基づ
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く自立支援給付対象サービス等（育成医療及び精神通院医療に

係るものを除く。）の関係者に対する報告の徴収に関するこ

と。

�の３ 障害者総合支援法第１１条第３項、第４８条第２項（同条第

３項において準用する場合を含む。）、第５１条の３第５項、第

５１条の２７第３項、第５１条の３２第５項、第８１条第２項及び第８５条

第２項において準用する同法第９条第２項の規定に基づく当該

職員の証明書の交付に関すること。

�の４ 障害者総合支援法第２９条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定に関するこ

と（同法第５１条の規定に基づく公示を除く。）。

�の５ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１２第２項の規定により

読み替えて適用される障害者総合支援法第３６条第１項（同法第

４１条第４項において準用する場合を含む。）の規定に基づく中

核市の市長が行う指定障害福祉サービス事業者の指定及び指定

の更新に対する同意に関すること（中予地方局に限る。）。

�の６ 障害者総合支援法第３６条第３項第９号（同法第３８条第３

項及び第５１条の１９第２項において準用する場合を含む。）の規

定に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設

の設置者及び指定一般相談支援事業者に対する聴聞決定予定日

の通知に関すること。

�の７ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１２第２項の規定により

読み替えて適用される障害者総合支援法第３８条第１項（同法第

４１条第４項において準用する場合を含む。）の規定に基づく中

核市の市長が行う指定障害者支援施設の指定及び指定の更新に

対する同意に関すること（中予地方局に限る。）。

�の８ 障害者総合支援法第３７条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者の指定の変更に関すること。

�の９ 障害者総合支援法第３９条第１項の規定に基づく指定障害

者支援施設の指定の変更に関すること。

�の１０ 障害者総合支援法第４１条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新に関

すること。

�の１１ 障害者総合支援法第４６条第１項及び第２項の規定に基づ

く指定障害福祉サービス事業者の指定に係る事項の変更又は事

業の再開、廃止若しくは休止の届出の受理に関すること（同法

第５１条の規定に基づく公示を除く。）。

�の１２ 障害者総合支援法第４６条第３項の規定に基づく指定障害

者支援施設の指定に係る事項の変更の届出の受理に関するこ

と。

�の１３ 障害者総合支援法第４７条の規定に基づく指定障害者支援

施設の指定の辞退の申出の受理に関すること（同法第５１条の規

定に基づく公示を除く。）。

�の１４ 障害者総合支援法第４７条の２第１項（同法第５１条の２６第

１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく便宜の提

供に係る連絡調整及び助言その他の援助に関すること（２以上

の地方局の所管区域にわたるものに関するものを除く。）。

�の１５ 障害者総合支援法第４８条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者に対する報告の徴収及び立入検査に関する

こと。

�の１６ 障害者総合支援法第４８条第３項において準用する同条第

１項の規定に基づく指定障害者支援施設に対する報告の徴収及

び立入検査に関すること。

く自立支援給付対象サービス等（育成医療及び精神通院医療に

係るものを除く。）の関係者に対する報告の徴収に関するこ

と。

�の３ 障害者自立支援法第１１条第３項、第４８条第２項（同条第

３項において準用する場合を含む。）、第５１条の３第５項、第

５１条の２７第３項、第５１条の３２第５項、第８１条第２項及び第８５条

第２項において準用する同法第９条第２項の規定に基づく当該

職員の証明書の交付に関すること。

�の４ 障害者自立支援法第２９条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定に関するこ

と（同法第５１条の規定に基づく公示を除く。）。

�の５ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１２第２項の規定により

読み替えて適用される障害者自立支援法第３６条第１項（同法第

４１条第４項において準用する場合を含む。）の規定に基づく中

核市の市長が行う指定障害福祉サービス事業者の指定及び指定

の更新に対する同意に関すること（中予地方局に限る。）。

�の６ 障害者自立支援法第３６条第３項第９号（ 第３８条第３

項及び第５１条の１９第２項において準用する場合を含む。）の規

定に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設

の設置者及び指定一般相談支援事業者に対する聴聞決定予定日

の通知に関すること。

�の７ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１２第２項の規定により

読み替えて適用される障害者自立支援法第３８条第１項（同法第

４１条第４項において準用する場合を含む。）の規定に基づく中

核市の市長が行う指定障害者支援施設の指定及び指定の更新に

対する同意に関すること（中予地方局に限る。）。

�の８ 障害者自立支援法第３７条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者の指定の変更に関すること。

�の９ 障害者自立支援法第３９条第１項の規定に基づく指定障害

者支援施設の指定の変更に関すること。

�の１０ 障害者自立支援法第４１条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新に関

すること。

�の１１ 障害者自立支援法第４６条第１項及び第２項の規定に基づ

く指定障害福祉サービス事業者の指定に係る事項の変更又は事

業の再開、廃止若しくは休止の届出の受理に関すること（同法

第５１条の規定に基づく公示を除く。）。

�の１２ 障害者自立支援法第４６条第３項の規定に基づく指定障害

者支援施設の指定に係る事項の変更の届出の受理に関するこ

と。

�の１３ 障害者自立支援法第４７条の規定に基づく指定障害者支援

施設の指定の辞退の申出の受理に関すること（同法第５１条の規

定に基づく公示を除く。）。

�の１４ 障害者自立支援法第４７条の２第１項（ 第５１条の２６第

１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく便宜の提

供に係る連絡調整及び助言その他の援助に関すること（２以上

の地方局の所管区域にわたるものに関するものを除く。）。

�の１５ 障害者自立支援法第４８条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者に対する報告の徴収及び立入検査に関する

こと。

�の１６ 障害者自立支援法第４８条第３項において準用する同条第

１項の規定に基づく指定障害者支援施設に対する報告の徴収及

び立入検査に関すること。
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�の１７ 障害者総合支援法第４９条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者に対する勧告に関すること。

�の１８ 障害者総合支援法第４９条第２項の規定に基づく指定障害

者支援施設の設置者に対する勧告に関すること。

�の１９ 障害者総合支援法第４９条第３項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者が勧告に

従わない旨の公表に関すること。

�の２０ 障害者総合支援法第４９条第４項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者に対する

措置命令に関すること（同条第５項の規定に基づく公示を除

く。）。

�の２１ 障害者総合支援法第４９条第６項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に係る勧告を行う

場合に該当する旨の市町からの通知の受理に関すること。

�の２２ 障害者総合支援法第５０条第１項（同条第３項において準

用する場合を含む。）の規定に基づく指定障害福祉サービス事

業者及び指定障害者支援施設に係る指定の取消し等に関するこ

と（同法第５１条の規定に基づく公示を除く。）。

�の２３ 障害者総合支援法第５０条第２項（同条第３項において準

用する場合を含む。）の規定に基づく指定障害福祉サービス事

業者及び指定障害者支援施設に係る取消し等の事由に該当する

旨の市町からの通知の受理に関すること。

�の２４ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１２第２項の規定により

読み替えて適用される障害者総合支援法第５１条の規定に基づく

指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る中核市の市長から

の届出の受理に関すること（中予地方局に限る。）。

�の２５ 障害者総合支援法第５１条の２第２項第１号及び第５１条の

３１第２項第１号の規定に基づく業務管理体制の整備に関する事

項の届出の受理に関すること。

�の２６ 障害者総合支援法第５１条の２第３項及び第５１条の３１第３

項の規定に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更の届

出の受理に関すること。

�の２７ 障害者総合支援法第５１条の２第４項及び第５１条の３１第４

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者の区分

の変更の届出の受理に関すること。

�の２８ 障害者総合支援法第５１条の３第１項及び第５１条の３２第１

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る報告の徴収及び立入検査に関すること（２以上の社会福祉施

設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）

である指定事業者等及び指定相談支援事業者に係るものを除

く。）。

�の２９ 障害者総合支援法第５１条の４第１項及び第５１条の３３第１

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る勧告に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福

祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である指定事業者等

及び指定相談支援事業者に係るものを除く。）。

�の３０ 障害者総合支援法第５１条の４第２項及び第５１条の３３第２

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る勧告に従わない旨の公表に関すること（２以上の社会福祉施

設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）

である指定事業者等及び指定相談支援事業者に係るものを除

く。）。

�の３１ 障害者総合支援法第５１条の４第３項及び第５１条の３３第３

�の１７ 障害者自立支援法第４９条第１項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者に対する勧告に関すること。

�の１８ 障害者自立支援法第４９条第２項の規定に基づく指定障害

者支援施設の設置者に対する勧告に関すること。

�の１９ 障害者自立支援法第４９条第３項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者が勧告に

従わない旨の公表に関すること。

�の２０ 障害者自立支援法第４９条第４項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者に対する

措置命令に関すること（同条第５項の規定に基づく公示を除

く。）。

�の２１ 障害者自立支援法第４９条第６項の規定に基づく指定障害

福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に係る勧告を行う

場合に該当する旨の市町からの通知の受理に関すること。

�の２２ 障害者自立支援法第５０条第１項（同条第３項において準

用する場合を含む。）の規定に基づく指定障害福祉サービス事

業者及び指定障害者支援施設に係る指定の取消し等に関するこ

と（同法第５１条の規定に基づく公示を除く。）。

�の２３ 障害者自立支援法第５０条第２項（同条第３項において準

用する場合を含む。）の規定に基づく指定障害福祉サービス事

業者及び指定障害者支援施設に係る取消し等の事由に該当する

旨の市町からの通知の受理に関すること。

�の２４ 地方自治法施行令第１７４条の４９の１２第２項の規定により

読み替えて適用される障害者自立支援法第５１条の規定に基づく

指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る中核市の市長から

の届出の受理に関すること（中予地方局に限る。）。

�の２５ 障害者自立支援法第５１条の２第２項第１号及び第５１条の

３１第２項第１号の規定に基づく業務管理体制の整備に関する事

項の届出の受理に関すること。

�の２６ 障害者自立支援法第５１条の２第３項及び第５１条の３１第３

項の規定に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更の届

出の受理に関すること。

�の２７ 障害者自立支援法第５１条の２第４項及び第５１条の３１第４

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者の区分

の変更の届出の受理に関すること。

�の２８ 障害者自立支援法第５１条の３第１項及び第５１条の３２第１

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る報告の徴収及び立入検査に関すること（２以上の社会福祉施

設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）

である指定事業者等及び指定相談支援事業者に係るものを除

く。）。

�の２９ 障害者自立支援法第５１条の４第１項及び第５１条の３３第１

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る勧告に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福

祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である指定事業者等

及び指定相談支援事業者に係るものを除く。）。

�の３０ 障害者自立支援法第５１条の４第２項及び第５１条の３３第２

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る勧告に従わない旨の公表に関すること（２以上の社会福祉施

設を設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）

である指定事業者等及び指定相談支援事業者に係るものを除

く。）。

�の３１ 障害者自立支援法第５１条の４第３項及び第５１条の３３第３
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項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る措置命令に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社

会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である指定事業

者等及び指定相談支援事業者に係るもの及び同法第５１条の４第

４項及び第５１条の３３第４項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３２ 障害者総合支援法第５１条の１４第１項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者の指定に関すること（同法第５１条の３０第１

項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３３ 障害者総合支援法第５１条の２１第１項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者の指定の更新に関すること。

�の３４ 障害者総合支援法第５１条の２５第１項及び第２項の規定に

基づく指定一般相談支援事業者の指定に係る事項の変更又は事

業の再開、廃止若しくは休止の届出の受理に関すること（同法

第５１条の３０第１項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３５ 障害者総合支援法第５１条の２７第１項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者等に対する報告の徴収及び立入検査に関す

ること。

�の３６ 障害者総合支援法第５１条の２８第１項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者に対する勧告に関すること。

�の３７ 障害者総合支援法第５１条の２８第３項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者が勧告に従わない旨の公表に関すること。

�の３８ 障害者総合支援法第５１条の２８第４項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者に対する措置命令に関すること（同条第５

項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３９ 障害者総合支援法第５１条の２８第６項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者に係る勧告を行う場合に該当する旨の市町

からの通知の受理に関すること。

�の４０ 障害者総合支援法第５１条の２９第１項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者に係る指定の取消し等に関すること（同法

第５１条の３０第１項の規定に基づく公示を除く。）。

�の４１ 障害者総合支援法第５１条の２９第３項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者に係る取消し等の事由に該当する旨の市町

からの通知の受理に関すること。

�の４２ 障害者総合支援法第５１条の３２第３項の規定に基づく指定

特定相談支援事業者に対する報告の徴収及び立入検査に係る市

町長からの要求の受理に関すること（２以上の社会福祉施設を

設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）であ

る指定特定相談支援事業者に係るものを除く。）。

�の４３ 障害者総合支援法第５１条の３２第４項の規定に基づく指定

特定相談支援事業者に対する報告の徴収及び立入検査の結果に

係る市町長への通知に関すること（２以上の社会福祉施設を設

置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である

指定特定相談支援事業者に係るものを除く。）。

�の４４ 障害者総合支援法第５１条の３３第５項の規定に基づく指定

相談支援事業者の措置命令違反の内容に係る市町長への通知に

関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人

（知事が所轄庁である者に限る。）である指定相談支援事業者

に係るものを除く。）。

�の４５ 障害者総合支援法第７９条第２項から第４項までの規定に

基づく障害福祉サービス事業等の開始、変更、廃止及び休止の

届出の受理に関すること。

�の４６ 障害者総合支援法第８１条第１項の規定に基づく報告の徴

収及び立入検査に関すること（２以上の社会福祉施設を設置す

項の規定に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者に対す

る措置命令に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社

会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である指定事業

者等及び指定相談支援事業者に係るもの及び同法第５１条の４第

４項及び第５１条の３３第４項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３２ 障害者自立支援法第５１条の１４第１項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者の指定に関すること（同法第５１条の３０第１

項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３３ 障害者自立支援法第５１条の２１第１項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者の指定の更新に関すること。

�の３４ 障害者自立支援法第５１条の２５第１項及び第２項の規定に

基づく指定一般相談支援事業者の指定に係る事項の変更又は事

業の再開、廃止若しくは休止の届出の受理に関すること（同法

第５１条の３０第１項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３５ 障害者自立支援法第５１条の２７第１項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者等に対する報告の徴収及び立入検査に関す

ること。

�の３６ 障害者自立支援法第５１条の２８第１項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者に対する勧告に関すること。

�の３７ 障害者自立支援法第５１条の２８第３項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者が勧告に従わない旨の公表に関すること。

�の３８ 障害者自立支援法第５１条の２８第４項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者に対する措置命令に関すること（同条第５

項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３９ 障害者自立支援法第５１条の２８第６項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者に係る勧告を行う場合に該当する旨の市町

からの通知の受理に関すること。

�の４０ 障害者自立支援法第５１条の２９第１項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者に係る指定の取消し等に関すること（同法

第５１条の３０第１項の規定に基づく公示を除く。）。

�の４１ 障害者自立支援法第５１条の２９第３項の規定に基づく指定

一般相談支援事業者に係る取消し等の事由に該当する旨の市町

からの通知の受理に関すること。

�の４２ 障害者自立支援法第５１条の３２第３項の規定に基づく指定

特定相談支援事業者に対する報告の徴収及び立入検査に係る市

町長からの要求の受理に関すること（２以上の社会福祉施設を

設置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）であ

る指定特定相談支援事業者に係るものを除く。）。

�の４３ 障害者自立支援法第５１条の３２第４項の規定に基づく指定

特定相談支援事業者に対する報告の徴収及び立入検査の結果に

係る市町長への通知に関すること（２以上の社会福祉施設を設

置する社会福祉法人（知事が所轄庁である者に限る。）である

指定特定相談支援事業者に係るものを除く。）。

�の４４ 障害者自立支援法第５１条の３３第５項の規定に基づく指定

相談支援事業者の措置命令違反の内容に係る市町長への通知に

関すること（２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人

（知事が所轄庁である者に限る。）である指定相談支援事業者

に係るものを除く。）。

�の４５ 障害者自立支援法第７９条第２項から第４項までの規定に

基づく障害福祉サービス事業等の開始、変更、廃止及び休止の

届出の受理に関すること。

�の４６ 障害者自立支援法第８１条第１項の規定に基づく報告の徴

収及び立入検査に関すること（２以上の社会福祉施設を設置す
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る者（市町を除く。）に係るもの（施設を必要とする障害福祉

サービス事業に係るものに限る。）を除く。）。

�の４７ 障害者総合支援法第８２条第１項の規定に基づく障害福祉

サービス事業等を行う者に対する事業の停止等の命令に関する

こと。

�の４８ 障害者総合支援法第８２条第２項の規定に基づく障害福祉

サービス事業等を行う者に対する運営の改善等又は事業の停止

等の命令に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する者

（市町を除く。）に係るもの（施設を必要とする障害福祉サー

ビス事業に係るものに限る。）を除く。）。

�の４９ 障害者総合支援法第８３条第３項の規定に基づく市町の障

害者支援施設の設置に係る届出の受理に関すること。

�の５０ 障害者総合支援法第８５条第１項の規定に基づく市町が設

置する障害者支援施設に対する報告の徴収及び立入検査に関す

ること。

�の５１ 障害者総合支援法第８６条第１項の規定に基づく市町が設

置した障害者支援施設に係る事業の停止等の命令に関するこ

と。

�の５２ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律施行令（以下「障害者総合支援法施行令」という。）第

４３条の７第１項の規定に基づく市町が設置した障害者支援施設

の休止又は廃止の届出の受理に関すること。

�の５３ 障害者総合支援法施行令第４３条の７第２項の規定に基づ

く市町が設置した障害者支援施設に係る変更の報告の受理に関

すること。

�の５４ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉

サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年９月

厚生労働省告示第５２３号）別表の規定に基づく指定障害福祉サ

ービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算

定に係る届出の受理及び認定に関すること。

�の５５・� 省略

� 身体障害者福祉法第１０条第２項の規定に基づく市町 に対す

る助言に関すること。

�～�の２６ 省略

�の２７ 介護保険法第１１５条の３３第１項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第１項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

徴収及び立入検査に関すること（行う事業が２以上の地方局の

所管区域にわたる社会福祉法人である介護サービス事業者及び

２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介護サー

ビス事業者及び介護サービス事業者の指定を受けている事業所

又は当該指定若しくは許可を受けている施設の数が２０以上の介

護サービス事業者（社会福祉法人である介護サービス事業者を

除く。）に係るものを除く。）。

�の２８ 介護保険法第１１５条の３３第３項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第３項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

徴収及び立入検査の要請に関すること（行う事業が２以上の地

方局の所管区域にわたる社会福祉法人である介護サービス事業

者及び２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介

護サービス事業者及び介護サービス事業者の指定を受けている

事業所又は当該指定若しくは許可を受けている施設の数が２０以

上の介護サービス事業者（社会福祉法人である介護サービス事

業者を除く。）に係るものを除く。）。

る者（市町を除く。）に係るもの（施設を必要とする障害福祉

サービス事業に係るものに限る。）を除く。）。

�の４７ 障害者自立支援法第８２条第１項の規定に基づく障害福祉

サービス事業等を行う者に対する事業の停止等の命令に関する

こと。

�の４８ 障害者自立支援法第８２条第２項の規定に基づく障害福祉

サービス事業等を行う者に対する運営の改善等又は事業の停止

等の命令に関すること（２以上の社会福祉施設を設置する者

（市町を除く。）に係るもの（施設を必要とする障害福祉サー

ビス事業に係るものに限る。）を除く。）。

�の４９ 障害者自立支援法第８３条第３項の規定に基づく市町の障

害者支援施設の設置に係る届出の受理に関すること。

�の５０ 障害者自立支援法第８５条第１項の規定に基づく市町が設

置する障害者支援施設に対する報告の徴収及び立入検査に関す

ること。

�の５１ 障害者自立支援法第８６条第１項の規定に基づく市町が設

置した障害者支援施設に係る事業の停止等の命令に関するこ

と。

�の５２ 障害者自立支援法施行令

第

４３条の７第１項の規定に基づく市町が設置した障害者支援施設

の休止又は廃止の届出の受理に関すること。

�の５３ 障害者自立支援法施行令第４３条の７第２項の規定に基づ

く市町が設置した障害者支援施設に係る変更の報告の受理に関

すること。

�の５４ 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び

基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基

準 （平成１８年９月

厚生労働省告示第５２３号）別表の規定に基づく指定障害福祉サ

ービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算

定に係る届出の受理及び認定に関すること。

�の５５・� 省略

� 身体障害者福祉法第１０条第２項の規定に基づく市町村に対す

る助言に関すること。

�～�の２６ 省略

�の２７ 介護保険法第１１５条の３３第１項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第１項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

徴収及び立入検査に関すること（行う事業が２以上の地方局の

所管区域にわたる 介護サービス事業者、２

以上 の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介護サー

ビス事業者及び介護サービス事業者の指定を受けている事業所

又は当該指定若しくは許可を受けている施設の数が２０以上の介

護サービス事業者（社会福祉法人である介護サービス事業者を

除く。）に係るものを除く。）。

�の２８ 介護保険法第１１５条の３３第３項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第３項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

徴収及び立入検査の要請に関すること（行う事業が２以上の地

方局の所管区域にわたる 介護サービス事業

者、２以上 の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介

護サービス事業者及び介護サービス事業者の指定を受けている

事業所又は当該指定若しくは許可を受けている施設の数が２０以

上の介護サービス事業者（社会福祉法人である介護サービス事

業者を除く。）に係るものを除く。）。
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�の２９ 介護保険法第１１５条の３３第４項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第４項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

徴収及び立入検査の結果に係る市町長への通知及び厚生労働大

臣からの通知の受理に関すること（行う事業が２以上の地方局

の所管区域にわたる社会福祉法人である介護サービス事業者及

び２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介護サ

ービス事業者及び介護サービス事業者の指定を受けている事業

所又は当該指定若しくは許可を受けている施設の数が２０以上の

介護サービス事業者（社会福祉法人である介護サービス事業者

を除く。）に係るものを除く。）。

�の３０ 介護保険法第１１５条の３４第１項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第１項の規定に基づく介護サービス事業者に対する勧告に

関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわたる社

会福祉法人である介護サービス事業者及び２以上の社会福祉施

設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者

サービス事業者の指定を受けている事業所又は当該指定若しく

は許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービス事業者

（社会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）に係るも

のを除く。）。

�の３１ 介護保険法第１１５条の３４第２項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第２項の規定に基づく介護サービス事業者に対する勧告に

従わない旨の公表に関すること（行う事業が２以上の地方局の

所管区域にわたる社会福祉法人である介護サービス事業者及び

２以上の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介護サー

ビス事業者及び介護サービス事業者の指定を受けている事業所

又は当該指定若しくは許可を受けている施設の数が２０以上の介

護サービス事業者（社会福祉法人である介護サービス事業者を

除く。）に係るものを除く。）。

�の３２ 介護保険法第１１５条の３４第３項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第３項の規定に基づく介護サービス事業者に対する措置命

令に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわた

る社会福祉法人である介護サービス事業者及び２以上の社会福

祉施設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者及び

介護サービス事業者の指定を受けている事業所又は当該指定若

しくは許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービス事業

者（社会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）に係る

ものを除き、同条第４項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３３ 介護保険法第１１５条の３４第５項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第５項の規定に基づく介護サービス事業者の措置命令違反

の内容に係る市町長への通知及び厚生労働大臣からの通知の受

理に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわた

る社会福祉法人である介護サービス事業者及び２以上の社会福

祉施設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者及び

介護サービス事業者の指定を受けている事業所又は当該指定若

しくは許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービス事業

者（社会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）に係る

ものを除く。）。

� 省略

� 介護保険法施行令第３条第１項第２号の規定に基づく介護員

養成研修事業者及び介護員養成研修の指定に関すること（介護

保険法施行規則第２２条の２３第１項の規定に基づく介護職員基礎

研修課程に係るものを除く。次号から第６１号までにおいて同

じ。）。

�の２９ 介護保険法第１１５条の３３第４項及び旧介護保険法第１１５条

の３３第４項の規定に基づく介護サービス事業者に対する報告の

徴収及び立入検査の結果に係る市町長への通知及び厚生労働大

臣からの通知の受理に関すること（行う事業が２以上の地方局

の所管区域にわたる 介護サービス事業者、

２以上 の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介護サ

ービス事業者及び介護サービス事業者の指定を受けている事業

所又は当該指定若しくは許可を受けている施設の数が２０以上の

介護サービス事業者（社会福祉法人である介護サービス事業者

を除く。）に係るものを除く。）。

�の３０ 介護保険法第１１５条の３４第１項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第１項の規定に基づく介護サービス事業者に対する勧告に

関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわたる

介護サービス事業者、２以上 の社会福祉施

設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者及び介護

サービス事業者の指定を受けている事業所又は当該指定若しく

は許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービス事業者

（社会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）に係るも

のを除く。）。

�の３１ 介護保険法第１１５条の３４第２項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第２項の規定に基づく介護サービス事業者に対する勧告に

従わない旨の公表に関すること（行う事業が２以上の地方局の

所管区域にわたる 介護サービス事業者、２

以上 の社会福祉施設を設置する社会福祉法人である介護サー

ビス事業者及び介護サービス事業者の指定を受けている事業所

又は当該指定若しくは許可を受けている施設の数が２０以上の介

護サービス事業者（社会福祉法人である介護サービス事業者を

除く。）に係るものを除く。）。

�の３２ 介護保険法第１１５条の３４第３項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第３項の規定に基づく介護サービス事業者に対する措置命

令に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわた

る 介護サービス事業者、２以上 の社会福

祉施設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者及び

介護サービス事業者の指定を受けている事業所又は当該指定若

しくは許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービス事業

者（社会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）に係る

ものを除き、同条第４項の規定に基づく公示を除く。）。

�の３３ 介護保険法第１１５条の３４第５項及び旧介護保険法第１１５条

の３４第５項の規定に基づく介護サービス事業者の措置命令違反

の内容に係る市町長への通知及び厚生労働大臣からの通知の受

理に関すること（行う事業が２以上の地方局の所管区域にわた

る 介護サービス事業者、２以上 の社会福

祉施設を設置する社会福祉法人である介護サービス事業者及び

介護サービス事業者の指定を受けている事業所又は当該指定若

しくは許可を受けている施設の数が２０以上の介護サービス事業

者（社会福祉法人である介護サービス事業者を除く。）に係る

ものを除く。）。

� 省略

� 介護保険法施行令第３条第１項第２号の規定に基づく介護員

養成研修事業者及び介護員養成研修の指定に関すること（介護

保険法施行規則第２２条の２３第１項の規定に基づく介護職員基礎

研修課程に係るものを除く。次号から第６１号までにおいて同

じ。）。
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�の２～� 省略

�の２ 介護保険法施行令第３条第３項の規定に基づく介護員養

成研修事業者の指定の取消しに関すること。

�の３ 省略

�の４ 省略

�の５ 省略

�～� 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の１４ 省略

�から�まで 削除

	～
の３ 省略


の４ 森林法施行規則第６０条第１項第５号 から第９号まで

並びに第６３条第１項第３号 及び第４号の規定に基づく立木

の伐採等の届出の受理に関すること。

� 森林法施行規則第６０条第１項第１０号又は第６３条第１項第５号

の規定に基づく保安林等に係る国の機関との協議に関

すること。

�～ 省略

� 森林組合法第６１条第２項（同法第１００条第２項において準用

する場合を含む。）の規定に基づく森林組合及び生産森林組合

の定款変更の認可に関すること。

�の２ 森林組合法第６１条第４項（同法第１００条第２項において

準用する場合を含む。）の規定に基づく森林組合及び生産森林

組合の定款変更の届出の受理に関すること。

�～�の２ 省略

�の３ 次に掲げる補助金等に係る愛媛県補助金等交付規則第５

条から第７条（同規則第９条第３項及び第１７条第４項において

準用する場合を含む。）まで、第８条第１項、第９条第１項、

第１１条、第１２条第１項及び第２項、第１３条（同規則第１５条第２

項において準用する場合を含む。）、第１４条、第１５条第１項、

第１６条、第１７条第１項、第１８条、第２１条並びに第２４条の規定に

基づく知事の権限に属する事務に関すること。

ア～サ 省略

シ 知事の承認を得た愛媛水田営農活性化対策事業費補助金

ス・セ 省略

ソ 知事の承認を得た生産者と消費者の絆構築モデル事業費補

助金

タ 知事の承認を得た６次産業化産地ステップアップ事業費補

助金

�～� 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

�～�の１１ 省略

�の２～� 省略

�の２ 省略

�の３ 省略

�の４ 省略

�～� 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の１４ 省略

� 愛媛県みつばち転飼条例第３条第１項の規定に基づくみつば

ちの転飼許可に関すること。

� 愛媛県みつばち転飼条例第８条の規定に基づく危険防止その

他の指示に関すること。

� 愛媛県みつばち転飼条例第９条の規定に基づく報告及び検査

に関すること。

� 愛媛県みつばち転飼条例第１０条の規定に基づく許可の取消し

等に関すること。

�から�まで 削除

	～
の３ 省略


の４ 森林法施行規則第２２条の８第１項第５号から第９号まで

並びに第２２条の１１第１項第３号及び第４号の規定に基づく立木

の伐採等の届出の受理に関すること。

� 森林法施行規則第２２条の８第１項第１０号又は第２２条の１１第１

項第５号の規定に基づく保安林等に係る国の機関との協議に関

すること。

�～ 省略

� 森林組合法第６１条第２項（同法第１００条 において準用

する場合を含む。）の規定に基づく森林組合及び生産森林組合

の定款変更の認可に関すること。

�～�の２ 省略

�の３ 次に掲げる補助金等に係る愛媛県補助金等交付規則第５

条から第７条（同規則第９条第３項及び第１７条第４項において

準用する場合を含む。）まで、第８条第１項、第９条第１項、

第１１条、第１２条第１項及び第２項、第１３条（同規則第１５条第２

項において準用する場合を含む。）、第１４条、第１５条第１項、

第１６条、第１７条第１項、第１８条、第２１条並びに第２４条の規定に

基づく知事の権限に属する事務に関すること。

ア～サ 省略

シ 知事の承認を得た愛媛水田農業経営確立対策事業費補助金

ス・セ 省略

�～� 省略

５ 地方局長に委任する事務のうち、建設部に関するものは、別に

定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。

�～�の１１ 省略

�の１２ 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例第
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�～� 省略

６ 地方局長は、１件の設計金額が５，０００万円以上の 請負工事の

完成検査又は１回の支払金額が５，０００万円以上の 既成部分検査

については、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

（地方局長の専決事項）

第１４条 地方局長の専決処理すべき事項のうち、各部共通の事項

は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 局長及び職員並びに管内の地方局に属する機関の職員の扶養

手当及び児童手当 の認定並びに単身赴任手当の決

定に関すること。

� 省略

２ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、総務企画部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～�の６ 省略

�の７ 消費者安全法第４５条第１項の規定に基づく報告の徴収及

び立入調査等に関すること。

�～� 省略

３・４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

	 １件の設計金額が５億円以上の県営の治山工事及び林道工事

に係る次に掲げる事項に関すること。

ア １件の支払金額が５，０００万円未満の工事の既成部分検査

イ 省略


～�の５ 省略

� 漁港施設の１件の設計金額が５，０００万円未満の工事の完成検

査（別に指定するものを除く。）及び１回の支払金額が５，０００

万円未満の工事の既成部分検査に関すること。

 水産振興施設設置事業（建築構造物に係るものを除く。）の

１件の設計金額が５，０００万円未満の工事の完成検査（別に指定

するものを除く。）及び１回の支払金額が５，０００万円未満の工

事の既成部分検査に関すること。

�～� 省略

２条第１項及び第４条第１項の規定に基づく風致地区内におけ

る建築行為等の許可に関すること。

�の１３ 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例第

２条第３項及び第４条第２項の規定に基づく国の機関等の風致

地区内における建築行為等の協議に関すること。

�の１４ 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例第

３条及び第４条第２項の規定に基づく適用除外及び許可事項等

の変更の通知の受理に関すること。

�の１５ 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例第

６条の規定に基づく監督処分に関すること。

�の１６ 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例第

７条第１項の規定に基づく立入検査に関すること。

�の１７ 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例第

８条の規定に基づく風致を維持するための勧告、助言等に関す

ること。

�の１８ 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例施

行規則第５条の規定に基づく風致地区内行為完了届出書の受理

に関すること。

�～� 省略

６ 地方局長は、１件の設計金額が５，０００万円を超える請負工事の

完成検査又は１回の支払金額が５，０００万円を超える既成部分検査

については、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

（地方局長の専決事項）

第１４条 地方局長の専決処理すべき事項のうち、各部共通の事項

は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 局長及び職員並びに管内の地方局に属する機関の職員の扶養

手当、児童手当及び子ども手当の認定並びに単身赴任手当の決

定に関すること。

� 省略

２ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、総務企画部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～�の６ 省略

�～� 省略

３・４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

	 １件の設計金額が５億円以上の県営の治山工事及び林道工事

に係る次に掲げる事項に関すること。

ア １件の支払金額が５，０００万円以下の工事の既成部分検査

イ 省略


～�の５ 省略

� 漁港施設の１件の設計金額が５，０００万円以下の工事の完成検

査（別に指定するものを除く。）及び１回の支払金額が５，０００

万円以下の工事の既成部分検査に関すること。

 水産振興施設設置事業（建築構造物に係るものを除く。）の

１件の設計金額が５，０００万円以下の工事の完成検査（別に指定

するものを除く。）及び１回の支払金額が５，０００万円以下の工

事の既成部分検査に関すること。

�～� 省略
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６～９ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

�～�の８ 省略

�の９ １件の設計金額が５，０００万円未満の請負工事の完成検査

又は１回の支払金額が５，０００万円未満の既成部分検査に関する

こと。

�の１０～�の１６ 省略

２ 前項本文の規定にかかわらず、東予地方局四国中央土木事務所

長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１３号の８２まで及び

第１４号から第２６号の１６までに掲げるとおりとし、東予地方局今治

土木事務所長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１１号ま

で、第１１号の３から第１１号の７まで、第１１号の９、第１１号 の１０

（同号にあつては、浄化槽の構造上の基準及び浄化槽工事の技術

上の基準に係るものを除く。）、第１１号の１１から第１２号の１１７ま

で、第１３号の１６、第１３号の１７、第１３号の２４、第１３号の８３から第１３

号の１０７まで及び第１５号から第２６号の１６までに掲げるとおりと

し、中予地方局久万高原土木事務所長、南予地方局大洲土木事務

所長、南予地方局西予土木事務所長及び南予地方局愛南土木事務

所長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１１号まで、第１１

号の３から第１１号の７まで、第１１号の９、第１１号の１０（同号にあ

つては、浄化槽の構造上の基準及び浄化槽工事の技術上の基準に

係るものを除く。）、第１１号の１１から第１２号の１１７まで、第１３号の

１６、第１３号の１７、第１３号の２４及び第１５号から第２６号の１６までに掲

げるとおりとする。

３・４ 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

６～９ 省略

（土木事務所長等の専決事項）

第１６条 地方局土木事務所長の専決処理すべき事項は、次に掲げる

とおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについて

は、あらかじめ地方局長の承認を受けなければならない。

�～�の８ 省略

�の９ １件の設計金額が５，０００万円以下の請負工事の完成検査

又は１回の支払金額が５，０００万円以下の既成部分検査に関する

こと。

�の１０～�の１６ 省略

� 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例第２条

第１項及び第４条第１項の規定に基づく風致地区内における建

築行為等の許可に関すること。

� 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例第２条

第３項及び第４条第２項の規定に基づく国の機関等の風致地区

内における建築行為等の協議に関すること。

� 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例第３条

及び第４条第２項の規定に基づく適用除外及び許可事項等の変

更の通知の受理に関すること。

� 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例第６条

の規定に基づく監督処分に関すること。

� 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例第７条

第１項の規定に基づく立入検査に関すること。

	 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例第８条

の規定に基づく風致を維持するための勧告、助言等に関するこ

と。


 愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規

則第５条の規定に基づく風致地区内行為完了届出書の受理に関

すること。

２ 前項本文の規定にかかわらず、東予地方局四国中央土木事務所

長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１３号の８２まで及び

第１４号から第３３号 までに掲げるとおりとし、東予地方局今治

土木事務所長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１１号ま

で、第１１号の３から第１１号の７まで、第１１号の９、第１１号 の１０

（同号にあつては、浄化槽の構造上の基準及び浄化槽工事の技術

上の基準に係るものを除く。）、第１１号の１１から第１２号の１１７ま

で、第１３号の１６、第１３号の１７、第１３号の２４、第１３号の８３から第１３

号の１０７まで及び第１５号から第３３号 までに掲げるとおりと

し、中予地方局久万高原土木事務所長、南予地方局大洲土木事務

所長、南予地方局西予土木事務所長及び南予地方局愛南土木事務

所長の専決処理すべき事項は、同項第１号から第１１号まで、第１１

号の３から第１１号の７まで、第１１号の９、第１１号の１０（同号にあ

つては、浄化槽の構造上の基準及び浄化槽工事の技術上の基準に

係るものを除く。）、第１１号の１１から第１２号の１１７まで、第１３号の

１６、第１３号の１７、第１３号の２４及び第１５号から第３３号 までに掲

げるとおりとする。

３・４ 省略
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�愛媛県訓令第６号
地 方 局

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

１～３

省略

１～３

省略

４ 人事

管理に

関する

事務

１・２ 省略 ４ 人事

管理に

関する

事務

１・２ 省略

３ 所属職員の扶養手当及び児童手当

の認定並びに単身赴任

手当の決定に関すること。

○ ３ 所属職員の扶養手当、児童手当及

び子ども手当の認定並びに単身赴任

手当の決定に関すること。

○

５～１１

省略

５～１１

省略

備考 省略

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する総務企画部関係事務に係る特定決裁事項

備考 省略

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する総務企画部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者

局

長

専決者

部

長

課

長

課

長

補

佐

部

長

課

長

総

務

県

民

課

１ 省略 １ 省略 ○ 総

務

県

民

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ６ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ７ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 ○ １２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 ○ １３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 ○ １４ 省略 １ 省略 ○

１５ 省略 １ 省略 ○ １５ 省略 １ 省略 ○

１６ 省略 １ 省略 ○ １６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１７ 省略 １ 省略 ○ １７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１８ 省略 １ 省略 ○ １８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○
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３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１９ 省略 １ 省略 ○ １９ 省略 １ 省略 ○

２０ 省略 １ 省略 ○ ２０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

２１ 省略 １ 省略 ○ ２１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

２２ 省略 １ 省略 ○ ２２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

２３ 省略 １ 省略 ○ ２３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

２４ 省略 １ 省略 ○ ２４ 省略 １ 省略 ○

２５ 省略 １ 省略 ○ ２５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

２６ 省略 １ 省略 ○ ２６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○
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１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

２７ 省略 １ 省略 ○ ２７ 省略 １ 省略 ○

２８ 省略 １ 省略 ○ ２８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

２９ 省略 １ 省略 ○ ２９ 省略 １ 省略 ○

３０ 消費

者安全

法の施

行に関

する事

務

１ 報告の徴収及び立入調査等

（第４５条第１項

）

○ ３０ 消費

者安全

法の施

行に関

する事

務

１ 報告の徴収及び立入調査等

（第２２条第１項、第２３条、消費

者安全法施行令第９条第１項）

○

３１ 省略 １ 省略 ３１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

３２ 省略 １ 省略 ３２ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

３３ 省略 １ 省略 ３３ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○
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３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

３４ 省略 １ 省略 ○ ３４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

３５ 省略 １ 省略 ○ ３５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３６ 省略 １ 省略 ○ ３６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

３７ 省略 １ 省略 ○ ３７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３８ 省略 １ 省略 ○ ３８ 省略 １ 省略 ○

３９ 省略 １ 省略 ○ ３９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

４０ 省略 １ 省略 ４０ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 � 省略

ア 省略 ○ ア 省略 ○

イ 省略 ○ イ 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

４１ 省略 １ 省略 ○ ４１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

４２ 省略 １ 省略 ４２ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

１４９



� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

４３ 液化

石油ガ

スの保

安の確

保及び

取引の

適正化

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ○ ４３ 液化

石油ガ

スの保

安の確

保及び

取引の

適正化

に関す

る法律

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ９ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１０ 省略 １０ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 １４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 立入検査等（第８３条第３項

、第４項）

○ １７ 立入検査等（第８３条第１項、

第３項、第４項）

○

１８ 液化石油ガス器具等の提出命

令（第８３条の２第１項）

○

１８ 省略 ○ １９ 省略 ○

１９ 省略 ○ ２０ 省略 ○

４４ ガス

事業法

の施行

に関す

る事務

１ 監督処分に関すること。

� 報告の徴収（第４６条第１

項）

○

	 立入検査（第４７条第１項） ○


 ガス用品の提出命令（第４７

条の２第１項）

○

４４ 省略 １ 省略 ４５ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○
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１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

備考 １ 東予地方局においては、この表３５の部から４４の部ま

でに掲げる事務については、同表組織名の欄中「総務

県民課」とあるのは「消防防災安全室」とし、同表決

裁区分の欄中「課長」とあるのは「室長」として、同

表の規定を適用する。

２ 総務県民室においては、この表３の部１の項、３の

項及び４の項、４の部、６の部２の項�から�まで及

び３の 項、７の 部１の 項�及 び３の 項、１０の 部２の

項、４の項から６の項まで及び８の項から１０の項ま

で、１３の 部１の 項、３１の 部１の 項�、３２の 部１の 項

�、３４の部１の項、３６の部、３７の部２の項並びに３９の

部２の項に掲げる事務については、同表組織名の欄中

「総務県民課」とあるのは「総務県民室」とし、同表

決裁区分の欄中「課長」とあるのは「室長」とし、

「課長補佐」とあるのは「主幹」として、同表の規定

を適用する。

３ 省略

備考 １ 東予地方局においては、この表３５の部から４５の部ま

でに掲げる事務については、同表組織名の欄中「総務

県民課」とあるのは「消防防災安全室」とし、同表決

裁区分の欄中「課長」とあるのは「室長」として、同

表の規定を適用する。

２ 総務県民室においては、この表３の部１の項、３の

項及び４の項、４の部、６の部２の項�から�まで及

び３の 項、７の 部１の 項�及 び３の 項、１０の 部２の

項、４の項から６の項まで及び８の項から１０の項ま

で、１３の 部１の 項、３１の 部１の 項�、３２の 部１の 項

�、３４の部１の項、３６の部、３７の部２の項並びに３９の

部２の項に掲げる事務については、同表組織名の欄中

「総務県民課」とあるのは「総務県民室」とし、同表

決裁区分の欄中「課長」とあるのは「室長」とし、

「課長補佐」とあるのは「主幹」として、同表の規定

を適用する。

３ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

地

域

政

策

課

１ 省略 地

域

政

策

課

１ 省略

２ 管内

の地域

振興に

関する

事務

１・２ 省略 ２ 管内

の地域

振興に

関する

事務

１・２ 省略

３ 長期計画の地域別計画 に

関すること。

○ ３ 地域振興重点化プログラムに

関すること。

○

４ 省略 ４ 省略

３～１０

省略

３～１０

省略

備考 省略 備考 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

税

務

課

１ 省略 １ 省略 ○ 税

務

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○
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５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ５ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ８ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

備考 １・２ 省略

３ 税務室においては、この表２の部、３の部（５の項

�を除く。）、４の部及び５の部６の項に掲げる事務

については、同表組織名の欄中「税務課」とあるのは

「税務室」とし、同表決裁区分の欄中「課長」とあ

り、及び「主幹」とあるのは「室長」として、同表の

規定を適用する。

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

備考 １・２ 省略

３ 税務室においては、この表２の部、３の部（５の項

�を除く。）、４の部及び５の部６の項に掲げる事務

については、同表組織名の欄中「税務課」とあるのは

「税務室」とし、同表決裁区分の欄中「課長」とあ

り、及び「主幹」とあるのは「室長」として、同表の

規定を適用する。

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

地

域

福

祉

課

１ 省略 １ 省略 地

域

福

祉

課

１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

１８ 省略 ○ １８ 省略 ○

１９ 省略 ○ １９ 省略 ○

２０ 省略 ○ ２０ 省略 ○

２１ 省略 ○ ２１ 省略 ○

２２ 省略 ○ ２２ 省略 ○

２３ 省略 ○ ２３ 省略 ○

２４ 省略 ○ ２４ 省略 ○

３ 障害

者の日

常生活

及び社

会生活

１ 自立支援給付対象サービス等

（ 精神通院医療に

係るものを除く。）の関係者に

対する報告の徴収（第１１条第１

項、第２項）

○ ３ 障害

者自立

支援法

及び社

会生活

１ 自立支援給付対象サービス等

（育成医療及び精神通院医療に

係るものを除く。）の関係者に

対する報告の徴収（第１１条第１

項、第２項）

○
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を総合

的に支

援する

ための

法律の

施行に

関する

事務

２ 省略 ○ を総合

的に支

援する

ための

法律の

施行に

関する

事務

２ 省略 ○

３ 指定障害福祉サービス事業者

に関すること。

３ 指定障害福祉サービス事業者

に関すること。

� 省略 ○ � 省略 ○

� 中核市の市長が行う指定又

は指定の更新に対する同意

（第３６条第１項、第４１条第４

項、地方自治法施行令第１７４条

の４９の１２第２項 ）

○ � 中核市の市長が行う指定又

は指定の更新に対する同意

（第３６条第１項、第４１条第４

項、地方自治法施行令第１７４条

の４９の１２の２第２項）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 指定障害者支援施設に関する

こと。

４ 指定障害者支援施設に関する

こと。

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 聴聞決定予定日の通知（第

３６条第３項第９号、第３８条第

３項）

○ � 聴聞決定予定日の通知（第

３６条第３項第９号、第３８条第

３項）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

５ 指定一般相談支援事業者に関

すること。

５ 指定一般相談支援事業者に関

すること。

� 指定（第５１条の１４第１項） ○ � 指定（第５４条の１４第１項） ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 市町が設置する障害者支援施

設に関すること。

８ 市町が設置する障害者支援施

設に関すること。

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 休止又は廃止の届出の受理

（障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するため

の法律施行令（�において

「障害者総合支援法施行令」

と い う。）第４３条 の７第１

項）

○ � 休止又は廃止の届出の受理

（障害者自立支援法施行令

第４３条の７第１

項）

○

� 変更の報告の受理（障害者

総合支援法施行令第４３条の７

第２項）

○ � 変更の報告の受理（障害者

自立支援法施行令第４３条の７

第２項）

○

９ 指定障害福祉サービス等及び

基準該当障害福祉サービスに要

する費用の額の算定に係る届出

の受理及び認定（障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定

障害福祉サービス等及び基準該

当障害福祉サービスに要する費

用の額の算定に関する基準（平

成１８年９月厚生労働省告示第５２３

号）別表）

○ ９ 指定障害福祉サービス等及び

基準該当障害福祉サービスに要

する費用の額の算定に係る届出

の受理及び認定（障害者自立支

援法に基づく指定障害福祉サー

ビス等及び基準該当障害福祉サ

ービスに要する費用の額の算定

に関する基準

（平

成１８年９月厚生労働省告示第５２３

号）別表）

○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

４ 身体

障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 市町村相互間の連絡調整、市

町村に対する情報の提供その他

必要な援助（第１０条第１項第１

号）

○ ４ 身体

障害者

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 市町 相互間の連絡調整、市

町 に対する情報の提供その他

必要な援助（第１０条第１項第１

号）

○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 身体障害者生活訓練等事業等

に関すること。

３ 身体障害者生活訓練等事業等

に関すること。
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 当該職員の証明書の交付

（第３９条第３項）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ７ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 ８ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

９ 省略 ９ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１０ 省略 １０ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 ○ １２ 省略 １ 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 ○ １３ 省略 １ 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 ○ １４ 省略 １ 省略 ○

１５ 省略 １ 省略 ○ １５ 省略 １ 省略 ○

１６ 省略 １ 省略 ○ １６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１７ 省略 １ 省略 ○ １７ 省略 １ 省略 ○

１８ 省略 １ 省略 ○ １８ 省略 １ 省略 ○

１９ 省略 １ 省略 ○ １９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

２０ 省略 １ 省略 ○ ２０ 省略 １ 省略 ○

２１ 省略 １ 省略 ○ ２１ 省略 １ 省略 ○

２２ 省略 １ 省略 ○ ２２ 省略 １ 省略 ○

２３ 介護

保険法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ○ ２３ 介護

保険法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 ８ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

９ 省略 ９ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

１０ 省略 １０ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 １２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 １４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１５ 省略 １５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○
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１７ 介護員養成研修事業者に関す

ること

。

１７ 介護員養成研修事業者に関す

ること（介護職員基礎研修課程

に係るものを除く。）。

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 指定の取消し（政令第３条

第３項）

○

２４ 省略 １ 省略 ○ ２４ 省略 １ 省略 ○

２５ 省略 １ 省略 ２５ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２６ 省略 １ 省略 ２６ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２７ 省略 １ 省略 ２７ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２８ 社会

福祉士

及び介

護福祉

士法の

施行に

関する

事務

１ 省略 ２８ 社会

福祉士

及び介

護福祉

士法の

施行に

関する

事務

１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 認定特定行為業務従事者に関

すること。

２ 認定特定行為業務従事者に関

すること。

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 認定特定行為業務従事者認

定証の再交付等（社会福祉士

及び介護福祉士法施行規則附

則第８条 ）

○ � 認定特定行為業務従事者認

定証の再交付等（社会福祉士

及び介護福祉士法施行規則附

則第８条第１項、第２項）

○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

１６３



２９ 省略 １ 省略 ○ ２９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

備考 福祉室においては、この表組織名の欄中「地域福祉課」

とあるのは「福祉室」とし、同表決裁区分の欄中「課長」

とあり、及び「主幹」とあるのは「室長」として、同表２

の部１の項から５の項まで、１１の項、１４の項及び１６の項か

ら２０の項までの規定を適用する。

備考 福祉室においては、この表組織名の欄中「地域福祉課」

とあるのは「福祉室」とし、同表決裁区分の欄中「課長」

とあり、及び「主幹」とあるのは「室長」として、同表２

の部１の項から５の項まで、１１の項、１４の項及び１６の項か

ら２０の項までの規定を適用する。

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

健

康

１～５

省略

健

康

１～５

省略

増

進

課

６ 障害

者の日

常生活

及び社

会生活

を総合

的に支

援する

ための

法律の

施行に

関する

事務

１ 省略 増

進

課

６ 障害

者自立

支援法

の

施行に

関する

事務

１ 省略

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

産

業

振

興

課

１～１２

省略

産

業

振

興

課

１～１２

省略

１３ 愛媛

県みつ

ばち転

飼条例

の施行

に関す

る事務

１ みつばちの転飼許可（第３条

第１項）

○

２ 危険防止その他の指示（第８

条）

○

３ 報告及び検査（第９条） ○

４ 許可の取消し等（第１０条） ○

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

１７ 省略 １８ 省略

１８ 省略 １９ 省略

１９ 省略 ２０ 省略
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備考 東予地方局今治支局及び南予地方局八幡浜支局において

は、この表９の部１の項、１０の部１の項並びに１７の部１の

項及び２の項に掲げる事務については、同表組織名の欄中

「産業振興課」とあるのは「地域農業室」とし、同表決裁

区分の欄中「課長」とあるのは「室長」として、同表の規

定を適用する。

備考 東予地方局今治支局及び南予地方局八幡浜支局において

は、この表９の部１の項、１０の部１の項並びに１８の部１の

項及び２の項に掲げる事務については、同表組織名の欄中

「産業振興課」とあるのは「地域農業室」とし、同表決裁

区分の欄中「課長」とあるのは「室長」として、同表の規

定を適用する。

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

農

村

整

備

課

１ 省略 １ 省略 ○ 農

村

整

備

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 土地

改良事

業に関

する事

業

１ 省略 ２ 土地

改良事

業に関

する事

業

１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ １件の設計金額が５，０００万円未

満の工事の完成検査又は１回の

支払金額が５，０００万円未満の既成

部分の検査に関すること。

５ １件の設計金額が５，０００万円以

下の工事の完成検査又は１回の

支払金額が５，０００万円以下の既成

部分の検査に関すること。

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 １０ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○
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４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

１８ 省略 ○ １８ 省略 ○

１９ 省略 ○ １９ 省略 ○

２０ 省略 ○ ２０ 省略 ○

２１ 省略 ○ ２１ 省略 ○

２２ 省略 ○ ２２ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○
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備考 １ 省略

２ 支局の農村整備課、農村整備第一課及び農村整備第

二課においては、この表２の部、３の部、４の部２の

項から６の項まで及び１１の項から１９の項まで並びに５

の部から７の部までの規定を適用する。

備考 １ 省略

２ 支局の農村整備課、農村整備第一課及び農村整備第

二課においては、この表２の部、３の部、４の部３の

項から７の項まで及び１２の項から１９の項まで並びに５

の部から７の部までの規定を適用する。

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

森

林

林

業

課

１ 省略 １ 省略 ○ 森

林

林

業

課

１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

２ 森林

法の施

行に関

する事

務

１ 省略 ○ ２ 森林

法の施

行に関

する事

務

１ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 保安林等に関する許可及び届

出の処理（第３４条第１項、第２

項、第８項から第１０項まで、第

４４条、森林法施行規則第６０条第

１項第５号 から第９号ま

で、第６３条第１項第３号 、

第４号）

○ １６ 保安林等に関する許可及び届

出の処理（第３４条第１項、第２

項、第８項から第１０項まで、第

４４条、森林法施行規則第２２条の

８第１項第５号から第９号ま

で、第２２条の１１第１項第３号、

第４号）

○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

１８ 省略 ○ １８ 省略 ○

１９ 省略 ○ １９ 省略 ○

２０ 省略 ○ ２０ 省略 ○

２１ 省略 ○ ２１ 省略 ○

２２ 省略 ○ ２２ 省略 ○

２３ 保安林等に係る国の機関との

協議（森林法施行規則第６０条第

１項第１０号、第６３条第１項第５

号 ）

○ ２３ 保安林等に係る国の機関との

協議（森林法施行規則第２２条の

８第１項第１０号、第２２条の１１第

１項第５号）

○

３ 森林

組合法

の施行

１ 省略 ○ ３ 森林

組合法

の施行

１ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○
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に関す

る事務

４ 森林組合及び生産森林組合の

定款変更の認可（第６１条第２

項、第１００条第２項）

○ に関す

る事務

４ 森林組合及び生産森林組合の

定款変更の認可（第６１条第２

項、第１００条 ）

○

５ 森林組合及び生産森林組合の

定款変更の届出の受理（第６１条

第４項、第１００条第２項）

○

４ 治山

・林道

事業に

関する

事務

１ 省略 ４ 治山

・林道

事業に

関する

事務

１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ １件の設計金額が５億円以上

の県営の治山工事及び林道工事

に関すること。

４ １件の設計金額が５億円以上

の県営の治山工事及び林道工事

に関すること。

� １件の支払金額が１，５００万円

以上５，０００万円未満の工事の既

成部分検査

○ � １件の支払金額が１，５００万円

以上５，０００万円以下の工事の既

成部分検査

○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ９ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ５ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ６ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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７ 省略 １ 省略 ７ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ９ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○
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２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 ○ １２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 ○ １３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 ○ １４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１５ 省略 １ 省略 ○ １５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

１６ 省略 １ 省略 ○ １６ 省略 １ 省略 ○

１７ 省略 １ 省略 ○ １７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

１８ 省略 １ 省略 ○ １８ 省略 １ 省略 ○

１９ 省略 １ 省略 ○ １９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

備考 省略 備考 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

水

産

課

１～９

省略

水

産

課

１～９

省略

１０ 漁港

漁場整

備に関

する事

務

１～３ 省略 １０ 漁港

漁場整

備に関

する事

務

１～３ 省略

４ 漁港施設の１件の設計金額が

５，０００万円未満の工事の完成検査

（別に指定するものを除く。）

及び１回の支払金額が５，０００万円

未満の工事の既成部分検査に関

すること。

○ ４ 漁港施設の１件の設計金額が

５，０００万円以下の工事の完成検査

（別に指定するものを除く。）

及び１回の支払金額が５，０００万円

以下の工事の既成部分検査に関

すること。

○
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５ 水産振興施設設置事業（建造

構造物に係るものを除く。）の

１件の設計金額が５，０００万円未満

の工事の完成検査（別に指定す

るものを除く。）及び１回の支

払金額が５，０００万円未満の工事の

既成部分検査に関すること。

○ ５ 水産振興施設設置事業（建造

構造物に係るものを除く。）の

１件の設計金額が５，０００万円以下

の工事の完成検査（別に指定す

るものを除く。）及び１回の支

払金額が５，０００万円以下の工事の

既成部分検査に関すること。

○

１１～１５

省略

１１～１５

省略

備考 省略

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

備考 省略

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

管

理

課

１～２９

省略

管

理

課

１～２９

省略

３０ 愛媛

県立都

市公園

条例の

施行に

関する

事務

１～３ 省略 ３０ 愛媛

県立都

市公園

条例の

施行に

関する

事務

１～３ 省略

４ 使用料の減免（第１４条） ○ ４ 使用料の減免（第１４条） ○

５ 省略 ５ 省略

３１ 省略 ３１ 省略

３２ 愛媛

県風致

地区内

におけ

る建築

等の規

制に関

する条

例の施

行に関

する事

務

１ 風致地区内における建築行為

等の許可（第２条第１項、第４

条第１項）

○

２ 国の機関等の風致地区内にお

ける建築行為等の協議（第２条

第３項、第４条第２項）

○

３ 適用除外及び許可事項等の変

更の通知の受理（第３条、第４

条第２項）

○

４ 監督処分（第６条） ○

５ 立入検査（第７条第１項） ○

６ 風致を維持するための勧告、

助言等（第８条）

○

７ 風致地区内行為完了届出書の

受理（愛媛県風致地区内におけ

る建築等の規制に関する条例施

行規則第５条）

○

３２ 省略 ３３ 省略

３３ 省略 ３４ 省略

３４ 省略 ３５ 省略

３５ 省略 ３６ 省略

３６ 省略 ３７ 省略

３７ 省略 ３８ 省略
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備考 中予地方局においては、この表３５の部及び３６の部に掲げ

る事務については、同表組織名の欄中「管理課」とあるの

は、「建築指導課」として、同表の規定を適用する。

備考 中予地方局においては、この表３６の部及び３７の部に掲げ

る事務については、同表組織名の欄中「管理課」とあるの

は、「建築指導課」として、同表の規定を適用する。

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

建

設

企

画

課

１ 一般

土木工

事の執

行に関

する事

務

１・２ 省略 建

設

企

画

課

１ 一般

土木工

事の執

行に関

する事

務

１・２ 省略

３ １件の設計金額が５，０００万円未

満の請負工事の完成検査又は１

回の支払金額が５，０００万円未満の

既成部分検査に関すること。

○ ３ １件の設計金額が５，０００万円以

下の請負工事の完成検査又は１

回の支払金額が５，０００万円以下の

既成部分検査に関すること。

○

２・３

省略

２・３

省略

備考 省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

備考 省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

専決者
所

長

専決

者課

長

主

幹 課長

用

地

管

理

課

１ 省略 １ 省略 用

地

管

理

課

１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○
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２ 省略 １ 省略 ２ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ○ ３ 省略 １ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ５ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ６ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ７ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○
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２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ○ ９ 省略 １ 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 ○ １２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

１８ 省略 ○ １８ 省略 ○

１９ 省略 ○ １９ 省略 ○

２０ 省略 ○ ２０ 省略 ○

２１ 省略 ２１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 ○ １３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 ○ １４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○
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１５ 省略 １ 省略 ○ １５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１６ 省略 １ 省略 ○ １６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

１７ 省略 １ 省略 ○ １７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１８ 省略 １ 省略 ○ １８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

１９ 省略 １ 省略 ○ １９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

２０ 省略 １ 省略 ○ ２０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

１７５



８ 省略 ○ ８ 省略 ○

２１ 省略 １ 省略 ２１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

２２ 省略 １ 省略 ○ ２２ 省略 １ 省略 ○

２３ 省略 １ 省略 ○ ２３ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

２４ 省略 １ 省略 ○ ２４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

２５ 省略 １ 省略 ○ ２５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

２６ 省略 １ 省略 ○ ２６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○
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９ 省略 ○ ９ 省略 ○

２７ 省略 １ 省略 ２７ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

２８ 省略 １ 省略 ○ ２８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

２９ 省略 １ 省略 ○ ２９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３０ 省略 １ 省略 ○ ３０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

３１ 省略 １ 省略 ○ ３１ 省略 １ 省略 ○

３２ 省略 １ 省略 ○ ３２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３３ 省略 １ 省略 ３３ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３４ 省略 １ 省略 ○ ３４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３５ 愛媛

県立都

市公園

条例の

施行に

関する

事務

１ 省略 ○ ３５ 愛媛

県立都

市公園

条例の

施行に

関する

事務

１ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 使用料の減免（第１４条） ○

５ 省略 ○ ４ 省略 ○

３６ 省略 １ 省略 ○ ３６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

１８ 省略 ○ １８ 省略 ○

１９ 省略 ○ １９ 省略 ○

３７ 省略 １ 省略 ○ ３７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３８ 愛媛

県風致

地区内

におけ

る建築

等の規

制に関

する条

例の施

行に関

する事

務

１ 風致地区内における建築行為

等の許可（第２条第１項、第４

条第１項）

○

２ 国の機関等の風致地区内にお

ける建築行為等の協議（第２条

第３項、第４条第２項）

○

３ 適用除外及び許可事項等の変

更の通知の受理（第３条、第４

条第２項）

○

４ 監督処分（第６条） ○

５ 立入検査（第７条第１項） ○

６ 風致を維持するための勧告、

助言等（第８条）

○
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７ 風致地区内行為完了届出書の

受理（愛媛県風致地区内におけ

る建築等の規制に関する条例施

行規則第５条）

○

３８ 省略 １ 省略 ○ ３９ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

１２ 省略 ○ １２ 省略 ○

１３ 省略 ○ １３ 省略 ○

１４ 省略 ○ １４ 省略 ○

１５ 省略 ○ １５ 省略 ○

１６ 省略 ○ １６ 省略 ○

１７ 省略 ○ １７ 省略 ○

１８ 省略 ○ １８ 省略 ○

１９ 省略 ○ １９ 省略 ○

２０ 省略 ○ ２０ 省略 ○

２１ 省略 ○ ２１ 省略 ○

２２ 省略 ○ ２２ 省略 ○

２３ 省略 ○ ２３ 省略 ○

２４ 省略 ○ ２４ 省略 ○

２５ 省略 ○ ２５ 省略 ○

２６ 省略 ○ ２６ 省略 ○

３９ 省略 １ 省略 ○ ４０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 省略 ○ １０ 省略 ○

１１ 省略 ○ １１ 省略 ○

４０ 省略 １ 省略 ○ ４１ 省略 １ 省略 ○

４１ 省略 １ 省略 ○ ４２ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

４２ 省略 １ 省略 ４３ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

４３ 省略 １ 省略 ○ ４４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○
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８ 省略 ○ ８ 省略 ○

４４ 省略 １ 省略 ４５ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４５ 省略 １ 省略 ○ ４６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

４６ 省略 １ 省略 ○ ４７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

４７ 省略 １ 省略 ○ ４８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

４８ 省略 １ 省略 ４９ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４９ 省略 １ 省略 ○ ５０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

５０ 省略 １ 省略 ５１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

５１ 省略 １ 省略 ○ ５２ 省略 １ 省略 ○

備考 １ 東予地方局今治土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から

４の部まで、５の部２の項�から�まで、３の項及び

４の項、６の部から９の部まで、１２の部から３６の部ま

で、３８の部から３９の部まで、４２の部１の項並びに５１の

部に掲げる事務については「管理課」と、同表１０の部

及び１１の部に掲げる事務については「用地課」とし

て、同表の規定を適用する。

２・３ 省略

４ 南予地方局大洲土木事務所及び南予地方局西予土木

事務所においては、この表組織名の欄中「用地管理

課」とあるのは、同表１の部から４の部まで、５の部

２の項�から�まで、３の項及び４の項、６の部から

９の部まで、１２の部から３６の部まで、４２の部１の項並

びに５１の部 に掲げる事務については「事業管

理課」と、同表１０の部及び１１の部に掲げる事務につい

ては「用地課」として、同表の規定を適用する。

５ 南予地方局八幡浜土木事務所においては、この表組

織名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部か

ら９の部まで及び１２の部から５１の部までに掲げる事務

については「管理課」と、同表１０の部及び１１の部に掲

げる事務については「用地課」として、同表の規定を

適用する。

備考 １ 東予地方局今治土木事務所においては、この表組織

名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部から

４の部まで、５の部２の項�から�まで、３の項及び

４の項、６の部から９の部まで、１２の部から３６の部ま

で、３８の部から４０の部まで、４３の部１の項並びに５２の

部に掲げる事務については「管理課」と、同表１０の部

及び１１の部に掲げる事務については「用地課」とし

て、同表の規定を適用する。

２・３ 省略

４ 南予地方局大洲土木事務所及び南予地方局西予土木

事務所においては、この表組織名の欄中「用地管理

課」とあるのは、同表１の部から４の部まで、５の部

２の項�から�まで、３の項及び４の項、６の部から

９の部まで、１２の部から３６の部まで、３８の部、４３の部

１の項並びに５２の部に掲げる事務については「事業管

理課」と、同表１０の部及び１１の部に掲げる事務につい

ては「用地課」として、同表の規定を適用する。

５ 南予地方局八幡浜土木事務所においては、この表組

織名の欄中「用地管理課」とあるのは、同表１の部か

ら９の部まで及び１２の部から５２の部までに掲げる事務

については「管理課」と、同表１０の部及び１１の部に掲

げる事務については「用地課」として、同表の規定を

適用する。

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所長

専決

者 所長

専決

者

課長 課長

建

設

課

１ 一般

土木工

事の執

行に関

する事

務

１・２ 省略 建

設

課

１ 一般

土木工

事の執

行に関

する事

務

１・２ 省略

３ １件の設計金額が５，０００万円未

満の請負工事の完成検査又は１

回の支払金額が５，０００万円未満の

既成部分検査に関すること。

○ ３ １件の設計金額が５，０００万円以

下の請負工事の完成検査又は１

回の支払金額が５，０００万円以下の

既成部分検査に関すること。

○

２・３

省略

２・３

省略

備考 省略 備考 省略
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第７号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令

（愛媛県保健所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（事務の委任）

第４条 省略

２ 松山市の区域における次に掲げる事務は、中予保健所長に委任

する。

�～� 省略

� 別表健康増進課の表２の部に掲げる精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）の施行に関する事

務

�～� 省略

３ 第１項の規定にかかわらず、四国中央市の区域における次に掲

げる事務は、西条保健所長に委任する。

�・� 省略

� 別表環境保全課の表３の部に掲げる廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（昭和４５年法律第１３７号）の施行に関する事務（同

部１の項第１号の設置及び変更の許可、同項第２号の使用前検

査、同項第７号の欠格事由に係る届出の受理、同項第８号の許

可の取消し、改善命令及び使用停止命令、同項第９号の譲受け

又は借受けの許可、同項第１０号の設置法人の合併又は分割の認

可、同部３の項第１号の設置及び変更の許可、同項第２号の使

用前検査、同項第３号の許可の取消し、改善命令及び使用停止

命令、同項第９号の欠格事由に係る届出の受理、同項第１０号の

譲受け又は借受けの許可、同項第１１号の設置法人の合併又は分

割の認可、同項第１４号の意見聴取、同項第１５号の意見の受理、

同部６の項の産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収

集運搬業の許可に関するもの、同部７の項の産業廃棄物処分業

及び特別管理産業廃棄物処分業の許可に関するもの、同部８の

項の産業廃棄物再生利用業に関するもの、同部１０の項 の廃

棄物が地下にある土地の形質の変更に関するもの並びに同部１３

の項の監督に関するものに限る。）

�～	 省略

４ 省略

別表（第４条、第６条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

（事務の委任）

第４条 省略

２ 松山市の区域における次に掲げる事務は、中予保健所長に委任

する。

�～� 省略

� 別表健康増進課の表１の部に掲げる精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）の施行に関する事

務

�～� 省略

３ 第１項の規定にかかわらず、四国中央市の区域における次に掲

げる事務は、西条保健所長に委任する。

�・� 省略

� 別表環境保全課の表３の部に掲げる廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（昭和４５年法律第１３７号）の施行に関する事務（同

部１の項第１号の設置及び変更の許可、同項第２号の使用前検

査、同項第７号の欠格事由に係る届出の受理、同項第８号の許

可の取消し、改善命令及び使用停止命令、同項第９号の譲受け

又は借受けの許可、同項第１０号の設置法人の合併又は分割の認

可、同部３の項第１号の設置及び変更の許可、同項第２号の使

用前検査、同項第３号の許可の取消し、改善命令及び使用停止

命令、同項第９号の欠格事由に係る届出の受理、同項第１０号の

譲受け又は借受けの許可、同項第１１号の設置法人の合併又は分

割の認可、同項第１４号の意見聴取、同項第１５号の意見の受理、

同部６の項の産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収

集運搬業の許可に関するもの、同部７の項の産業廃棄物処分業

及び特別管理産業廃棄物処分業の許可に関するもの、同部８の

項の産業廃棄物再生利用業に関するもの並びに同部１０の項の廃

棄物が地下にある土地の形質の変更に関するもの並びに同部１３

の項の監督に関するものに限る。）

�～	 省略

４ 省略

別表（第４条、第６条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

課

長

主

幹

所

長

課

長

企 １ 省略 １ 省略 企 １ 省略 １ 省略
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画

課

� 省略 ○ 画

課

� 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

２ 省略 １ 省略 ○ ２ 省略 １ 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ３ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ○ ４ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ○ ５ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ○ ６ 省略 １ 省略 ○
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７ 省略 １ 省略 ７ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

９ 覚せ
�

い
�

剤取

締法（

昭和２６

年法律

第２５２

号）の

施行に

関する

事務

１ 覚せい剤原料の廃棄の届出の処

理（第３０条の１３）

○ ９ 覚せ
�

い
�

剤取

締法（

昭和２６

年法律

第２５２

号）の

施行に

関する

事務

２ 省略 ○ １ 省略 ○

３ 省略 ○ ２ 省略 ○

１０ 麻薬

及び向

精神薬

取締法

（昭和

１ 省略 ○ １０ 麻薬

及び向

精神薬

取締法

（昭和

１ 省略 ○

２ 麻薬の廃棄の届出の処理（第２９

条）

○ ２ 麻薬の廃棄の立会い （第２９

条）

○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○
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２８年法

律第１４

号）の

施行に

関する

事務

２８年法

律第１４

号）の

施行に

関する

事務

１１ 省略 １ 省略 ○ １１ 省略 １ 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 １２ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 ○ １３ 省略 １ 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 １４ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１５ 薬事

法（昭

和３５年

法律第

１４５号）

の施行

に関す

る事務

１ 省略 １５ 薬事

法（昭

和３５年

法律第

１４５号）

の施行

に関す

る事務

１ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 薬局製造販売医薬品に関するこ

と。

２ 薬局製造販売医薬品に関するこ

と。
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 製造販売の承認の承継の届出

の受理（第１４条の８第３項、第

８１条、政令第８０条第１項）

○

� 省略 ○ 	 省略 ○


 製造管理者の製造所以外の場

所で薬事に関する実務に従事す

る場合の許可（第７条第３項た

だ し 書、第１７条 第４項、第８１

条、政令第８０条第２項）

○

	 省略 ○ � 省略 ○


 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○  省略 ○

� 製造販売業者に対する製造管

理又は品質管理の改善命令等

（第７２条第２項、第８１条、政令

第８０条第２項）

○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○  省略 ○

３ 省略 ３ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 ４ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ６ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

７ 省略 ７ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

８ 報告の徴収及び立入検査等（動

物用医薬品等に係るものを除

く。）（第６９条第１項から第４項

まで、第７６条の８第１項、改正法

附則第９条第１項、第１１条第１

項）

○ ８ 報告の徴収及び立入検査等（動

物用医薬品等に係るものを除

く。）（第６９条第１項から第３項

まで、第７６条の８第１項、改正法

附則第９条第１項、第１１条第１

項）

○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１６ 省略 １ 省略 ○ １６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

１７ 省略 １ 省略 ○ １７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１８ 省略 １ 省略 １８ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１９ 省略 １ 省略 １９ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

２０ 省略 １ 省略 ○ ２０ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

２１ 省略 １ 省略 ○ ２１ 省略 １ 省略 ○
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

課

長

所

長

課

長

健

康

増

進

課

１・２

省略

健

康

増

進

課

１・２

省略

３ 母子

保健法

（昭和

４０年法

律第１４１

号）の

施行に

関する

事務

１ 低体重児の届出の受理（第１８

条）

○

２ 養育医療の給付の決定（第２０条

第１項）

○

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

７ 障害

者自立

支援法

（平成

１７年法

律第１２３

号）の

施行に

関する

事務

１ 自立支援医療費（育成医療に係

るものに限る。）に関すること。

� 障害者等に対する報告の徴収

（第９条 第１項、第１１条 第１

項）

○

� 自立支援給付対象サービスの

関係者に対する報告の徴収及び

立入検査（第１０条第１項、第１１

条第２項）

○

� 官公署に対する資料の請求

（第１２条）

○

� 支給認定（第５３条第１項、第

５４条第２項、第３項）

○

� 申請内容の変更届出の受理

（障害者自立支援法施行令（平

成１８年政令第１０号。以下この部

において「政令」という。）第

３２条第１項）

○

� 医療受給者証の再交付（政令

第３３条第１項）

○

� 支給認定の変更の決定（第５６

条第２項、第４項）

○

� 支給認定の取消し（第５７条第

１項）

○

	 医療受給者証の返還の受理

（第５７条第２項）

○


 支給の決定（第５８条第１項） ○

� 額の決定等（第７３条第１項、

第３項）

○

６ 省略 ８ 省略
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

課

長

主

幹

所

長

課

長

生

活

衛

生

課

１ 食品

衛生法

（昭和

２２年法

律第２３３

号）の

施行に

関する

事務

１ 省略 ○ 生

活

衛

生

課

１ 食品

衛生法

（昭和

２２年法

律第２３３

号）の

施行に

関する

事務

１ 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ５ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

９ 省略 ○ ９ 省略 ○

１０ 集団給食開始等の報告の受理

（食品衛生法施行条例（平成１２年

愛媛県条例第１６号）第６条）

○ １０ 集団給食開始等の報告の受理

（食品衛生法施行条例（平成１２年

愛媛県条例第１６号）第５条）

○

２ 省略 １ 省略 ２ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

３ 省略 １ 省略 ３ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

４ 省略 １ 省略 ４ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

５ 省略 １ 省略 ５ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

６ 省略 １ 省略 ６ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

７ 省略 １ 省略 ○ ７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○
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４ 省略 ○ ４ 省略 ○

５ 省略 ○ ５ 省略 ○

６ 省略 ○ ６ 省略 ○

７ 省略 ○ ７ 省略 ○

８ 省略 ○ ８ 省略 ○

８ 省略 １ 省略 ○ ８ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

９ 省略 １ 省略 ９ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１０ 省略 １ 省略 ○ １０ 省略 １ 省略 ○

１１ 省略 １ 省略 １１ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１２ 省略 １ 省略 １２ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ２ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○

１３ 省略 １ 省略 １３ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○
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� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

	 省略 ○ 	 省略 ○


 省略 ○ 
 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

 省略 ○  省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

１４ 省略 １ 省略 ○ １４ 省略 １ 省略 ○

１５ 省略 １ 省略 １５ 省略 １ 省略

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

� 省略 ○ � 省略 ○

１６ 省略 １ 省略 ○ １６ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

４ 省略 ○ ４ 省略 ○

１７ 省略 １ 省略 ○ １７ 省略 １ 省略 ○

２ 省略 ○ ２ 省略 ○

３ 省略 ○ ３ 省略 ○

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

課

長

所

長

課

長

環

境

保

全

課

１・２

省略

環

境

保

全

課

１・２

省略

３ 廃棄

物の処

理及び

清掃に

関する

１～５ 省略 ３ 廃棄

物の処

理及び

清掃に

関する

１～５ 省略

６ 産業廃棄物収集運搬業及び特別

管理産業廃棄物収集運搬業の許可

に関すること。

６ 産業廃棄物収集運搬業及び特別

管理産業廃棄物収集運搬業の許可

に関すること。

�～� 省略 �～� 省略
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（愛媛県立衛生環境研究所処務規程の一部改正）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所処務規程（昭和２８年愛媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（分掌事務）

第２条 課及びセンター並びに室並びに係及び科の分掌事務は、次

のとおりとする。

省略

衛生研究課

微生物試験室

細菌科

� 病原性細菌の試験検査及び調査研究に関すること。

� 食品及び環境の細菌学的な試験検査及び調査研究に関

すること。

� 寄生虫及び衛生動物の試験検査及び調査研究に関する

こと。

（分掌事務）

第２条 課及びセンター並びに室並びに係及び科の分掌事務は、次

のとおりとする。

省略

衛生研究課

微生物試験室

細菌科

� 病原性細菌の検査及び研究 に関すること。

� 食品及び環境の細菌学的検査及び研究 に関

すること。

� 実験用動物の飼養管理及び研究に関すること。

� 電子顕微鏡学的検査及び研究に関すること。

改 正 後 改 正 前

法律（

昭和４５

年法律

第１３７

号）の

施行に

関する

事務

� 許可の取消し又は事業の停止

命令（第１４条の３、第１４条の３

の２、第１４条の６）

○ 法律（

昭和４５

年法律

第１３７

号）の

施行に

関する

事務

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略

７ 産業廃棄物処分業及び特別管理

産業廃棄物処分業の許可に関する

こと。

７ 産業廃棄物処分業及び特別管理

産業廃棄物処分業の許可に関する

こと。

�～
 省略 �～
 省略

� 許可の取消し又は事業の停止

命令（第１４条の３、第１４条の３

の２、第１４条の６）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略

８～１２ 省略 ８～１２ 省略

１３ 監督に関すること。

� 改善命令（第１９条の３第２

号）

○

� 措置命令（第１９条の４第２

項、第１９条の５、第１９条の６、

第１９条の１０）

○

１４ 省略 １３ 省略

１５ 省略 １４ 省略

４～１７

省略

４～１７

省略

備考 省略 備考 省略
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� 省略

� 保健所その他試験検査機関（以下「保健所等」という。）

の行う細菌学的試験検査に対する指導に関すること。

� 細菌学的試験検査に係る検査技術者の指導育成に関す

ること。

� その他細菌学的な試験検査及び調査研究に関すること。

ウイルス科

� ウイルス及びリケツチアの試験検査及び調査研究に関

すること。

� 実験用動物の飼養管理及び調査研究に関すること。

� 電子顕微鏡学的な試験検査及び調査研究に関すること。

� 省略

� 保健所等の行うウイルス学的試験検査に対する指導に

関すること。

� ウイルス学的試験検査に係る検査技術者の指導育成に

関すること。

� その他ウイルス学的な試験検査及び調査研究に関する

こと。

疫学情報科

� 保健情報の収集及び解析に関すること。

� 血清学的、免疫学的及び臨床病理学的な試験検査及び

調査研究に関すること。

� 血清学的検査施設、免疫学的検査施設及び臨床病理学

的検査施設の管理に関すること。

� 保健所等の行う血清学的、免疫学的及び臨床病理学的

な試験検査に対する指導に関すること。

� 血清学的、免疫学的及び臨床病理学的な試験検査に係

る検査技術者の指導育成に関すること。

� その他血清学的、免疫学的及び臨床病理学的な試験検

査及び調査研究に関すること。

理化学試験室

水質化学科

� 飲料水、水道水、下水道水及び一般廃棄物の処理施設

の排出物（以下「飲料水等」という。）の試験検査及び

調査研究に関すること。

� 省略

� 保健所の細菌学的検査

に対する指導に関すること。

� 細菌技術者の細菌学的指導育成 に関す

ること。

� その他細菌学的試験検査 及び調査研究に関すること。

ウイルス科

� ウイルス及びリケツチアの検査及び研究 に関

すること。

� 省略

� 細菌技術者のウイルス学的指導育成 に

関すること。

� その他ウイルス学的試験検査 及び調査研究に関する

こと。

疫学情報室

臨床検査科

� 臨床病理検査及び研究に関すること。

� 寄生虫及び衛生動物の検査及び研究に関すること。

� 風土病の調査及び研究に関すること。

� 臨床病理学的検査施設の管理に関すること。

� 保健所の臨床病理学的検査に対する指導に関すること。

� 細菌技術者の臨床病理学的指導育成に関すること。

� その他臨床病理学的試験検査及び調査研究に関するこ

と。

疫学情報科

� 保健情報の収集及び解析に関すること。

� 血清学的及び免疫学的な検査及び研究に関すること。

� 血清学的検査施設の管理に関すること。

� 保健所の血清学的検査に対する指導に関すること。

� 細菌技術者の血清学的指導育成に関すること。

� その他血清学的試験検査及び調査研究に関すること。

理化学試験室

水質化学科

� 飲料水及び水道水

の試験検査及び

調査研究に関すること。

� 鉱泉の理化学的試験及び研究に関すること。
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� 飲料水等の理化学的試験施設の管理に関すること。

� 保健所等の行う飲料水等の理化学的試験検査に対する

指導に関すること。

� 飲料水等の理化学的試験検査に係る検査技術者の指導

育成に関すること。

� その他飲料水等の理化学的な試験検査及び調査研究に

関すること。

食品化学科

� 省略

� 食品の放射性物質の試験検査及び調査研究に関するこ

と。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 保健所等の行う食品の理化学的試験検査に対する指導

に関すること。

	 食品の理化学的試験検査に係る検査技術者の指導育成

に関すること。


 その他食品の理化学的な試験検査及び調査研究に関す

ること。

薬品化学科

� 医薬品、麻薬、毒物、劇物及び鉱泉（以下「医薬品等」

という。）の理化学的な試験検査及び調査研究に関する

こと。

� 省略

� 医薬品等の理化学的試験施設の管理に関すること。

� 保健所等の行う医薬品等の理化学的試験検査に対する

指導に関すること。

� 医薬品等の理化学的試験検査に係る検査技術者の指導

育成に関すること。

� その他医薬品等の理化学的な試験検査及び調査研究に

関すること。

省略

（職務）

第３条 省略

２～９ 省略

１０ 検査保証専門員は、上司の命を受け、試験検査の信頼性保証、

調査研究の倫理審査及び技術指導並びに研修等の企画調整に関す

る事務を処理する。

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

（専決処理）

第５条 省略

� 下水道水及び一般廃棄物の処理施設の排出物の試験検

査及び調査研究に関すること。

� 室内の環境衛生試験検査及び調査研究に関すること。

� 放射能の調査研究に関すること。

� 環境衛生試験施設 の管理に関すること。

� 保健所環境衛生試験 に対する

指導に関すること。

� 環境衛生試験技術者 の指導

育成に関すること。

	 その他環境衛生試験検査 及び調査研究に

関すること。

食品化学科

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 保健所の食品の理化学試験検査 に対する指導

に関すること。

� 食品の理化学試験技術者 の指導育成

に関すること。

	 その他食品の理化学試験検査 及び調査研究に関す

ること。

薬品化学科

� 医薬品、麻薬、化粧品、毒物及び劇物の試験検査

に関

すること。

� 省略

� 医薬品及び試験施設 の管理に関すること。

� 保健所医薬品試験 に対する

指導に関すること。

� 医薬品試験技術者 の指導

育成に関すること。

� その他医薬品、 試験検査及び調査研究に

関すること。

省略

（職務）

第３条 省略

２～９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

（専決処理）

第５条 省略
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２ 総務調整課長は、次の事項について専決処理することができる。

ただし、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ

所長の承認を受けなければならない。

� ２００万円未満の税外収入（寄附の受入れの決定を除く。）の

徴収に関すること。

� １件１００万円未満の支出を伴う事件（工事を除く。）の決定

及びその執行に関すること。

３ 課長及びセンター長は、次の事項について専決処理することが

できる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、あ

らかじめ所長の承認を受けなければならない。

� 課又はセンターの業務に関し所長名又は所名で文書を施行す

ること。

� 所属職員の事務分掌に関すること。

� 所属職員の出張に関すること。

� 所属職員の休暇、育児休業等その他服務に関すること。

� その他軽易な事務に関すること。

（愛媛県公印規程の一部改正）

第３条 愛媛県公印規程（昭和３４年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県身体障害者更生相談所処務規程の一部改正）

第４条 愛媛県身体障害者更生相談所処務規程（昭和３９年愛媛県訓令第４６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表２（第３条関係）

専用公印

別表２（第３条関係）

専用公印

種別 管守場所 数 専 用 区 分 種別 管守場所 数 専 用 区 分

知事

印

省略 知事

印

省略

東予地方局 省略

２ 漁業近代化資金用

東予地方局 省略

１ 漁業近代化資金用

省略 省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

（職務）

第２条 省略

２・３ 省略

４ 身体障害者福祉司は、主として、身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号。以下「法」という。）第１１条の２第３項に規定す

る業務を行う。

５～７ 省略

（専決事項）

第３条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただ

し、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ知事

の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 法第１５条第１項及び第２項並びに愛媛県身体障害者福祉法施

行細則（昭和３４年愛媛県規則第２４号。以下「規則」という。）

第３条の規定に基づく交付申請書に添付する診断書を作成する

（職務）

第２条 省略

２・３ 省略

４ 身体障害者福祉司は、主として、身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号。以下「法」という。）第１１条の２第３項に規定す

る業務を行う。

５～７ 省略

（専決事項）

第３条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただ

し、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ知事

の承認を受けなければならない。

�～� 省略
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（愛媛県心と体の健康センター処務規程の一部改正）

第５条 愛媛県心と体の健康センター処務規程（昭和４７年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

医師の指定に関すること。

� 法第１５条第４項並びに身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政

令第７８号。以下「政令」という。）第５条第１項及び第２項の

規定に基づく身体障害者手帳の交付に関すること。

� 法第１５条第５項並びに政令第５条第１項及び第２項の規定に

基づく申請の却下に関すること。

� 法第１６条第１項の規定に基づく身体障害者手帳の返還の受理

に関すること。

� 政令第３条第２項の規定に基づく指定を受けた医師の指定の

辞退の申出の受理に関すること。

� 政令第６条の規定に基づく診査を受けるべき旨の通知に関す

ること。

� 政令第９条第２項、第４項及び第６項並びに規則第７条第３

項及び第１２条の規定に基づく氏名又は居住地の変更の届出の受

理に関すること。

� 政令第１０条第１項及び第３項の規定に基づく身体障害者手帳

の再交付に関すること。

� 省略 	 省略

改 正 後 改 正 前

（職務）

第２条 省略

２ 省略

３ 技幹は、上司の特命に係る技術を処理する。

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

（専決）

第３条 所長は、次の事項について専決することができる。ただ

し、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ知事

の承認を受けなければならない。


～� 省略

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」とい

う。）第５２条第１項の規定に基づく自立支援医療費の支給認定

に関すること。

 障害者総合支援法第５６条第１項の規定に基づく支給認定の変

更の認定に関すること。

� 障害者総合支援法第５７条第１項の規定に基づく支給認定の取

消しに関すること。

� 障害者総合支援法第５７条第２項の規定に基づく医療受給者証

の返還の受理に関すること。

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律施行令（平成１８年政令第１０号。以下「障害者総合支援法施行

（職務）

第２条 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

（専決）

第３条 所長は、次の事項について専決することができる。ただ

し、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ知事

の承認を受けなければならない。


～� 省略

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」とい

う。）第５２条第１項の規定に基づく自立支援医療費の支給認定

に関すること。

 障害者自立支援法第５６条第１項の規定に基づく支給認定の変

更の認定に関すること。

� 障害者自立支援法第５７条第１項の規定に基づく支給認定の取

消しに関すること。

� 障害者自立支援法第５７条第２項の規定に基づく医療受給者証

の返還の受理に関すること。

� 障害者自立支援法施行令

（平成１８年政令第１０号。以下「障害者総合支援法施行
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（愛媛県青少年対策本部規程の一部改正）

第６条 愛媛県青少年対策本部規程（昭和５４年愛媛県訓令第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県男女共同参画推進本部規程の一部改正）

第７条 愛媛県男女共同参画推進本部規程（平成２年愛媛県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県文書管理規程の一部改正）

第８条 愛媛県文書管理規程（平成４年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（文書の浄書）

第３２条 省略

（県報の原稿の提出）

第３８条 定期発行の県報に掲載を行おうとする場合は、原稿を、本

庁で行う場合にあっては決裁文書と、地方局で行う場合にあって

は県報掲載書（様式第７号）とともに、掲載を希望する日の７日

前の正午（その日が休日等に当たるときは、その日の前日の正午）

までに文書主管課長に提出しなければならない。

（県報の号外発行）

第４１条 主務課長は、県報の号外発行を必要とするときは、原稿を

提出する際に県報号外発行依頼書（様式第８号）を文書主管課長

に提出しなければならない。

（令達の書式及び番号）

第４４条 省略

（文書の浄書）

第３２条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、主務課長は、複写印刷による大量の

浄書を必要とする決裁文書については、文書主管課長に浄書を依

頼することができる。

３ 主務課長は、前項の依頼をしようとするときは、印刷依頼票

（様式第７号）に浄書する文書の原稿を添えて、文書主管課長に

提出しなければならない。

（県報の原稿の提出）

第３８条 定期発行の県報に掲載を行おうとする場合は、原稿を、本

庁で行う場合にあっては決裁文書と、地方局で行う場合にあって

は県報掲載書（様式第８号）とともに、掲載を希望する日の７日

前の正午（その日が休日等に当たるときは、その日の前日の正午）

までに文書主管課長に提出しなければならない。

（県報の号外発行）

第４１条 主務課長は、県報の号外発行を必要とするときは、原稿を

提出する際に県報号外発行依頼書（様式第９号）を文書主管課長

に提出しなければならない。

（令達の書式及び番号）

第４４条 省略

令」という。）第３２条第１項の規定に基づく氏名等の変更の届

出の受理に関すること。

� 障害者総合支援法施行令第３３条第１項の規定に基づく医療受

給者証の再交付に関すること。

� 省略

令」という。）第３２条第１項の規定に基づく氏名等の変更の届

出の受理に関すること。

� 障害者自立支援法施行令第３３条第１項の規定に基づく医療受

給者証の再交付に関すること。

� 省略

改 正 後 改 正 前

（事務局）

第７条 対策本部の事務を処理するため、県民環境部管理局男女参

画・県民協働課に事務局を置く。

２ 事務局に事務局長を置き、県民環境部管理局男女参画・県民協

働課長の職にある者をもつて充てる。

（事務局）

第７条 対策本部の事務を処理するため、県民環境部管理局県民活

動推進課 に事務局を置く。

２ 事務局に事務局長を置き、県民環境部管理局県民活動推進課長

の職にある者をもつて充てる。

改 正 後 改 正 前

別表２（第６条関係） 別表２（第６条関係）

１～３ 省略

４ 県民環境部管理局男女参画・県民協働課長

５～１１ 省略

１～３ 省略

４ 県民環境部管理局男女参画課長

５～１１ 省略

改 正 後 改 正 前
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２ 令達には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める番号を付さなければならない。

� 条例、規則、告示及び訓令 条例等番号簿（様式第９号）に

よる番号

� 訓 訓番号簿（様式第１０号）による番号

� 省略

３・４ 省略

（ファイル管理表の作成）

第４９条 主務課長は、文書の処理が終了した都度、文書を大項目、

中項目、小項目及び細項目に分類し、必要に応じファイル管理表

（様式第１１号）及びファイル管理総括表（様式第１２号）（以下

「ファイル管理表等」という。）に項目名等を登載して整理しな

ければならない。

２～４ 省略

（完結文書の整理及び保管の方法）

第５１条 省略

２ システム完結文書以外の完結文書（以下「非システム完結文書」

という。）は、完結後速やかにファイル管理表により分類された

細項目ごとに、指定ファイル（様式第１３号）にとじ込んで整理し、

ファイル管理表による分類のとおり、所定の保管庫に収納して、

保管しなければならない。

３ 省略

４ 前３項の規定により文書を整理する場合においては、件名索引

（様式第１４号）を作成し、文書とともに保管しなければならない。

ただし、保存期間が５年以下の完結文書については、この限りで

ない。

（保存文書引継書）

第５８条 主務課長は、前条の規定により文書を引き継ごうとすると

きは、保存文書引継書（様式第１５号）に必要事項を記入して文書

主管課長等に提出しなければならない。この場合において、地方

機関の主務課長にあっては、保存文書引継書の写しを文書担当課

長を経由して文書主管課長に提出しなければならない。

２ 省略

（保存文書の利用）

第６１条 省略

２ 保存文書のうち、非システム完結文書（文書システムにファイ

ル情報が登録されたものを除く。）を利用しようとする職員は、

保存文書利用簿（様式第１６号）に必要事項を記入し、文書主管課

長等に申し込まなければならない。

３～６ 省略

様式第７号を削り、様式第８号を様式第７号とし、様式第９号から様式第１７号までを１ずつ繰り上げる。

（愛媛県農業総合対策推進班規程の一部改正）

第９条 愛媛県農業総合対策推進班規程（平成６年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２ 令達には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める番号を付さなければならない。

� 条例、規則、告示及び訓令 条例等番号簿（様式第１０号）に

よる番号

� 訓 訓番号簿（様式第１１号）による番号

� 省略

３・４ 省略

（ファイル管理表の作成）

第４９条 主務課長は、文書の処理が終了した都度、文書を大項目、

中項目、小項目及び細項目に分類し、必要に応じファイル管理表

（様式第１２号）及びファイル管理総括表（様式第１３号）（以下

「ファイル管理表等」という。）に項目名等を登載して整理しな

ければならない。

２～４ 省略

（完結文書の整理及び保管の方法）

第５１条 省略

２ システム完結文書以外の完結文書（以下「非システム完結文書」

という。）は、完結後速やかにファイル管理表により分類された

細項目ごとに、指定ファイル（様式第１４号）にとじ込んで整理し、

ファイル管理表による分類のとおり、所定の保管庫に収納して、

保管しなければならない。

３ 省略

４ 前３項の規定により文書を整理する場合においては、件名索引

（様式第１５号）を作成し、文書とともに保管しなければならない。

ただし、保存期間が５年以下の完結文書については、この限りで

ない。

（保存文書引継書）

第５８条 主務課長は、前条の規定により文書を引き継ごうとすると

きは、保存文書引継書（様式第１６号）に必要事項を記入して文書

主管課長等に提出しなければならない。この場合において、地方

機関の主務課長にあっては、保存文書引継書の写しを文書担当課

長を経由して文書主管課長に提出しなければならない。

２ 省略

（保存文書の利用）

第６１条 省略

２ 保存文書のうち、非システム完結文書（文書システムにファイ

ル情報が登録されたものを除く。）を利用しようとする職員は、

保存文書利用簿（様式第１７号）に必要事項を記入し、文書主管課

長等に申し込まなければならない。

３～６ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～１１ 省略

１２ 農林水産部管理局ブランド戦略課地産地消グループ担当

係長 （農林水産部長が指定するものに限る。）

１３～３３ 省略

１～１１ 省略

１２ 農林水産部管理局ブランド戦略課企画・安全グループ担

当係長（農林水産部長が指定するものに限る。）

１３～３３ 省略

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

２０２



（愛媛県臓器移植支援センター規程の一部改正）

第１０条 愛媛県臓器移植支援センター規程（平成１０年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県市町村合併推進本部規程の一部改正）

第１１条 愛媛県市町村合併推進本部規程（平成１３年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県南予地域活性化特別対策本部規程の一部改正）

第１２条 愛媛県南予地域活性化特別対策本部規程（平成１８年愛媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県発達障害者支援センター規程の一部改正）

第１３条 愛媛県発達障害者支援センター規程（平成１９年愛媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県食の安全安心推進班規程の一部改正）

第１４条 愛媛県食の安全安心推進班規程（平成２１年愛媛県訓令第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職制）

第４条 省略

２～４ 省略

５ 総務担当は研究所の総務調整課管理係長の職にある者を、検査

担当は研究所の衛生研究課微生物試験室疫学情報科に属する職員

をもって充て、コーディネート担当は研究所に勤務する職員のう

ちから研究所の所長が指定する。

（職制）

第４条 省略

２～４ 省略

５ 総務担当は研究所の総務調整課管理係長の職にある者を、検査

担当は研究所の衛生研究課疫学情報室疫学情報科 に属する職員

をもって充て、コーディネート担当は研究所に勤務する職員のう

ちから研究所の所長が指定する。

改 正 後 改 正 前

（幹事）

第６条 省略

２・３ 省略

４ 幹事会の会議は、総務部長の職にある本部員 が

招集し、これを主宰する。

（幹事）

第６条 省略

２・３ 省略

４ 幹事会の会議は、副本部長（本部長が指定する者に限る。）が

招集し、これを主宰する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第３条関係） 別表１（第３条関係）

１～４ 省略

５ 営業本部長

６ 省略

１～４ 省略

５ 営業戦略監

６ 省略

別表２（第６条関係） 別表２（第６条関係）

１～６ 省略

７ 営業本部マネージャー

８ 省略

１～６ 省略

７ 省略

改 正 後 改 正 前

（職制）

第４条 センター長は、子ども療育センターの所長 の職にある者

をもって充てる。

２ 省略

（職制）

第４条 センター長は、子ども療育センターの副所長の職にある者

をもって充てる。

２ 省略
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（愛媛県経済成長戦略推進班規程の一部改正）

第１５条 愛媛県経済成長戦略推進班規程（平成２１年愛媛県訓令第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県広報広聴推進班規程の一部改正）

第１６条 愛媛県広報広聴推進班規程（平成２２年愛媛県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県ＥＶ開発推進班規程の一部改正）

第１７条 愛媛県ＥＶ開発推進班規程（平成２２年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県行政改革・地方分権戦略本部規程の一部改正）

第１８条 愛媛県行政改革・地方分権戦略本部規程（平成２３年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～１０ 省略

１１ 東京事務所副所長

１２～１５ 省略

１～１０ 省略

１１ 東京事務所次長

１２～１５ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～７ 省略

８ 経済労働部管理局企業立地課主幹

９～１６ 省略

１～７ 省略

８ 経済労働部管理局立地推進課主幹

９～１６ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１・２ 省略

３ 県民環境部管理局県民生活課消費者行政グループ担当係

長（県民環境部長が指定するものに限る。）

４・５ 省略

６ 農林水産部農業振興局農産園芸課管理係長

１・２ 省略

３ 県民環境部管理局県民生活課生活対策係長

４・５ 省略

６ 農林水産部管理局ブランド戦略課企画・安全グループ担

当係長（農林水産部長が指定するものに限る。）

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１・２ 省略

３ 経済労働部管理局企業立地課長

４～９ 省略

１・２ 省略

３ 経済労働部管理局立地推進課長

４～９ 省略

改 正 後 改 正 前

（幹事）

第６条 省略

２・３ 省略

（幹事）

第６条 省略

２・３ 省略
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（愛のくに えひめ営業推進本部規程の一部改正）

第１９条 愛のくに えひめ営業推進本部規程（平成２４年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛のくに えひめ営業本部規程

（設置）

第１条 本県における 県産品の流通・販売対

策等 を推進するため、愛のくに

えひめ営業本部 （以下「営業本部」という。）を設置す

る。

（任務）

第２条 営業本部は、次に掲げる事項のうち、営業に関するものを

処理する。

� 省略

� 物産の販路拡大に関すること。

� 省略

� 省略

� その他県産品の流通・販売対策等の推進に関すること。

２ 営業本部は、前項の事項に係る業務を円滑に処理するため必要

があるときは、あらかじめ関係部局と調整した上で処理するもの

とする。

（組織）

第３条 営業本部は、本部長、統括副本部長、副本部長及び本部員

をもって組織する。

２ 本部長は、営業本部長の職にある者をもって充てる。

３ 統括副本部長は、営業本部マネージャーの職にある者をもって

充てる。

４ 省略

５ 省略

（職務）

第４条 本部長は、知事の命を受け、第２条の任務を自ら処理する

とともに、本部員を指揮監督し、営業本部の事務を統轄し、営業

本部を代表する。

２ 統括副本部長は、本部長の命を受け、第２条の任務を処理する

とともに、営業本部の事務を管理し、本部長に事故があるときは、

その職務を代行する。

３ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長及び統括副本部長に事故

があるときは、あらかじめ本部長が定めた順序により、その職務

を代行する。

（会議）

第５条 営業本部の会議は、本部長が必要の都度招集し、これを主

宰する。

２ 省略

（営業主幹及び営業グループ）

第６条 第２条の任務の円滑な推進を図るため、営業本部に営業主

幹及び営業グループを置く。

愛のくに えひめ営業推進本部規程

（設置）

第１条 本県における企業誘致、観光振興、県産品の流通・販売対

策等（以下「企業誘致等」という。）を推進するため、愛のくに

えひめ営業推進本部（以下「推進本部」という。）を設置す

る。

（任務）

第２条 推進本部は、次に掲げる事項のうち、営業に関するものを

処理する。

� 省略

� 企業立地及び企業誘致（外資系企業の誘致を含む。）に関す

ること。

� 観光客誘致の推進及び物産の販路拡大に関すること。

� 国際観光の振興に関すること。

� 省略

� 省略

� その他企業誘致等 の推進に関すること。

２ 推進本部は、前項の事項に係る業務を円滑に処理するため必要

があるときは、あらかじめ関係部局と調整した上で処理するもの

とする。

（組織）

第３条 推進本部は、本部長、統括副本部長、副本部長及び本部員

をもって組織する。

２ 本部長は、営業戦略監の職にある者をもって充てる。

３ 省略

４ 省略

（職務）

第４条 本部長は、知事の命を受け、第２条の任務を自ら処理する

とともに、本部員を指揮監督し、推進本部の事務を統轄し、推進

本部を代表する。

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長及び統括副本部長に事故

があるときは、あらかじめ本部長が定めた順序により、その職務

を代行する。

（会議）

第５条 推進本部の会議は、本部長が必要の都度招集し、これを主

宰する。

２ 省略

４ 幹事会の会議は、総務部長の職にある本部員 が

招集し、これを主宰する。

４ 幹事会の会議は、副本部長（本部長が指定する者に限る。）が

招集し、これを主宰する。

改 正 後 改 正 前

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

２０５



２ 営業主幹は、営業主幹の職にある者をもって充てる。

３ 営業主幹は、上司の命を受け、第２条の任務を処理するととも

に、営業グループの事務を掌理し、営業グループに属する職員を

指揮監督する。

４ 営業グループは、販売促進係長及びグループ員をもって組織す

る。

５ 販売促進係長は、経済労働部及び農林水産部の職員のうちから

知事が命ずる。

６ 販売促進係長は、上司の命を受け、第２条の任務を処理する。

７ グループ員は、農林水産部に所属する職員のうちから、必要に

応じて知事が命ずる。

８ グループ員は、上司の命を受け、第２条の任務を処理する。

（東京本部）

第７条 関東地方における機動的かつ効果的な営業活動を展開する

ため、営業本部に東京本部を置く。

２ 東京本部は、東京本部長及び東京営業部長をもって組織する。

３ 東京本部長は、東京事務所長の職にある者に知事が命ずる。

４ 東京営業部長は、東京事務所産業振興課長の職にある者に知事

が命ずる。

５ 東京本部長は、本部長と緊密に連携して第２条の任務を処理す

るとともに、東京本部の事務を統括する。

６ 東京営業部長は、第２条の任務を処理するとともに、東京本部

長を補佐する。

（大阪本部）

第８条 近畿地方及び中部地方における機動的かつ効果的な営業活

動を展開するため、営業本部に大阪本部を置く。

２ 大阪本部は、大阪本部長及び大阪営業部長をもって組織する。

３ 大阪本部長は、大阪事務所長の職にある者に知事が命ずる。

４ 大阪営業部長は、大阪事務所次長の職にある者に知事が命ず

る。

５ 大阪本部長は、本部長と緊密に連携して第２条の任務を処理す

るとともに、大阪本部の事務を統括する。

６ 大阪営業部長は、第２条の任務を処理するとともに、大阪本部

長を補佐する。

（事務局）

第９条 営業本部の事務を処理するため、経済労働部管理局産業政

策課に事務局を置く。

２ 省略

（雑則）

第１０条 この訓令に定めるもののほか、営業本部の運営に関し必要

な事項は、本部長が定める。

別表（第３条関係）

１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

（事務局）

第６条 推進本部の事務を処理するため、経済労働部管理局産業政

策課に事務局を置く。

２ 省略

（雑則）

第７条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要

な事項は、本部長が定める。

別表（第３条関係）

１ 経済労働部管理局立地推進課長

２ 省略

３ 経済労働部管理局国際交流課長

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略
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９ 東予地方局総務企画部地域政策課長

１０ 中予地方局総務企画部地域政策課長

１１ 南予地方局総務企画部地域政策課長

（愛媛県県有財産管理推進本部規程の一部改正）

第２０条 愛媛県県有財産管理推進本部規程（平成２４年愛媛県訓令第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第８号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

労働委員会事務局

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令

愛媛県職員被服等貸与規程（昭和５４年愛媛県訓令第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（組織）

第３条 省略

２ 本部長は、総務部長の職にある者 をもって充てる。

３・４ 省略

（組織）

第３条 省略

２ 本部長は、総務部長の事務を取り扱う副知事をもって充てる。

３・４ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条、第５条関係）

制服等の貸与基準

別表第１（第２条、第５条関係）

制服等の貸与基準

貸 与 対 象 者 品目
数

量

着用

期間

貸与

期間
備考 貸 与 対 象 者 品目

数

量

着用

期間

貸与

期間
備考

１ 総務管理課に勤

務する職員のう

ち、守衛の業務に

従事するもの

制服（合） １ ４月１

日から

６月１５

日まで

９月１６

日から

１０月３１

日まで

３年

制服（夏） ２ ６月１６

日から

９月１５

日まで

２年

制服（冬） １ １１月１

日から

翌年３

月３１日

まで

２年
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制帽（夏） １ ６月１６

日から

９月１５

日まで

３年

制帽（冬・

合）

１ ９月１６

日から

翌年６

月１５日

まで

３年

外とう １ 厳寒の

時期

４年

ネクタイ ２ 年間 １年

１ 省略 ２ 省略

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

貸 与 対 象 者 品目
数

量

着用

期間

貸与

期間
備考 貸 与 対 象 者 品目

数

量

着用

期間

貸与

期間
備考

１～４ 省略 １～４ 省略

５ 総務管理課に勤

務する職員のう

ち、電気業務又は

電話業務に従事す

るもの

作業服 ２ 年間 ３年 ５ 総

務管

理課

に勤

務す

る職

員

� 電気又

は電話業

務に従事

するもの

作業服 ２ 年間 ３年

作 業 服

（夏）

２ 夏期 ３年 作 業 服

（夏）

２ 夏期 ３年

� 守衛の

業務に従

事するも

の

雨がつぱ １ 年間 ３年

ゴム長靴 １ 年間 ２年

皮手袋 １ 厳寒期 ３年

６ 私学文書課に勤

務する職員のう

ち、文書の収受及

び印刷並びに編さ

ん及び保存の業務

に従事するもの

省略 ６ 私学文書課に勤

務する職員のう

ち、文書の収受及

び印刷並びに編さ

ん及び保存の業務

に従事するもの

省略

７ 省略 ７ 省略

８ 消防学校に勤務

する職員のうち、

教務に従事するも

の

作業服 ３ 省略 ８ 消防学校に勤務

する職員のうち、

教務に従事するも

の

作業服 ２ 省略

救助服 １ 年間 ２年

省略 省略

９～１５ 省略 ９～１５ 省略

１６ 児童相談所、婦

人相談所又はえひ

め学園に勤務する

職員のうち、調理

員の業務に従事す

るもの

省略 １６ 児童相談所、婦

人相談所又はえひ

め学園に勤務する

職員のうち、調理

員の業務に従事す

るもの

省略

ゴム前かけ １ 省略 ゴム前かけ ２ 省略

布前かけ ２ 年間 ２年

１７～３６ 省略 １７～３６ 省略

３７ 林業政策課若し

くは森林整備課、

地方局森林林業

課、支局森林林業

課若しくは久万高

省略 ３７ 林業政策課若し

くは森林整備課、

地方局森林林業

課、支局森林林業

課若しくは久万高

省略

安全眼鏡 １ 年間 ２年 普及指導

又は県有

林整備の

業務に従

安全眼鏡 １ 年間 ２年 普及指導

の

業務に従

チェーンソ

ー用防護ズ

ボン

１ 年間 ３年 チェーンソ

ー用防護ズ

ボン

１ 年間 ３年
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監査委員規程

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第９号
庁 中 一 般

労働委員会事務局

愛媛県労働委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県労働委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令

愛媛県労働委員会事務局処務規程（昭和４１年愛媛県訓令第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県監査委員規程第１号
愛媛県監査事務局規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県監査委員 岸 新

同 住 田 省 三

同 笹 岡 博 之

同 佐 伯 滿 孝

愛媛県監査事務局規程の一部を改正する規程

愛媛県監査事務局規程（昭和４１年愛媛県監査委員規程第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

原森林林業課又は

農林水産研究所林

業研究センターに

勤務する職員のう

ち、林業又は森林

に関する現地調

査、指導、工事監

督又は工事検査の

業務に従事するも

の

チェーンソ

ー用防護腕

カバー

１ 年間 ３年 事する職

員 に 限

る。

原森林林業課又は

農林水産研究所林

業研究センターに

勤務する職員のう

ち、林業又は森林

に関する現地調

査、指導、工事監

督又は工事検査の

業務に従事するも

の

チェーンソ

ー用防護腕

カバー

１ 年間 ３年 事する職

員 に 限

る。

チェーンソ

ー用防振手

袋

１ 年間 ３年 チェーンソ

ー用防振手

袋

１ 年間 ３年

刈払機用防

護足カバー

１ 年間 ３年 県有林整

備の業務

に従事す

る職員に

限る。

３８～４７ 省略 ３８～４７ 省略

改 正 後 改 正 前

（次長の専決）

第６条 次長は、次の事項を専決処理することができる。

�・� 省略

� 職員の児童手当及び子ども手当の認定に関すること。

�～� 省略

（次長の専決）

第６条 次長は、次の事項を専決処理することができる。

�・� 省略

� 職員の児童手当及び子ども手当の認定に関すること。

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

（次長の専決事項） （次長の専決事項）
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教育委員会規則

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第２号
愛媛県教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

愛媛県教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則

（愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部改正）

第１条 愛媛県教育委員会事務局組織規則（平成元年愛媛県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（組織）

第２条 事務局に次の表の左欄に掲げる部を置き、これらの部にそ

れぞれ同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課にそれぞれ同表

の右欄に掲げる係を置く。

（組織）

第２条 事務局に次の表の左欄に掲げる部を置き、これらの部にそ

れぞれ同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課にそれぞれ同表

の右欄に掲げる係を置く。

部 課 係 部 課 係

省略 省略

省略 省略

指導部 高校教育課 教職員係 指導部 高校教育課 施設管理係 教職員係

省略 省略

２ 省略

３ 保健体育課に国体競技力向上対策室を置く。

４ 省略

５ 省略

（各課及び室の所掌事務）

第３条 各課及び室の所掌事務は、次のとおりとする。

省略

保健体育課（第５号、第６号及び第８号の事務のうち競技力向上

対策に関する事務にあっては、国体競技力向上対策室の所掌とす

る。）

�～� 省略

省略

（職）

第７条 法律に特別の定めがあるものを除き、事務局に置かれる職

員の職は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

（各課及び室の所掌事務）

第３条 各課及び室の所掌事務は、次のとおりとする。

省略

保健体育課（第５号、第６号及び第８号の事務のうち競技力向上

対策に関する事務にあっては、国体競技力向上対策室の所掌とす

る。）

�～� 省略

省略

（職）

第７条 法律に特別の定めがあるものを除き、事務局に置かれる職

員の職は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 室付

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

第７条 次長の専決事項は、次のとおりとする。

�・
 省略

� 児童手当及び子ども手当の認定に関すること。

�～� 省略

第７条 次長の専決事項は、次のとおりとする。

�・
 省略

� 児童手当及び子ども手当の認定に関すること。

�～� 省略
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（職員の旅費支給等に関する規則の一部改正）

第２条 職員の旅費支給等に関する規則（昭和３２年愛媛県教育委員会規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 主任主事

�～� 省略

２ 省略

（必要に応じて置く職員）

第１０条 省略

２～４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

（その他の職員）

第１２条 第９条及び第１０条に定めるもののほか、課及び室に主任主

事、主事、技師その他の必要な職員を置く。

２ 主任主事、主事、技師その他の職員は、上司の命を受け、事務

に従事する。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

�～� 省略

２ 省略

（必要に応じて置く職員）

第１０条 省略

２～４ 省略

５ 室付は、上司の特命に係る事務を処理する。

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

（その他の職員）

第１２条 第９条及び第１０条に定めるもののほか、課及び室に主任主

事、主事、技師その他の必要な職員を置く。

２ 主任主事、主事、技師その他の職員は、上司の命を受け、事務

に従事する。

改 正 後 改 正 前

（職務の級）

第２条 条例第２条第２項に規定する「これに相当する職務」を定

める場合には、次の基準によるものとする。

	 教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）

第４条に規定する給料表並びに職員の給与に関する条例（昭和

２６年愛媛県条例第５７号）第３条第１項第３号及び第４号ロに規

定する給料表の適用を受ける者の同項第１号に規定する給料表

（以下「行政職給料表」という。）に相当する職務の級は、次

の表に掲げるとおりとする。

（職務の級）

第２条 条例第２条第２項に規定する「これに相当する職務」を定

める場合には、次の基準によるものとする。

	 教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）

第４条に規定する給料表並びに職員の給与に関する条例（昭和

２６年愛媛県条例第５７号）第３条第１項第３号及び第４号ロに規

定する給料表の適用を受ける者の同項第１号に規定する給料表

（以下「行政職給料表」という。）に相当する職務の級は、次

の表に掲げるとおりとする。

行政職

給料表

の職務

の級

中学校・小

学校教育職

員給料表の

職務の級

高等学校等

教育職員給

料表の職務

の級

医療職給料

表（二）の

職務の級

行政職

給料表

の職務

の級

中学校・小

学校教育職

員給料表の

職務の級

高等学校等

教育職員給

料表の職務

の級

研究職給料

表の職務の

級

医療職給料

表（二）の

職務の級

８級 ３級４５号給

以上及び再

任用教育職

員４級

８級 ３級４５号給

以上及び再

任用教育職

員４級

７級 ７級 ５級（総合

教育センタ

ー所長に限

る。）
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教育委員会告示

（愛媛県立図書館管理規則の一部改正）

第３条 愛媛県立図書館管理規則（昭和５０年愛媛県教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県教育委員会告示第１号
教育事務所の名称、位置及び所管区域（昭和３２年２月愛媛県教育委員会告示第７号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（組織）

第３条 図書館に庶務係を置く。

（組織）

第３条 図書館に次の係を置く。

� 庶務係

� 図書整理係

� 相談係

� 普及係

� 子ども読書係

６級 ３級５３号給

以上及び再

任用教育職

員４級

３級１号給

から４４号給

まで及び再

任用教育職

員３級

省略 ６級 ３級５３号給

以上及び再

任用教育職

員４級

３級１号給

から４４号給

まで及び再

任用教育職

員３級

５級（総合

教育センタ

ー所長を除

く。）

省略

５級 ３級１号給

から５２号給

まで及び再

任用教育職

員３級

２級５３号給

以上で管理

職にある者

省略 ５級 ３級１号給

から５２号給

まで及び再

任用教育職

員３級

２級５３号給

以上で管理

職にある者

４級 省略

４級 省略 ４級 ３級 省略

３級 特２級２５号

給以上及び

２級６５号給

以上

２級５３号給

以上

省略 ３級 特２級２５号

給以上及び

２級６５号給

以上

２級５３号給

以上

２級 省略

省略 省略

２級 特２級１号

給から２４号

２級３７号給

から５２号給

省略 ２級 特２級１号

給から２４号

２級３７号給

から５２号給

１級４５号給

以上及び再

省略

給まで、２

級４９号給か

ら６４号給ま

で並びに再

任用教育職

員特２級及

び２級

まで及び再

任用教育職

員２級

給まで、２

級４９号給か

ら６４号給ま

で並びに再

任用教育職

員特２級及

び２級

まで及び再

任用教育職

員２級

任用職員１

級

１級 ２級１号給

から４８号給

まで、１級

及び再任用

教育職員１

級

２級１号給

から３６号給

まで、１級

及び再任用

教育職員１

級

省略 １級 ２級１号給

から４８号給

まで、１級

及び再任用

教育職員１

級

２級１号給

から３６号給

まで、１級

及び再任用

教育職員１

級

１級１号給

から４４号給

まで

省略

備考 省略 備考 省略

� 省略 � 省略
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教育委員会訓令

平成２５年４月１日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県教育委員会訓令第２号
教育委員会事務局

教 育 機 関

愛媛県教育委員会事務局教育事務所処務規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

愛媛県教育委員会事務局教育事務所処務規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県教育委員会事務局教育事務所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県教育委員会事務局教育事務所処務規程（昭和３２年愛媛県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県立図書館処務規程の一部改正）

第２条 愛媛県立図書館処務規程（昭和３３年愛媛県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県教育委員会事務局組織規則（平成元年愛媛県教育委員会規

則第５号）第２条第５項の規定による教育事務所の名称、位置及び

所管区域を次のように定め、昭和３２年２月１８日から開所し、昭和３０

年愛媛県教育委員会告示第３１号は廃止する。

愛媛県教育委員会事務局組織規則（平成元年愛媛県教育委員会規

則第５号）第２条第４項の規定による教育事務所の名称、位置及び

所管区域を次のように定め、昭和３２年２月１８日から開所し、昭和３０

年愛媛県教育委員会告示第３１号は廃止する。

改 正 後 改 正 前

（職員）

第４条 省略

２ 前項に規定する職員は、それぞれ愛媛県教育委員会事務局組織

規則（平成元年愛媛県教育委員会規則第５号）第１０条第４項、第

５項から第９項まで、第１１項、第１３項及び第１４項に規定する職務

に従事する。

（所長の専決事項）

第７条 所長は、次の事項について専決処理することができる。た

だし、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ教

育長の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 小、中学校教職員の扶養親族及び児童手当 の認

定並びに単身赴任手当の決定に関すること。

� 省略

（職員）

第４条 省略

２ 前項に規定する職員は、それぞれ愛媛県教育委員会事務局組織

規則（平成元年愛媛県教育委員会規則第５号）第１０条第４項、第

６項から第１０項まで、第１２項、第１４項及び第１５項に規定する職務

に従事する。

（所長の専決事項）

第７条 所長は、次の事項について専決処理することができる。た

だし、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ教

育長の承認を受けなければならない。

�～� 省略

� 小、中学校教職員の扶養親族、児童手当及び子ども手当の認

定並びに単身赴任手当の決定に関すること。

� 省略

改 正 後 改 正 前

（事務分掌）

第１条 愛媛県立図書館（以下「図書館」という。）の庶務係の分

掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

（事務分掌）

第１条 愛媛県立図書館（以下「図書館」という。）の係 の分

掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

�～� 省略

図書整理係
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（愛媛県総合教育センター処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県総合教育センター処務規程（昭和４１年愛媛県教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（職務）

第２条 省略

２～４ 省略

５ 教育専門員、専門員、係長、担当係長、主任及び教育主任は、

それぞれ組織規則第１０条第８項及び第９項、第９条第６項並びに

第１０条第１１項、第１３項及び第１４項に規定する職務に従事する。

６ 主任主事、主事及び技師は、組織規則第１２条第２項に規定する

職務に従事する。

７ 省略

８ 省略

� 図書資料の選択及び受入れに関すること（他の所管に属する

ものを除く。）。

� 図書資料の分類及び目録整備に関すること（他の所管に属す

るものを除く。）。

� 蔵書統計に関すること。

� 除籍図書の調査及び処理に関すること。

� 追録類の整備及び製本に関すること。

� 古文書等史料の調査、収集、研究及び保管に関すること。

相談係

� 閲覧室の秩序維持に関すること。

� 図書資料の保管及び貸出しに関すること。

� 読書指導及び読書相談に関すること。

� 図書資料利用の調査及び統計に関すること。

� 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供に関するこ

と。

普及係

� 協力図書の保管及び貸出しに関すること。

� 館外の読書相談及び読書普及に関すること。

� 館外の資料利用の調査及び統計に関すること。

� 他の図書館及び教育機関との協力及び援助に関すること。

子ども読書係

� 子どもに関する図書資料の選択及び受入れに関すること。

� 子どもに関する図書資料の分類及び目録整備に関すること。

� 子ども読書室及び親子読書室の運営に関すること。

� 子どもの読書活動の普及に関すること。

� 子どもの読書活動に関する事業の企画及び実施に関するこ

と。

� 子どもの読書活動に関する事業を実施する施設との協力及び

援助に関すること。

（職務）

第２条 省略

２～４ 省略

５ 教育専門員、専門員、係長、担当係長、主任及び教育主任は、

それぞれ組織規則第１０条第９項及び第１０項、第９条第６項並びに

第１０条第１２項、第１４項及び第１５項に規定する職務に従事する。

６ 主任主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

７ 省略

８ 主事及び技師は、組織規則第１２条第２項に規定する職務に従事

する。

９ 省略

改 正 後 改 正 前

（職務）

第２条 省略

２～５ 省略

６ 指導主事は、組織規則第１０条第６項に規定する職務に従事す

る。

７ 専門員は、組織規則第１０条第９項に規定する職務に従事する。

（職務）

第２条 省略

２～５ 省略

６ 指導主事は、組織規則第１０条第７項に規定する職務に従事す

る。

７ 専門員は、組織規則第１０条第１０項に規定する職務に従事する。
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（愛媛県総合科学博物館処務規程の一部改正）

第４条 愛媛県総合科学博物館処務規程（平成１２年愛媛県教育委員会訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県歴史文化博物館処務規程の一部改正）

第５条 愛媛県歴史文化博物館処務規程（平成１２年愛媛県教育委員会訓令第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県美術館処務規程の一部改正）

第６条 愛媛県美術館処務規程（平成１２年愛媛県教育委員会訓令第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

８ 省略

９ 係長、担当係長及び主任は、それぞれ組織規則第９条第６項並

びに第１０条第１１項及び第１３項に規定する職務に従事する。

１０ 主任主事、主事及び技師は、それぞれ組織規則第１２条第２項に

規定する職務に従事する。

１１ 省略

８ 省略

９ 係長、担当係長及び主任は、それぞれ組織規則第９条第６項並

びに第１０条第１２項及び第１４項に規定する職務に従事する。

１０ 主任主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

１１ 主事及び技師は、それぞれ組織規則第１２条第２項に

規定する職務に従事する。

１２ 省略

改 正 後 改 正 前

（職務）

第３条 省略

２ 課長、副参事、教育専門員及び専門員は、それぞれ愛媛県教育

委員会事務局組織規則（平成元年愛媛県教育委員会規則第５号。

以下「組織規則」という。）第９条第２項並びに第１０条第４項、

第８項及び第９項に規定する職務に従事する。

３ 省略

４ 担当係長は、組織規則第１０条第１１項に規定する職務に従事す

る。

５ 省略

６ 教育主任は、組織規則第１０条第１４項に規定する職務に従事す

る。

７・８ 省略

（職務）

第３条 省略

２ 課長、副参事、教育専門員及び専門員は、それぞれ愛媛県教育

委員会事務局組織規則（平成元年愛媛県教育委員会規則第５号。

以下「組織規則」という。）第９条第２項並びに第１０条第４項、

第９項及び第１０項に規定する職務に従事する。

３ 省略

４ 担当係長は、組織規則第１０条第１２項に規定する職務に従事す

る。

５ 省略

６ 教育主任は、組織規則第１０条第１５項に規定する職務に従事す

る。

７・８ 省略

改 正 後 改 正 前

（職務）

第３条 省略

２ 課長、副参事及び専門員は、それぞれ愛媛県教育委員会事務局

組織規則（平成元年愛媛県教育委員会規則第５号。以下「組織規

則」という。）第９条第２項並びに第１０条第４項及び第９項に規

定する職務に従事する。

３ 省略

４ 担当係長は、組織規則第１０条第１１項に規定する職務に従事す

る。

５～７ 省略

（職務）

第３条 省略

２ 課長、副参事及び専門員は、それぞれ愛媛県教育委員会事務局

組織規則（平成元年愛媛県教育委員会規則第５号。以下「組織規

則」という。）第９条第２項並びに第１０条第４項及び第１０項に規

定する職務に従事する。

３ 省略

４ 担当係長は、組織規則第１０条第１２項に規定する職務に従事す

る。

５～７ 省略

改 正 後 改 正 前

（職務）

第３条 省略

２ 省略

３ 課長、副参事、教育専門員及び専門員は、それぞれ組織規則第

９条第２項並びに第１０条第４項、第８項及び第９項に規定する職

務に従事する。

（職務）

第３条 省略

２ 省略

３ 課長、副参事、教育専門員及び専門員は、それぞれ組織規則第

９条第２項並びに第１０条第４項、第９項及び第１０項に規定する職

務に従事する。
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人事委員会規則

��������������

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則３－２６
愛媛県人事委員会事務局処務規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

愛媛県人事委員会事務局処務規則の一部を改正する規則

愛媛県人事委員会事務局処務規則（愛媛県人事委員会規則３－１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１１３５
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則等の一部を改正する規則

（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（組織）

第２条 事務局に次の課及び係を置く。

（組織）

第２条 事務局に次の課及び係を置く。

採用給与課 総務審査係、任用試験係、給与制度係 採用給与課 審査係 、任用試験係、給与制度係

（職員の職）

第３条 事務局長のほか、事務局に次の職を置く。

�～� 省略

２ 前項の職のほか、必要があると認めるときは、次の職を置くこ

とができる。

�～� 省略

� 担当係長

� 省略

� 省略

３ 省略

（次長の専決）

第１１条 次長の専決事項は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 事務局職員の児童手当 の認定に関すること。

�～� 省略

（職員の職）

第３条 事務局長の外 事務局に次の職をおく。

�～� 省略

� 担当係長

２ 前項の職の外 必要があると認めるときは、次の職を置くこ

とができる。

�～� 省略

� 省略

� 省略

３ 省略

（次長の専決）

第１１条 次長の専決事項は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 事務局職員の児童手当及び子ども手当の認定に関すること。

�～� 省略

４ 省略

５ 係長、主任及び教育主任は、それぞれ組織規則第９条第６項並

びに第１０条第１３項及び第１４項に規定する職務に従事する。

６ 省略

７ 主任主事、主事及びその他の職員は、組織規則第１２条第２項に

規定する職務に従事する。

８ 省略

４ 省略

５ 係長、主任及び教育主任は、それぞれ組織規則第９条第６項並

びに第１０条第１４項及び第１５項に規定する職務に従事する。

６ 省略

７ 主任主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

８ 主事及びその他の職員は、組織規則第１２条第２項に

規定する職務に従事する。

９ 省略
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１０（第３条関係）

級 別 職 務 区 分 表

１ 行政職給料表級別職務区分表

別表第１０（第３条関係）

級 別 職 務 区 分 表

１ 行政職給料表級別職務区分表

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

３級 知事の事務部局 省略

主任

主計係長（３級）

省略

３級 知事の事務部局 省略

主任

主計係長（３級）

省略

省略 省略

４級 知事の事務部局 省略

秘書（４級）

主計係長（４級）

省略

４級 知事の事務部局 省略

秘書（４級）

主計係長（４級）

省略

省略 省略

５級 知事の事務部局 省略

主幹

営業主幹

省略

児童指導専門員

検査保証専門員

省略

省略

５級 知事の事務部局 省略

主幹

営業主幹

省略

児童指導専門員

検査保証専門員

省略

大阪事務所次長

省略

省略 省略

６級 知事の事務部局 省略

部付（６級）

営業本部マネージャー（６級）

省略

地方局産業経済部森林林業課長

東予地方局産業経済部今治支局商

工観光室長

省略

東京事務所副所長

省略

高等技術専門校長

大阪事務所次長

省略

６級 知事の事務部局 省略

部付（６級）

営業本部マネージャー（６級）

省略

地方局産業経済部森林林業課長

東予地方局産業経済部今治支局商

工観光室長

省略

東京事務所次長

省略

高等技術専門校長

大阪事務所次長

省略

省略 省略

７級 知事の事務部局 省略

部付（７級）

営業本部マネージャー（７級）

省略

７級 知事の事務部局 省略

部付（７級）

営業本部マネージャー（７級）

省略

省略 省略

８級 知事の事務部局 本庁局長（国体局長を除く。）

省略

８級 知事の事務部局 本庁局長（国体局長を除く。）

省略
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（給料表の適用範囲に関する規則の一部改正）

第２条 給料表の適用範囲に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（管理職手当に関する規則の一部改正）

第３条 管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（医療職給料表�の適用範囲）

第４条 医療職給料表�は、子ども療育センター、保健所、食肉衛

生検査センター、動物愛護センター、家畜保健衛生所、家畜病性

鑑定所、義務教育諸学校及び共同調理場に勤務する職員並びに松

山市及び財団法人愛媛県動物園協会（昭和６２年４月１日に財団法

人愛媛県動物園協会という名称で設立された法人をいう。）へ派

遣されている職員で、次に掲げるものに適用する。

�～� 省略

� 歯科技工に従事する歯科技工士

� 省略

� 省略

� 診療放射線技師、診療エツクス線技師、あん摩マツサージ指

圧師、はり師、きゆう師、歯科衛生士 、視能訓練

士、言語聴覚士及び柔道整復師

（医療職給料表�の適用範囲）

第４条 医療職給料表�は、子ども療育センター、保健所、食肉衛

生検査センター、動物愛護センター、家畜保健衛生所、家畜病性

鑑定所、義務教育諸学校及び共同調理場に勤務する職員並びに松

山市及び財団法人愛媛県動物園協会（昭和６２年４月１日に財団法

人愛媛県動物園協会という名称で設立された法人をいう。）へ派

遣されている職員で、次に掲げるものに適用する。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 診療放射線技師、診療エツクス線技師、あん摩マツサージ指

圧師、はり師、きゆう師、歯科衛生士、歯科技工士、視能訓練

士、言語聴覚士及び柔道整復師

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

部 局 公 職 区 分 部 局 公 職 区 分

知事の

事務部

局

省略 １種 知事の

事務部

局

省略 １種

営業本部長 営業戦略監

省略 省略

研修所長

地方局支局長

研修所長

省略

地方局支局長

研修所長

省略

省略 省略

９級 知事の事務部局 省略

営業本部長

国体局長

省略

９級 知事の事務部局 省略

営業戦略監

国体局長

省略

研修所長

省略 省略

２～５ 省略

６ 医療職給料表�級別職務区分表

２～５ 省略

６ 医療職給料表�級別職務区分表

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

７級 知事の事務部局 保健所の課長

心と体の健康センター技幹

省略

７級 知事の事務部局 保健所の課長

心と体の健康センター技幹

省略

７・８ 省略 ７・８ 省略
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（特地勤務手当等に関する規則の一部改正）

第４条 特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－３６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

部付（本庁局長（国体局長を除く。）同格者

に限る。）

部付（本庁局長（国体局長を除く。）同格者

に限る。）

省略 省略

地方局支局長 地方局支局長

研修所長 研修所長

省略 省略

省略 ３種 省略 ３種

部付（本庁課長同格者に限る。） 部付（本庁課長同格者に限る。）

営業本部マネージャー 営業本部マネージャー

省略 省略

東京事務所副所長 東京事務所次長

省略 省略

児童相談所長（中央児童相談所長を除く。） 児童相談所長（中央児童相談所長を除く。）

中央児童相談所次長 中央児童相談所次長

省略 省略

省略 ４種 省略 ４種

地方局産業経済部森林林業課長 地方局産業経済部森林林業課長

東予地方局産業経済部今治支局商工観光室長 東予地方局産業経済部今治支局商工観光室長

省略 省略

中央児童相談所次長

省略 省略

高等技術専門校長 高等技術専門校長

大阪事務所次長 大阪事務所次長

省略 省略

省略 ５種 省略 ５種

主幹 主幹

営業主幹 営業主幹

省略 省略

児童指導専門員 児童指導専門員

検査保証専門員 検査保証専門員

省略 省略

大阪事務所次長

省略 省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表第１ 特地公署（第２条、第３条、附則第８項関係） 別表第１ 特地公署（第２条、第３条、附則第８項関係）

所 在 地 公 署
級別

区分
所 在 地 公 署

級別

区分

省略 省略
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松山

市

松山

市

饒１９１番地１ 松山西警察署西中島駐在所 ２級

省略 省略

上浮

穴郡

上浮

穴郡

久万高原町若山７１５

番地

久万高原警察署面河駐在所 ４級

省略 ３級 省略 ３級

久万高原町西谷１０１６８

番地第１

久万高原警察署西谷駐在所 久万高原町西谷１０１６８

番地第１

久万高原警察署西谷駐在所

省略 省略

省略 省略

大洲

市

柳沢甲７５１番地の１ 大洲警察署柳沢駐在所 ２級 大洲

市

柳沢甲７５１番地の１ 大洲警察署柳沢駐在所 ２級

省略 省略

省略 省略

喜多

郡

内子町本川４０２４番地

１

大洲警察署参川駐在所 ２級 喜多

郡

内子町本川４０２４番地

１

大洲警察署参川駐在所 ２級

省略 省略

省略 １級 省略 １級

内子町河内７６５番地 大洲警察署河内駐在所 内子町河内７６５番地 大洲警察署河内駐在所

省略 省略

省略 省略

西宇

和郡

省略 ２級 西宇

和郡

省略 ２級

伊方町大久字シンデ

ン１１３８番地１

八幡浜警察署四ツ浜駐在所 伊方町大久字シンデ

ン１１３８番地１

八幡浜警察署四ツ浜駐在所

省略 省略

西予

市

省略 西予

市

省略

城川町高野子６１番地

の３

西予警察署城川東駐在所 ２級 城川町高野子６１番地

の３

西予警察署高川駐在所 ２級

城川町遊子谷２４１５番

地

西予警察署遊子川駐在所 城川町遊子谷２４１５番

地

西予警察署遊子川駐在所

城川町土居５７８番地 西予警察署土居駐在所 城川町土居５７８番地 西予警察署土居駐在所

明浜町高山甲３６７８番

地

西予警察署高山駐在所 １級 明浜町高山甲３６５７番

地

西予警察署高山駐在所 １級

省略 省略

城川町下相１０５０番地 西予警察署城川西駐在所 城川町下相１０５０番地 西予警察署魚成駐在所

省略 省略

北宇

和郡

北宇

和郡

松野町大字目黒３９８

番地第２

宇和島警察署目黒駐在所 ２級

省略 省略

南宇

和郡

南宇

和郡

愛南町中浦８６６番地 愛南警察署中浦駐在所 ２級

愛南町福浦９５８番地 愛南警察署福浦駐在所

省略 省略

別表第２ 準特地公署（第２条関係） 別表第２ 準特地公署（第２条関係）

所 在 地 公 署 所 在 地 公 署

省略 省略

大洲

市

省略 大洲

市

省略

肱川町宇和川３４６２番地 大洲警察署宇和川駐在所

省略 省略
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１１３６
教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則

教育職員の管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－３９０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１１３７
職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則及び職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則を廃止する規則を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則及び職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則を廃止する規則

次に掲げる規則は、廃止する。

� 職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則（愛媛県人事委員会規則７－１０２１）

� 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則（愛媛県人事委員会規則

７－１０２７）

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

宇和

島市

省略 宇和

島市

省略

下波２９５２番地４ 宇和島警察署下波駐在所

省略 省略

改 正 後 改 正 前

別表第２（第３条関係）

１ 中学校・小学校教育職員給料表

別表第２（第３条関係）

１ 中学校・小学校教育職員給料表

職務の級 区 分 管理職手当 職務の級 区 分 管理職手当

４ 級 １ 種 ７３，７００円 ４ 級 １ 種 ７４，１００円

省略 省略

省略 省略

２ 高等学校等教育職員給料表 ２ 高等学校等教育職員給料表

職務の級 区 分 管理職手当 職務の級 区 分 管理職手当

４ 級 １ 種 ７７，６００円 ４ 級 １ 種 ７８，０００円

省略 省略

省略 省略
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人事委員会告示

公安委員会規則

県議会訓令

�愛媛県人事委員会告示第１号
へき地等学校の指定（平成２２年４月愛媛県人事委員会告示第２号）の一部を次のように改正する。

平成２５年４月１日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県公安委員会規則第４号
愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県公安委員会委員長 亀 岡 マリ子

愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則

愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県議会訓令第１号
愛媛県議会事務局

愛媛県議会事務局規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２５年４月１日

改 正 後 改 正 前

（広報県民課）

第２３条 広報県民課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 警察総合相談の受理及び管理に関すること。

（交通捜査室）

第７７条 交通指導課に、交通捜査室 を附置する。

２ 交通捜査室 は、第４７条第２号及び第５号の事務をつかさどる。

３ 交通捜査室 に、室長を置き、警視の階級にある警察官をもっ

て充てる。

４ 室長は、上司の命を受け、交通捜査室 の事務を掌理し、部下

職員を指揮監督する。

（広報県民課）

第２３条 広報県民課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

（暴走族対策室）

第７７条 交通指導課に、暴走族対策室を附置する。

２ 暴走族対策室は、第４７条第５号 の事務をつかさどる。

３ 暴走族対策室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をもっ

て充てる。

４ 室長は、上司の命を受け、暴走族対策室の事務を掌理し、部下

職員を指揮監督する。

改 正 後 改 正 前

１ へき地学校

� 小学校の部

１ へき地学校

� 小学校の部

市郡名 学 校 名 級別区分 市郡名 学 校 名 級別区分

省略 省略

西宇和郡 省略 １ 級 西宇和郡 省略 １ 級

伊方町立二名津小学校

省略 省略

� 省略

２・３ 省略

� 省略

２・３ 省略
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公営企業管理規程

愛媛県議会議長 竹 田 祥 一

愛媛県議会事務局規程の一部を改正する訓令

愛媛県議会事務局規程（昭和３９年愛媛県議会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第６号
愛媛県公営企業組織規程等の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県公営企業組織規程等の一部を改正する管理規程

（愛媛県公営企業組織規程の一部改正）

第１条 愛媛県公営企業組織規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（課長及び室長の専決事項）

第８条 省略

２ 総務課長の専決事項は、前項のほか、次のとおりとする。

�～� 省略

� 児童手当 の認定に関すること。

�～� 省略

（課長及び室長の専決事項）

第８条 省略

２ 総務課長の専決事項は、前項のほか、次のとおりとする。

�～� 省略

� 児童手当及び子ども手当の認定に関すること。

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

（病院の組織）

第１０条 省略

２ 愛媛県立中央病院には、前項に定めるもののほか、救命救急セ

ンター、総合周産期母子医療センター、小児医療センター、愛媛

ＰＥＴ―ＣＴセンター、消化器病センター、がん治療センター、

腎糖尿病センター、脳卒中センター、循環器病センター、総合診

療センター、健康診断センター、災害医療センター、臨床研修セ

ンター、手術部、中央材料部、検査部、放射線部、リハビリテー

ション部、栄養部、輸血部、病理診断部、内視鏡室、人工透析

室、集中治療室及び地域医療連携室を置き、事務局に総務課、医

事課及び経営企画室を置く。

（診療科等の設置）

第１２条 別表第４の左欄に掲げる病院の医局に、同表の右欄に掲げ

る診療科並びに総合診療部及び救急診療部を置く。ただし、病院

の規模その他の状況により各診療科を２以上に区分して置き、又

は診療科の一部 総合診療部若しくは救急診療部を置かないこと

ができる。

（病院の組織）

第１０条 省略

２ 愛媛県立中央病院には、前項に定めるもののほか、救命救急セ

ンター、総合周産期母子医療センター 、愛媛

ＰＥＴ―ＣＴセンター、消化器病センター、がん治療センター、

腎糖尿病センター、脳卒中センター、循環器病センター、総合診

療センター、健康診断センター、災害医療センター、臨床研修セ

ンター、手術部、中央材料部、検査部、放射線部、リハビリテー

ション部、栄養部、輸血部、病理診断部、内視鏡室、人工透析

室、集中治療室及び地域医療連携室を置き、事務局に総務課、医

事課及び経営企画室を置く。

（診療科等の設置）

第１２条 医局に次の

診療科並びに総合診療部及び救急診療部を置く。ただし、病院

の規模その他の状況により各診療科を２以上に区分して置き、又

は診療科の一部、総合診療部若しくは救急診療部を置かないこと

ができる。

� 内科

� 心療内科

� 呼吸器科

� 小児科

� 外科

� 皮膚泌尿器科

� 皮膚科

	 泌尿器科
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（愛媛県発電工水管理事務所等の職員）

第１３条 愛媛県発電工水管理事務所及び愛媛県工業用水道管理事務

所に次の職員を置く。

�～� 省略

� 担当係長

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 前項の職員のうち、参事、副参事、課長、専門員、係長、担当

係長、主任及び主事は、業務の状況により置かないことができ

る。

別表第２（第７条関係）

� 産婦人科

� 眼科

� 耳鼻いんこう科

� 歯科

	 放射線科


 整形外科

� 形成外科

� 精神科

 神経内科

� 麻酔科

� 消化器科

� 循環器科

� アレルギー科

� 脳神経外科

� 呼吸器外科

� 心臓血管外科

� 小児外科

� リハビリテーション科

（愛媛県発電工水管理事務所等の職員）

第１３条 愛媛県発電工水管理事務所及び愛媛県工業用水道管理事務

所に次の職員を置く。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 前項の職員のうち、参事、副参事 、専門員

、主任及び主事は、業務の状況により置かないことができ

る。

別表第２（第７条関係）

省略 省略

愛媛県今治地区工業用

水道管理事務所

管理課 給水係、施設係

省略 省略

別表第３（第１１条関係） 別表第３（第１１条関係）

病院 係 の 名 称 病院 係 の 名 称

省略 省略

（検査部）病理検査係、微生物検査係、生理検査係 （検査部）病理検査係、微生物検査係、生理検査係

愛媛県

立中央

病院

（放射線部）ＣＴ検査係、血管撮影検査係、一般撮

影検査係、ＭＲＩ検査係、ＲＩ検査係、

放射線治療係

愛媛県

立中央

病院

（放射線部）第一撮影係、第二撮影係、第三撮影

係、放射線治療係、ＲＩ検査係

省略 省略

（薬剤部）薬事係、調剤係、薬品情報係、化学療法

係

（薬剤部）薬事係、調剤係、薬品情報係

省略 省略

別表第４（第１２条関係）

病 院 診 療 科

内科、神経内科、外科、呼吸器外科、

心臓血管外科、小児外科、整形外科、

愛 媛 県 報平成２５年４月１日 第２４５７号外１

２２４



第２条 愛媛県公営企業組織規程の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛媛県立中央病院

脳神経外科、形成外科、呼吸器科、消

化器科、循環器科、アレルギー科、精

神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産

婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハ

ビリテーション科、放射線科、麻酔

科、歯科

愛媛県立今治病院

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化

器内科、血液内科、糖尿病・内分泌内

科、心療内科、外科、心臓血管外科、

消化器外科、整形外科、脳神経外科、

精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、

産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リ

ハビリテーション科、放射線科、麻酔

科

愛媛県立南宇和病院

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化

器内科、糖尿病・内分泌内科、外科、

整形外科、脳神経外科、小児科、皮膚

科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻

いんこう科、リハビリテーション科、

放射線科、麻酔科

愛媛県立新居浜病院

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化

器内科、血液内科、糖尿病・内分泌内

科、外科、呼吸器外科、心臓血管外

科、消化器外科、整形外科、脳神経外

科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦

人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビ

リテーション科、放射線科、麻酔科

改 正 後 改 正 前

別表第１（第６条関係）

（愛媛県立中央病院東洋医学研究所の職員）

第１７条 愛媛県立中央病院東洋医学研究所に次の職員を置く。

� 所長

� 専門員

� 主任

� 主事

� 技師

� その他の職員

２ 前項の職員のうち、専門員、主任及び主事は、業務の状況によ

り、置かないことができる。

３ 所長は、愛媛県立中央病院の職員のうちから管理者が命ずる。

別表第１（第６条関係）

名 称 位 置 所 管 業 務 名 称 位 置 所 管 業 務

省略 省略

愛媛県立中央病院

東洋医学研究所

松山市 東洋医学の研究、調査等に

関すること。

別表第４（第１２条関係） 別表第４（第１２条関係）

病 院 診 療 科 病 院 診 療 科
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（愛媛県企業職員特殊勤務者就業規程の一部改正）

第３条 愛媛県企業職員特殊勤務者就業規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部改正）

第４条 愛媛県企業職員の給与に関する規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（勤務時間）

第３条 省略

２ 所属長は、管理者の承認を得て、５２週間を超えない範囲内で職

員ごとに定める期間について、就業規程第４条第２項の規定によ

る週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）の該

当日数以上の日数となるように毎４週間につき４日以上の週休日

を設け、前項の勤務時間を次の区分によつて割り振るものとす

る。この場合においては、勤務時間が割り振られた日が引き続き

１２日を超えないようにし、かつ、１回の勤務に割り振られる勤務

時間が１６時間を超えないようにしなければならない。

（勤務時間）

第３条 省略

２ 所属長は、管理者の承認を得て、５２週間を超えない範囲内で職

員ごとに定める期間について、就業規程第４条第２項の規定によ

る週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）の該

当日数以上の日数となるように毎４週間につき４日以上の週休日

を設け、前項の勤務時間を次の区分によつて割り振るものとす

る。この場合においては、勤務時間が割り振られた日が引き続き

１２日を超えないようにし、かつ、１回の勤務に割り振られる勤務

時間が１６時間を超えないようにしなければならない。

区 分 始業時間 終業時間 区 分 始業時間 終業時間

発電工水管理事

務所及び工業用

水道管理事務所

省略 発電工水管理事

務所及び工業用

水道管理事務所

省略

省略 省略

３・４ 省略 ３・４ 省略

愛媛県立中央病院

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化

器内科、血液内科、糖尿病・内分泌内

科、腎臓内科、神経内科、漢方内科、

新生児内科、ペインクリニック内科、

外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消

化器外科、乳腺・内分泌外科、小児外

科、整形外科、脳神経外科、形成外

科、呼吸器科、消化器科、循環器科、

アレルギー科、精神科、小児科、皮膚

科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻

いんこう科、リハビリテーション科、

放射線科、救急科、麻酔科、歯科

愛媛県立中央病院

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化

器内科、血液内科、糖尿病・内分泌内

科、腎臓内科、神経内科 漢方内科、

新生児内科、ペインクリニック内科、

外科、呼吸器外科、心臓血管外科

、小児外

科、整形外科、脳神経外科、形成外

科、呼吸器科、消化器科、循環器科、

アレルギー科、精神科、小児科、皮膚

科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻

いんこう科、リハビリテーション科、

放射線科 、麻酔科、歯科

省略 省略

改 正 後 改 正 前

附 則

（給料の調整額）

７ 当分の間、医療職給料表�の適用を受ける職員のうち、管理職

手当の支給を受ける職員（その職務の級が４級である者に限

る。）に対し、当該職員の次の表に掲げる公職に応じて同表に掲

げる調整基本額に同表に掲げる調整数を乗じて得た額の給料の調

整額を支給する。

附 則

（給料の調整額）

７ 当分の間、医療職給料表�の適用を受ける職員のうち、管理職

手当の支給を受ける職員（その職務の級が４級である者に限

る。）に対し、当該職員の次の表に掲げる公職に応じて同表に掲

げる調整基本額に同表に掲げる調整数を乗じて得た額の給料の調

整額を支給する。

公 職 調整基本額 調整数 公 職 調整基本額 調整数

省略 省略 省略 省略

省略 省略
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第５条 愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表第１医療職給料表�の項２級の欄中「○東洋医学研究所長」を削る。
（愛媛県公営企業会計規程の一部改正）

第６条 愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第７条 愛媛県公営企業会計規程の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

センター長（別表第２右欄に掲げる

区分が１種に該当する職に限る。）
１６，５００円 ２

センター長（別表第２右欄に掲げる

区分が１種に該当する職に限る。）
１６，５００円 ２

医監

省略 省略 省略 省略

別表第２（第５条関係）

管理職手当の支給を受ける者の範囲及び区分

別表第２（第５条関係）

管理職手当の支給を受ける者の範囲及び区分

公 職 区 分 公 職 区 分

省略 １ 種 省略 １ 種

医局長 医局長

医監（中央病院副院長同格者に限る。） 医監（中央病院副院長同格者に限る。）

省略 省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

附 則

（初任給調整手当の特例）

９ 当分の間、第９条の規定によりその例によることとされる一般

職給与条例第１８条の４の規定による初任給調整手当のほか、医療

職給料表�の適用を受ける職員のうち、愛媛県立病院の新生児内

科、ペインクリニック内科、小児科、産婦人科及び麻酔科に勤務

する職員に対して、月額１００，０００円を超えない範囲内において、

管理者が定める額を初任給調整手当として支給する。

附 則

（初任給調整手当の特例）

９ 当分の間、第９条の規定によりその例によることとされる一般

職給与条例第１８条の４の規定による初任給調整手当のほか、医療

職給料表�の適用を受ける職員のうち、愛媛県立病院の新生児内

科、ペインクリニック内科、小児科、産婦人科及び麻酔科に勤務

する職員に対して、月額１００，０００円を超えない範囲内において、

管理者が定める額を初任給調整手当として支給する。

改 正 後 改 正 前

（企業出納員）

第３条 企業出納員は、別に管理者が命ずるもののほか、次の各号

に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

� 省略

� 事業所のうち、発電工水管理事務所にあつては総務課長、今

治地区工業用水道管理事務所にあつては管理グループ担当係長

（管理者が命ずるものに限る。）、西条地区工業用水道管理事

務所にあつては管理課長、県立病院（以下「病院」という。）

にあつては事務局長

（企業出納員）

第３条 企業出納員は、別に管理者が命ずるもののほか、次の各号

に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

� 省略

� 事業所のうち、発電工水管理事務所にあつては総務課長、工

業用水道管理事務所

にあつては管理課長、県立病院（以下「病院」という。）

にあつては事務局長

改 正 後 改 正 前

別表（第１６条関係）

省略

病 院 事 業 勘 定 科 目

省略

別表（第１６条関係）

省略

病 院 事 業 勘 定 科 目

省略
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公営企業訓令
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附 則

この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第５条及び第７条の規定は、平成２５年５月４日から施行する。

�愛媛県公営企業訓令第３号
公営企業管理局

各 事 業 所

愛媛県公営企業事業所処務規則及び愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２５年４月１日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県公営企業事業所処務規則及び愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部を改正する訓令

（愛媛県公営企業事業所処務規則の一部改正）

第１条 愛媛県公営企業事業所処務規則（昭和５７年愛媛県公営企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（工業用水道管理事務所の所掌事務）

第３条 愛媛県工業用水道管理事務所（以下「工業用水道管理事務

所」という。）の 所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

（病院の事務局等の所掌事務）

第５条 省略

２ 愛媛県立中央病院の総務課等の所掌事務は、次のとおりとす

る。

省略

総合周産期母子医療センター 省略

小児医療センター

� 小児の診療に関すること。

� 小児医療センターの管理に関すること。

� その他小児医療に関すること。

省略

３～５ 省略

（発電工水管理事務所及び工業用水道管理事務所の職員の職務）

第７条 発電工水管理事務所及び工業用水道管理事務所の職員の職

務は、次項から第１０項までに規定するとおりとする。

２～７ 省略

８ 担当係長は、上司の命を受け、担当事務を管理する。

（工業用水道管理事務所管理課の所掌事務）

第３条 愛媛県工業用水道管理事務所（以下「工業用水道管理事務

所」という。）の管理課の所掌事務は、次のとおりとする。

管理課

�～� 省略

（病院の事務局等の所掌事務）

第５条 省略

２ 愛媛県立中央病院の総務課等の所掌事務は、次のとおりとす

る。

省略

総合周産期母子医療センター 省略

省略

３～５ 省略

（発電工水管理事務所及び工業用水道管理事務所の職員の職務）

第７条 発電工水管理事務所及び工業用水道管理事務所の職員の職

務は、次項から第９項までに規定するとおりとする。

２～７ 省略

費 用

� 事 業 費 用

費 用

� 事 業 費 用

款 項 目 節 備 考 款 項 目 節 備 考

省略 省略

附帯事

業費用

附帯事

業費用

東洋医

学研究

所費

東洋医

学研究

所費

何 何 医業費用の目に準ずる。 何 何 医業費用の目に準ずる。

省略 省略
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第２条 愛媛県公営企業事業所処務規則の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部改正）

第３条 愛媛県公営企業事業所事務決裁規則（平成９年愛媛県公営企業訓令第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第１０条から第１２条まで 削除

（研究所の職員の職務）

第１０条 愛媛県立中央病院東洋医学研究所（以下「研究所」とい

う。）の職員の職務は、次項から第５項までに規定するとおりと

する。

２ 所長は、院長の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。

３ 専門員は、所長の命を受け、専門事項について絶えず調査研究

を行い、当該専門事項に係る事務を分担する職員を指導し、か

つ、高度の専門事項を自ら処理する。

４ 主任は、所長の命を受け、特定の事務を処理する。

５ 主事、技師及びその他の職員は、所長の命を受け、所務に従事

する。

第１１条及び第１２条 削除

９ 省略

１０ 省略

８ 省略

９ 省略

改 正 後 改 正 前

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

区 分 決裁者
代 決 者

区 分 決裁者
代 決 者

第１次代決者 第２次代決者 第１次代決者 第２次代決者

所長の権限

に属する事

務

所長 課長又は支所長（今治

地区工業用水道管理事

務所にあっては、所長

が指定した職員）

省略 所長の権限

に属する事

務

所長 課長又は支所長（今治

地区工業用水道管理事

務所にあっては、所長

が指定した職員）

省略

省略 省略

省略 省略

２ 省略

別表第１（第４条関係）

所長及び院長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

２ 省略

別表第１（第４条関係）

所長及び院長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

省略 省略

備考１ 今治地区工業用水道管理事務所におけるこの表の規定

の適用については、同表発電工水管理事務所及び工業用

水道管理事務所における決裁区分の欄中「課長」とある

のは、「所長」とする。

２ 省略

３ 省略

別表第２（第４条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

備考１ 省略

２ 省略

別表第２（第４条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所長
専決者

所長
専決者

課長 課長
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第４条 愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

総

務

課

１～８

省略

総

務

課

１～８

省略

備考１ 西条地区工業用水道管理事務所においては、この表組

織名の欄中「総務課」とあるのは、

「管理課」として、同表の規定を適用す

る。

２ 今治地区工業用水道管理事務所においては、この表組

織名の欄中「総務課」とあるのは「今治地区工業用水道

管理事務所」と、同表決裁区分の欄中「課長」とあるの

は「所長」として、同表の規定を適用する。

備考１ 西条地区工業用水道管理事務所においては、この表組

織名の欄中「総務課」とあるのは、工業用水道管理事務

所においては「管理課」として、同表の規定を適用す

る。

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所長
専決者

所長
専決者

課長 課長

管

理

課

１ 省略 管

理

課

１ 省略

備考 今治地区工業用水道管理事務所においては、この表組織

名の欄中「管理課」とあるのは、「今治地区工業用水道管

理事務所」として、同表の規定を適用する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この訓令は、別に定めるものを除き、愛媛県公営企業事業

所における所長及び院長 （以下「事業所長」とい

う。）並びに支所長及び出張所長の権限に属する事務の決裁につ

いて必要な事項を定めるものとする。

（決裁事項）

第４条 決裁者は、別表第１から別表第５までの決裁区分の欄に○

印をもって示すところにより決裁するものとする。

２ 臨時的な事務、新たな事務等で、別表第１から別表第５までに

掲げられていないものの決裁については、事業所長が定める。

３ 省略

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

（趣旨）

第１条 この訓令は、別に定めるものを除き、愛媛県公営企業事業

所における所長、院長及び研究所長（以下「事業所長」とい

う。）並びに支所長及び出張所長の権限に属する事務の決裁につ

いて必要な事項を定めるものとする。

（決裁事項）

第４条 決裁者は、別表第１から別表第６までの決裁区分の欄に○

印をもって示すところにより決裁するものとする。

２ 臨時的な事務、新たな事務等で、別表第１から別表第６までに

掲げられていないものの決裁については、事業所長が定める。

３ 省略

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

区 分 決裁者
代 決 者

区 分 決裁者
代 決 者

第１次代決者 第２次代決者 第１次代決者 第２次代決者

省略 省略

研究所長の

権限に属す

る事務

研究所

長

研究所長が指定した職

員

２ 省略 ２ 省略

別表第４（第４条関係）

研究所長の権限に属する事務に係る決裁事項

組

織

名

事務の種類 事 項

決裁

区分

研究

所長
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、平成２５年５月４日から施行する。

東

洋

医

学

研

究

所

１ 研究所の管理

に関する事務

１ 研究所の管理に関するこ

と。

○

２ 事務の分担に

関する事務

１ 職員の事務の分担に関する

こと。

○

３ その他の事務 １ その他軽易な事項に関する

こと。

○

別表第４ 省略

別表第５ 省略

別表第５ 省略

別表第６ 省略

平成２５年４月１日 発行
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